
○
総
務
省
令
第
四
十
二
号

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
一
日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と

い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
政
令
第
七
条
の
三
の
二
第
九
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
）

第
一
条
の
九
の
五

政
令
第
七
条
の
三
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
は
、
次
に
掲

［
新
設
］

げ
る
関
係
と
す
る
。

一

一
方
の
者
が
他
方
の
法
人
（
法
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。

以
下
道
府
県
民
税
に
つ
い
て
同
じ
。
）
の
発
行
済
株
式
又
は
出
資
（
自
己
が
有
す
る
自
己
の
株
式
又
は
出
資

を
除
く
。
）
の
総
数
又
は
総
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
発
行
済
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の
五
十

を
超
え
る
数
又
は
金
額
の
株
式
等
（
株
式
又
は
出
資
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
直
接
又

は
間
接
に
保
有
す
る
関
係
そ
の
他
の
一
方
の
者
が
他
方
の
者
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配
す
る
関
係

二

二
の
法
人
が
同
一
の
者
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の

株
式
等
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
二
の
法
人
の
関
係
そ
の
他
の
二
の
者
が
同
一

の
者
に
よ
り
直
接
又
は
間
接
に
支
配
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
二
の
者
の
関
係
（
前
号
に
掲
げ
る
関
係
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

２

前
項
第
一
号
の
場
合
に
お
い
て
、
一
方
の
者
が
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数

又
は
金
額
の
株
式
等
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
当
該
一
方
の
者
の
当
該
他
方
の
法

人
に
係
る
直
接
保
有
の
株
式
等
の
保
有
割
合
（
当
該
一
方
の
者
の
有
す
る
当
該
他
方
の
法
人
の
株
式
等
の
数
又

は
金
額
が
当
該
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
を
い
う
。
）
と
当
該
一
方
の
者
の
当
該

他
方
の
法
人
に
係
る
間
接
保
有
の
株
式
等
の
保
有
割
合
と
を
合
計
し
た
割
合
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
間
接
保
有
の
株
式
等
の
保
有
割
合
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
割
合
の
合
計
割
合
）
を
い
う
。

一

前
項
の
他
方
の
法
人
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の

株
式
等
が
同
項
の
一
方
の
者
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
の
有
す
る
当
該
他

方
の
法
人
の
株
式
等
の
数
又
は
金
額
が
当
該
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
（
当
該

株
主
等
で
あ
る
法
人
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
計

算
し
た
割
合
の
合
計
割
合
）

二

前
項
の
他
方
の
法
人
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
同
号
の
株
主
等
で
あ
る

法
人
を
除
く
。
）
と
同
項
の
一
方
の
者
と
の
間
に
こ
れ
ら
の
者
と
株
式
等
の
保
有
を
通
じ
て
連
鎖
関
係
に
あ

る
一
又
は
二
以
上
の
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
出
資
関
連
法
人
」
と
い
う
。
）
が
介
在
し
て
い
る
場

合
（
出
資
関
連
法
人
及
び
当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超

え
る
数
又
は
金
額
の
株
式
等
を
当
該
一
方
の
者
又
は
出
資
関
連
法
人
（
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十

を
超
え
る
数
又
は
金
額
の
株
式
等
が
当
該
一
方
の
者
又
は
他
の
出
資
関
連
法
人
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
も

の
に
限
る
。
）
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
の
有
す
る
当
該
他

方
の
法
人
の
株
式
等
の
数
又
は
金
額
が
当
該
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
（
当
該

株
主
等
で
あ
る
法
人
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
計

算
し
た
割
合
の
合
計
割
合
）



４

第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
二
号
の
直
接
又
は
間
接
に
保
有
さ
れ
る
関
係
の
判
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

（
法
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
三
条

法
人
の
道
府
県
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

第
三
条

法
人
（
法
第
二
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
道
府
県
民
税
に
つ

下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む

い
て
同
じ
。
）
の
道
府
県
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

申

告

書

等

の

種

類

様

式

申

告

書

等

の

種

類

様

式

［

・

略
］

［
略
］

［

・

同
上
］

［
同
上
］

予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
五
十
三
条
第
一

第
六
号
の
三
様
式
（
第
六
号

予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
五
十
三
条
第
一

第
七
号
様
式
（
第
六
号
様
式

項
及
び
第
二
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
同
条

様
式
別
表
四
の
三
）

項
及
び
第
二
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
同
条

別
表
四
の
三
）

第
二
十
二
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告
書
）

第
二
十
二
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告
書
）

外
国
関
係
会
社
に
係
る
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
及
び
個
別
控

第
七
号
様
式

［
新
設
］

［
新
設
］

除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
の
控
除
に
関
す
る
明
細
書
（
政
令
第
九
条

の
六
の
二
第
二
項
及
び
第
九
条
の
六
の
三
第
二
項
の
書
類
）

～

［
略
］

［
略
］

～

［
同
上
］

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
政
令
第
十
条
第
九
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
）

第
三
条
の
十
三
の
二

政
令
第
十
条
第
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
は
、
次
に
掲
げ
る
関

［
新
設
］

係
と
す
る
。

一

一
方
の
者
が
他
方
の
法
人
（
法
第
七
十
二
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社
団
等
を
含
む
。
以

下
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
い
て
同
じ
。
）
の
発
行
済
株
式
又
は
出
資
（
自
己
が
有
す
る
自
己
の

株
式
又
は
出
資
を
除
く
。
）
の
総
数
又
は
総
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
発
行
済
株
式
等
」
と
い
う
。
）

の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の
株
式
等
（
株
式
又
は
出
資
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
関
係
そ
の
他
の
一
方
の
者
が
他
方
の
者
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配
す

る
関
係

二

二
の
法
人
が
同
一
の
者
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の

株
式
等
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
二
の
法
人
の
関
係
そ
の
他
の
二
の
者
が
同
一

の
者
に
よ
り
直
接
又
は
間
接
に
支
配
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
二
の
者
の
関
係
（
前
号
に
掲
げ
る
関
係
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

２

前
項
第
一
号
の
場
合
に
お
い
て
、
一
方
の
者
が
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数

又
は
金
額
の
株
式
等
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
当
該
一
方
の
者
の
当
該
他
方
の
法

人
に
係
る
直
接
保
有
の
株
式
等
の
保
有
割
合
（
当
該
一
方
の
者
の
有
す
る
当
該
他
方
の
法
人
の
株
式
等
の
数
又

は
金
額
が
当
該
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
を
い
う
。
）
と
当
該
一
方
の
者
の
当
該

他
方
の
法
人
に
係
る
間
接
保
有
の
株
式
等
の
保
有
割
合
と
を
合
計
し
た
割
合
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
間
接
保
有
の
株
式
等
の
保
有
割
合
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
割
合
の
合
計
割
合
）
を
い
う
。

一

前
項
の
他
方
の
法
人
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の



株
式
等
が
同
項
の
一
方
の
者
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
の
有
す
る
当
該
他

方
の
法
人
の
株
式
等
の
数
又
は
金
額
が
当
該
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
（
当
該

株
主
等
で
あ
る
法
人
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
計

算
し
た
割
合
の
合
計
割
合
）

二

前
項
の
他
方
の
法
人
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
同
号
の
株
主
等
で
あ
る

法
人
を
除
く
。
）
と
同
項
の
一
方
の
者
と
の
間
に
こ
れ
ら
の
者
と
株
式
等
の
保
有
を
通
じ
て
連
鎖
関
係
に
あ

る
一
又
は
二
以
上
の
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
出
資
関
連
法
人
」
と
い
う
。
）
が
介
在
し
て
い
る
場

合
（
出
資
関
連
法
人
及
び
当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超

え
る
数
又
は
金
額
の
株
式
等
を
当
該
一
方
の
者
又
は
出
資
関
連
法
人
（
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十

を
超
え
る
数
又
は
金
額
の
株
式
等
が
当
該
一
方
の
者
又
は
他
の
出
資
関
連
法
人
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
も

の
に
限
る
。
）
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
の
有
す
る
当
該
他

方
の
法
人
の
株
式
等
の
数
又
は
金
額
が
当
該
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
（
当
該

株
主
等
で
あ
る
法
人
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
計

算
し
た
割
合
の
合
計
割
合
）

４

第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
二
号
の
直
接
又
は
間
接
に
保
有
さ
れ
る
関
係
の
判
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
人
の
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

（
法
人
の
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
五
条

法
人
の
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、

第
五
条

法
人
の
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と

が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が

が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

申

告

書

等

の

種

類

様

式

申

告

書

等

の

種

類

様

式

［

略
］

［
略
］

［

同
上
］

［
同
上
］

予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書(

法
第
七
十
二
条
の
二

第
六
号
の
三
様
式

予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書(

法
第
七
十
二
条
の
二

第
七
号
様
式

十
六
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
四
項
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ

十
六
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
四
項
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ

に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
三
十
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
修
正
申
告

に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
三
十
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
修
正
申
告

書)

書)

［

略
］

［
略
］

［

同
上
］

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

法
人
が
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
（
口
座
振
替
の
方
法

３

法
人
（
法
第
七
十
二
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社
団
等
を
含
む
。
以
下
事
業
税
及
び
地
方
法

に
よ
り
納
付
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
第
十
二
号
の
二
様
式
に
よ
る
納
付
書

人
特
別
税
に
つ
い
て
同
じ
。
）
が
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と

（
当
該
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
が

き
（
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
第
十
二
号
の
二

別
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
様
式
に
よ
る
納
付
書
）
（
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電

様
式
に
よ
る
納
付
書
（
当
該
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お

磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

い
て
、
総
務
大
臣
が
別
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
様
式
に
よ
る
納
付
書
）
（
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き

事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

［
４

略
］

［
４

同
上
］

（
市
町
村
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

（
市
町
村
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
十
条

市
町
村
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

第
十
条

市
町
村
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
定

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
（
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
も
の
を

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
（
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
も
の
を
除



除
く
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に

く
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ

こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

申

告

書

等

の

種

類

様

式

申

告

書

等

の

種

類

様

式

［

～

略
］

［
略
］

［

～

同
上
］

［
同
上
］

外
国
関
係
会
社
に
係
る
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
及
び
個
別
控

第
二
十
号
の
三
の
二
様
式

［
新
設
］

［
新
設
］

除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
の
控
除
に
関
す
る
明
細
書
（
政
令
第
四
十

八
条
の
十
二
の
二
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
の
十
二
の
三
第
二
項
の
書

類
）

～

［
略
］

［
略
］

～

［
同
上
］

［
同
上
］

［
２
～
９

略
］

［
２
～
９

同
上
］

（
法
人
の
都
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

（
法
人
の
都
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
十
条
の
二

法
第
七
百
三
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
が
そ
の
特
別

第
十
条
の
二

法
第
七
百
三
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
都
が
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
お
い

区
の
存
す
る
区
域
内
に
お
い
て
法
人
に
対
し
て
課
す
る
都
民
税
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

て
法
人
に
対
し
て
課
す
る
都
民
税
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ

と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場

る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ

合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

申

告

書

等

の

種

類

様

式

申

告

書

等

の

種

類

様

式

［

・

略
］

［
略
］

［

・

同
上
］

［
同
上
］

予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
七
百
三
十
四
条

第
六
号
の
三
様
式
（
第
六
号

予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
七
百
三
十
四
条

第
七
号
様
式
（
第
六
号
様
式

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
一
項

様
式
別
表
四
の
三
）

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
一
項

別
表
四
の
三
）

及
び
第
二
項
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
申

及
び
第
二
項
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
申

告
書
）

告
書
）

外
国
関
係
会
社
に
係
る
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
及
び
個
別
控

第
七
号
様
式

［
新
設
］

［
新
設
］

除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
の
控
除
に
関
す
る
明
細
書
（
政
令
第
五
十

七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
政
令
第
四
十
八
条
の
十
二
の
二

第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
の
十
二
の
三
第
二
項
の
書
類
）

～

［
略
］

［
略
］

～

［
同
上
］

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

第
六
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

別
紙
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
一

挿
入
］

第
六
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

別
紙
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三

挿
入
］

第
６
号
様
式
記
載
要
領

第
６
号
様
式
記
載
要
領

１
８
略

１
８

同
左

［
～

］
［

～
］



９
道
府
県
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
に
あ

て
は

法
人
税
法
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た

９
道
府
県
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
に
あ

て
は

法
人
税
法
の
規
定
に
よ
て
計
算
し
た

っ
、
「

っ
、
「

っ

法
人
税
額
①

の
欄
か
ら

仮
装
経
理
に
基
づ
く
法
人
税
割
額
の
控
除
額
⑪

の
欄
ま
で
は
記
載
し
な
い
こ

法
人
税
額
①

の
欄
か
ら

仮
装
経
理
に
基
づ
く
法
人
税
割
額
の
控
除
額
⑩

の
欄
ま
で
は
記
載
し
な
い
こ

」
「

」
」

「
」

と
と
し

差
引
法
人
税
割
額
⑫

の
欄
に
第
６
号
様
式
別
表
１
の
２
の

計
⑩

の
欄
の
金
額
を
記
載
す

と
と
し

差
引
法
人
税
割
額
⑪

の
欄
に
第
６
号
様
式
別
表
１
の
２
の

計
⑩

の
欄
の
金
額
を
記
載
す

、
「

」
「

」
、
「

」
「

」

る
こ
と

る
こ
と

。
。

1
0
略

1
0
同
左

［
］

［
］

11
道
府
県
民
税
の
⑳
の
う
ち
見
込
納
付
額
㉑
の
欄
は

法
人
税
法
第
75
条
の
２
第
１
項
同
法
第
14
4条

11
道
府
県
民
税
の
⑲
の
う
ち
見
込
納
付
額
⑳
の
欄
は
法
人
税
法
第
75
条
の
２
第
１
項
同
法
第
14
4条

「
」

、
（

「
」

、
（

の
８
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
る

の
８
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
る

。
）

。
）

法
人
が
道
府
県
民
税
に
つ
き
申
告
書
の
提
出
前
に
納
付
し
た
金
額
又
は
同
法
第
8
1
条
の
2
4
第
１
項
の
規
定
に

法
人
が
道
府
県
民
税
に
つ
き
申
告
書
の
提
出
前
に
納
付
し
た
金
額
又
は
同
法
第
8
1
条
の
2
4
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
連
結
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
る
法
人

当
該
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係

よ
り
連
結
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
る
法
人

当
該
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係

（
（

同
法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
の
７
に
規
定
す
る
連
結
完
全
支
配
関
係
を
い
う

が
あ
る
連
結
子
法
人

同
同
法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
の
７
に
規
定
す
る
連
結
完
全
支
配
関
係
を
い
う

が
あ
る
連
結
子
法
人

同
（

。
）

（
（

。
）

（

法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
を
い
う

同
法
第
２
条
第
1
6
号
に
規
定
す
る
連
結
申

法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
を
い
う

同
法
第
２
条
第
1
6
号
に
規
定
す
る
連
結
申

。
）
（

。
）
（

告
法
人
に
限
る

を
含
む

が
道
府
県
民
税
に
つ
き
申
告
書
の
提
出
前
に
納
付
し
た
金
額
を
記
載
す
る

告
法
人
に
限
る

を
含
む

が
道
府
県
民
税
に
つ
き
申
告
書
の
提
出
前
に
納
付
し
た
金
額
を
記
載
す
る

。
）

。
）

。
）

。
）

こ
と

こ
と

。
。

1
2
事
業
税
の

所
得
金
額
総
額
㉗

の
欄
は

第
６
号
様
式
別
表
５
を
添
付
す
る
法
人
に
あ

て
は
第
６
号

1
2
事
業
税
の

所
得
金
額
総
額
㉖

の
欄
は

第
６
号
様
式
別
表
５
を
添
付
す
る
法
人
に
あ

て
は
第
６
号

「
」

、
っ

「
」

、
っ

様
式
別
表
５
の

合
計
㉝

の
欄
の
金
額
を

そ
の
他
の
法
人
に
あ

て
は
こ
の
申
告
書
の

仮
計

○

6
8
の

様
式
別
表
５
の

合
計
㉝

の
欄
の
金
額
を

そ
の
他
の
法
人
に
あ

て
は
こ
の
申
告
書
の
仮
計

○

6
7
の

「
」

、
っ

「
」

「
」

、
っ

「
」

欄
の
金
額
か
ら

繰
越
欠
損
金
額
等
若
し
く
は
災
害
損
失
金
額
又
は
債
務
免
除
等
が
あ
た
場
合
の
欠
損
金

欄
の
金
額
か
ら

繰
越
欠
損
金
額
等
若
し
く
は
災
害
損
失
金
額
又
は
債
務
免
除
等
が
あ

た
場
合
の
欠
損
金

「
っ

「
っ

額
等
の
当
期
控
除
額

○

6
9
の
欄
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

額
等
の
当
期
控
除
額

○

6
8
の
欄
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

」
。

」
。

1
3
事
業
税
の

付
加
価
値
額
総
額
㉝

又
は
資
本
金
等
の
額
総
額
㉟

の
各
欄
は
法
第
7
2
条
の
２
第
１

1
3
事
業
税
の

付
加
価
値
額
総
額
㉜

又
は

資
本
金
等
の
額
総
額
㉞

の
各
欄
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１

「
」

「
」

、
「

」
「

」
、

項
第
１
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が
第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
の

課
税
標
準
と
な
る
付
加
価
値
額
⑪

又
は

項
第
１
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が
第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
の
課
税
標
準
と
な
る
付
加
価
値
額
⑪

又
は

「
」

「
「

」
「

課
税
標
準
と
な
る
資
本
金
等
の
額
⑳

の
各
欄
の
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と

課
税
標
準
と
な
る
資
本
金
等
の
額
⑳
の
各
欄
の
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と

」
。

」
。

1
4
事
業
税
の

平
成
2
8
年
改
正
法
附
則
第
５
条
の
控
除
額
㊵

の
欄
は

平
成
2
8
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
2
9

1
4
事
業
税
の

平
成
2
8
年
改
正
法
附
則
第
５
条
の
控
除
額
㊴
の
欄
は

平
成
2
8
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
2
9

「
」

、
「

」
、

年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ

て
は
第
６
号
様
式
別
表
５
の
７
の

③
が
3
0
億
円
以

年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ

て
は
第
６
号
様
式
別
表
５
の
７
の

③
が
3
0
億
円
以

っ
「

っ
「

下
の
場
合
の
控
除
額
⑯

の
欄
の
金
額
又
は
③
が
3
0
億
円
超
4
0
億
円
未
満
の
場
合
の
控
除
額
⑰

の
欄
の

下
の
場
合
の
控
除
額
⑯

の
欄
の
金
額
又
は

③
が
3
0
億
円
超
4
0
億
円
未
満
の
場
合
の
控
除
額
⑰

の
欄
の

」
「

」
」

「
」

金
額
を
記
載
し

平
成
2
9
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
3
0
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ

金
額
を
記
載
し

平
成
2
9
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
3
0
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ

、
っ

、
っ

て
は
第
６
号
様
式
別
表
５
の
７
の

③
が
3
0
億
円
以
下
の
場
合
の
控
除
額
⑱

の
欄
の
金
額
又
は
③
が
3
0

て
は
第
６
号
様
式
別
表
５
の
７
の

③
が
3
0
億
円
以
下
の
場
合
の
控
除
額
⑱

の
欄
の
金
額
又
は
③
が
3
0

「
」

「
「

」
「

億
円
超
4
0億
円
未
満
の
場
合
の
控
除
額
⑲

の
欄
の
金
額
を
記
載
し

平
成
3
0
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
3
1
年

億
円
超
4
0億
円
未
満
の
場
合
の
控
除
額
⑲

の
欄
の
金
額
を
記
載
し

平
成
3
0
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
3
1
年

」
、

」
、

３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ

て
は
第
６
号
様
式
別
表
５
の
７
の

③
が
3
0
億
円
以
下

３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
て
は
第
６
号
様
式
別
表
５
の
７
の

③
が
3
0
億
円
以
下

っ
「

っ
「

の
場
合
の
控
除
額
⑳

の
欄
の
金
額
又
は

③
が
3
0
億
円
超
4
0
億
円
未
満
の
場
合
の
控
除
額
㉑
の
欄
の
金

の
場
合
の
控
除
額
⑳

の
欄
の
金
額
又
は

③
が
3
0
億
円
超
4
0
億
円
未
満
の
場
合
の
控
除
額
㉑
の
欄
の
金

」
「

」
」

「
」

額
を
記
載
す
る
こ
と

額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

15
事
業
税
の

㊻
の
う
ち
見
込
納
付
額

○

5
1
の
欄
は
法
第
72
条
の
25
第
３
項
又
は
第
５
項
法
第
72条
の
2

15
事
業
税
の
㊺
の
う
ち
見
込
納
付
額
㊿
の
欄
は
法
第
72
条
の
25
第
３
項
又
は
第
５
項
法
第
72条
の
2

「
」

、
（

「
」

、
（

8
第
２
項
及
び
第
7
2条
の
2
9第
２
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

8
第
２
項
及
び
第
7
2条
の
2
9第
２
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

。
）

。
）

確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
る
法
人
が
事
業
税
に
つ
き
当
該
申
告
書
の
提
出
前
に
納
付
し
た

確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
る
法
人
が
事
業
税
に
つ
き
当
該
申
告
書
の
提
出
前
に
納
付
し
た

金
額
を
記
載
す
る
こ
と

金
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

1
6
地
方
法
人
特
別
税
の

所
得
割
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税
額

○

5
3
の
課
税
標
準

の
欄
は
標
準
税
率

1
6
地
方
法
人
特
別
税
の

所
得
割
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税
額

○

5
2
の

課
税
標
準

の
欄
は
標
準
税
率

「
」

「
」

、
「

」
「

」
、

が
適
用
さ
れ
る
法
人
に
つ
い
て
は

計
㉛

又
は

軽
減
税
率
不
適
用
法
人
の
金
額
㉜

の
税
額

の
欄

が
適
用
さ
れ
る
法
人
に
つ
い
て
は

計
㉚

又
は

軽
減
税
率
不
適
用
法
人
の
金
額
㉛

の
税
額

の
欄

「
」

「
」

「
」

「
」

「
」

「
」

の
金
額
を
記
載
し

標
準
税
率
以
外
の
税
率
が
適
用
さ
れ
る
法
人
に
つ
い
て
は
第
６
号
様
式
別
表
1
4
の

計
の
金
額
を
記
載
し

標
準
税
率
以
外
の
税
率
が
適
用
さ
れ
る
法
人
に
つ
い
て
は
第
６
号
様
式
別
表
1
4
の

計
、

「
、

「

⑤
又
は

軽
減
税
率
不
適
用
法
人
の
金
額
⑥

の
基
準
法
人
所
得
割
額

の
欄
の
金
額
を
記
載
す
る
こ

⑤
又
は

軽
減
税
率
不
適
用
法
人
の
金
額
⑥

の
基
準
法
人
所
得
割
額

の
欄
の
金
額
を
記
載
す
る
こ

」
「

」
「

」
」

「
」

「
」

と
と

。
。



1
7
地
方
法
人
特
別
税
の

収
入
割
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税
額

○

5
4
の

課
税
標
準
の
欄
は

標
準
税
率

1
7
地
方
法
人
特
別
税
の

収
入
割
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税
額

○

5
3
の

課
税
標
準

の
欄
は

標
準
税
率

「
」

「
」

、
「

」
「

」
、

が
適
用
さ
れ
る
法
人
に
つ
い
て
は

収
入
金
額
㊳

の
税
額

の
欄
の
金
額
を
記
載
し

標
準
税
率
以
外

が
適
用
さ
れ
る
法
人
に
つ
い
て
は

収
入
金
額
㊲

の
税
額

の
欄
の
金
額
を
記
載
し

標
準
税
率
以
外

「
」

「
」

、
「

」
「

」
、

の
税
率
が
適
用
さ
れ
る
法
人
に
つ
い
て
は
第
６
号
様
式
別
表
1
4
の
収
入
金
額
⑧

の
基
準
法
人
収
入
割

の
税
率
が
適
用
さ
れ
る
法
人
に
つ
い
て
は
第
６
号
様
式
別
表
1
4
の
収
入
金
額
⑧
の

基
準
法
人
収
入
割

「
」

「
「

」
「

額
の
欄
の
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

額
の
欄
の
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

」
。

」
。

1
8
地
方
法
人
特
別
税
の

○

6
0
の
う
ち
見
込
納
付
額

○

6
1
の
欄
は

事
業
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
が
延

1
8
地
方
法
人
特
別
税
の

○

5
9
の
う
ち
見
込
納
付
額

○

6
0
の
欄
は

事
業
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
が
延

「
」

、
「

」
、

長
さ
れ
て
い
る
法
人
が
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
き
当
該
申
告
書
の
提
出
前
に
納
付
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ

長
さ
れ
て
い
る
法
人
が
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
き
当
該
申
告
書
の
提
出
前
に
納
付
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ

と
と

。
。

1
9
事
業
税
の

所
得
金
額

法
人
税
の
明
細
書

別
表
４

の
3
4

又
は
個
別
所
得
金
額

法
人
税
の
明

1
9
事
業
税
の

所
得
金
額

法
人
税
の
明
細
書

別
表
４

の
3
3

又
は
個
別
所
得
金
額

法
人
税
の
明

「
（

（
）

(
)）

（
「

（
（

）
(
)）

（

細
書

別
表
４
の
２
付
表

の
4
2

○

6
3
の
欄
は

法
人
税
法
第
8
1
条
の
９
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受

細
書

別
表
４
の
２
付
表

の
4
1

○

6
2
の
欄
は

法
人
税
法
第
8
1
条
の
９
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受

（
）

(
)）

」
、

（
）

(
)）

」
、

け
る
法
人
に
あ

て
は

法
人
税
の
明
細
書

別
表
４
の
２
付
表
の

仮
計
4
2

の
欄
の
金
額
に

同
け
る
法
人
に
あ

て
は

法
人
税
の
明
細
書

別
表
４
の
２
付
表

の
仮
計
4
1

の
欄
の
金
額
に

同
っ

、
（

）
「

(
)」

、
っ

、
（

）
「

(
)」

、

明
細
書
の
被
合
併
法
人
等
の
最
終
の
事
業
年
度
の
欠
損
金
の
損
金
算
入
額
7
の
欄
の
金
額
を
加
算
し
た

明
細
書
の
被
合
併
法
人
等
の
最
終
の
事
業
年
度
の
欠
損
金
の
損
金
算
入
額
7
の
欄
の
金
額
を
加
算
し
た

「
(
)」

「
(
)」

金
額
を
記
載
す
る
こ
と

金
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

2
0

法
第
1
5
条
の
４
の
徴
収
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額

○

7
1
の
欄
は

法
第
1
5
条
の
４
第
１
項
の
規
定

2
0

法
第
1
5
条
の
４
の
徴
収
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額

○

7
0
の
欄
は

法
第
1
5
条
の
４
第
１
項
の
規
定

「
」

、
「

」
、

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

第
１
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
代
え
よ
う
と
す
る
法
人
が
記

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

第
１
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
代
え
よ
う
と
す
る
法
人
が
記

、
、

載
す
る
こ
と

載
す
る
こ
と

。
。

2
1
還
付
請
求
の

中
間
納
付
額

○

72
の
欄
は

法
第
5
3
条
第
2
0
項
又
は
第
7
2
条
の
2
8
第
４
項
の
規
定
に
よ
り

2
1
還
付
請
求
の

中
間
納
付
額

○

71
の
欄
は

法
第
5
3
条
第
2
0
項
又
は
第
7
2
条
の
2
8
第
４
項
の
規
定
に
よ
り

「
」

、
「

」
、

還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

政
令
第
９
条
の
２
又
は
第
2
5
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
に
代
わ

還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

政
令
第
９
条
の
２
又
は
第
2
5
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
に
代
わ

、
、

る
も
の
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

る
も
の
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

。
。

22
24
略

22
24
同
左

［
～

］
［

～
］

第
六
号
様
式
別
表
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

別
紙
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
五

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
２
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
２
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
９
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に

、
、

お
い
て
生
じ
た
連
結
適
用
前
欠
損
金
額

法
第
5
3
条
第
５
項
に
規
定
す
る
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
を
い
う

お
い
て
生
じ
た
連
結
適
用
前
欠
損
金
額

法
第
5
3
条
第
５
項
に
規
定
す
る
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
を
い
う

（
。

（
。

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額

同
項
に
規
定
す
る
連
結

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額

同
項
に
規
定
す
る
連
結

。
）

（
。
）

（

適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
項
の
規
定

適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
項
の
規
定

。
。
）

、
。

。
）

、

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
が
記
載
し

第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

ま
た
当
該
連

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
が
記
載
し

第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

ま
た
当
該
連

、
。

、
、

。
、

結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
の
生
じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最
初
連
結
事
業

結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
の
生
じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最
初
連
結
事
業

年
度

法
人
税
法
第
1
5
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
最
初
連
結
事
業
年
度
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に

年
度

法
人
税
法
第
1
5
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
最
初
連
結
事
業
年
度
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に

（
。

（
。

お
い
て
同
じ

に
お
い
て
は
同
法
第
8
1
条
の
９
第
２
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
も
併

お
い
て
同
じ

に
お
い
て
は
同
法
第
8
1
条
の
９
第
２
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
も
併

。
）

。
）

せ
て
添
付
す
る
こ
と

せ
て
添
付
す
る
こ
と

。
。

２
控
除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額
②

の
欄
は

連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠

２
控
除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額
②

の
欄
は

連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠

「
」

、
「

「
」

、
「

損
金
額
①

の
欄
に
記
載
し
た
金
額
に

最
初
連
結
事
業
年
度
の
終
了
の
日

２
以
上
の
最
初
連
結
事
業
年

損
金
額
①

の
欄
に
記
載
し
た
金
額
に

最
初
連
結
事
業
年
度
の
終
了
の
日

２
以
上
の
最
初
連
結
事
業
年

」
、

（
」

、
（

度
の
終
了
の
日
が
あ
る
場
合
に
は

当
該
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
の

度
の
終
了
の
日
が
あ
る
場
合
に
は

当
該
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
の

、
、

生
じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最
初
連
結
事
業
年
度
の
終
了
の
日

に
お
け
る
法
第
5
3
条
第
６
項
各
号
に
掲
げ

生
じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最
初
連
結
事
業
年
度
の
終
了
の
日

に
お
け
る
法
第
5
3
条
第
６
項
各
号
に
掲
げ

）
）

る
法
人
の
区
分
に
応
じ
同
項
第
１
号
に
規
定
す
る
普
通
法
人
租
税
特
別
措
置
法
第
6
8条
の
1
00第
１
項
の

る
法
人
の
区
分
に
応
じ

同
項
第
１
号
に
規
定
す
る
普
通
法
人
租
税
特
別
措
置
法
第
6
8条
の
1
00第
１
項
の

、
（

、
（

承
認
を
受
け
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
を
除
く

と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
法
人
税
法

承
認
を
受
け
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
を
除
く

と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
法
人
税
法

。
）

（
。
）

（

第
２
条
第
1
2
号
の
７
の
７
に
規
定
す
る
連
結
完
全
支
配
関
係
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

第
２
条
第
1
2
号
の
７
の
７
に
規
定
す
る
連
結
完
全
支
配
関
係
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

。
。



が
あ
る
連
結
子
法
人

法
人
税
法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
を
い
う

以
下
こ
の

が
あ
る
連
結
子
法
人

法
人
税
法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
を
い
う

以
下
こ
の

。
）

（
。

。
）

（
。

記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
あ
て
は
10
0分
の
23
.2
当
該
最
初
連
結
事
業
年
度

２
以
上
の
最
初
連

記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
あ
て
は
10
0分
の
23
.4
当
該
最
初
連
結
事
業
年
度

２
以
上
の
最
初
連

。
）

っ
（

（
。
）

っ
（

（

結
事
業
年
度
が
あ
る
場
合
に
は

当
該
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
の
生

結
事
業
年
度
が
あ
る
場
合
に
は

当
該
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
の
生

、
、

じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最
初
連
結
事
業
年
度
を
い
う
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

が
平
成
2

じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最
初
連
結
事
業
年
度
を
い
う
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

が
平
成
2

。
。
）

。
。
）

4
年
４
月
１
日
前
に
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
1
0
0
分
の
3
0
と
し

当
該
最
初
連
結
事
業
年
度
が
平
成
2
4

4
年
４
月
１
日
前
に
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
1
0
0
分
の
3
0
と
し

当
該
最
初
連
結
事
業
年
度
が
平
成
2
4

、
、

年
４
月
１
日
か
ら
平
成
27年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
10
0分
の
25
.5と
し
当

年
４
月
１
日
か
ら
平
成
27年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
10
0分
の
25
.5と
し
当

、
、

該
最
初
連
結
事
業
年
度
が
平
成
2
7
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
2
8
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
開
始
し
た
も
の
で
あ

該
最
初
連
結
事
業
年
度
が
平
成
2
7
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
2
8
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
開
始
し
た
も
の
で
あ

る
場
合
は
100
分
の
23.
9と
し

当
該
最
初
連
結
事
業
年
度
が
平
成
28年
４
月
１
日
か
ら
平
成
30
年
３
月
31
日

る
場
合
は
100
分
の
23.
9と
す
る

を
法
第
53条
第
６
項
第
１
号
に
規
定
す
る
普
通
法
人
租
税
特
別
措

、
。
）

、
（

ま
で
の
間
に
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
100
分
の
23.4
と
す
る

を
法
第
53条
第
６
項
第
１
号
に
規

置
法
第
68
条
の
100
第
１
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
に
限
る

又
は
法
第
53
条

。
）

、
。
）

定
す
る
普
通
法
人
租
税
特
別
措
置
法
第
6
8条
の
1
00第
１
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
医
療

第
６
項
第
２
号
に
規
定
す
る
協
同
組
合
等
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
連
結
子
法
人
に
あ
て
は
1

（
っ

法
人
に
限
る

又
は
法
第
5
3
条
第
６
項
第
２
号
に
規
定
す
る
協
同
組
合
等
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係

0
0
分
の
2
0
当
該
最
初
連
結
事
業
年
度

２
以
上
の
最
初
連
結
事
業
年
度
が
あ
る
場
合
に
は

当
該
連
結
適

。
）

（
（

、

が
あ
る
連
結
子
法
人
に
あ
て
は
10
0分
の
20
当
該
最
初
連
結
事
業
年
度
２
以
上
の
最
初
連
結
事
業
年
度

用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
の
生
じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最
初
連
結
事
業
年
度

っ
（

（

が
あ
る
場
合
に
は

当
該
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
の
生
じ
た
事
業
年

が
平
成
24年
４
月
１
日
前
に
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は

100
分
の
23
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を

、
）

、
）

度
後
最
初
の
最
初
連
結
事
業
年
度
が
平
成
24年
４
月
１
日
前
に
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は

100分
の

記
載
す
る
こ
と

）
、

。

2
3
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

）
。

３
法
第
5
3条
第
７
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ

て
は
こ
の
明
細
書
の
各
欄
は

被
合
併
法
人

３
法
第
5
3条
第
７
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ

て
は
こ
の
明
細
書
の
各
欄
は

被
合
併
法
人

っ
、

、
っ

、
、

等
同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
を
い
う

の
前
1
0
年
内
事
業
年
度

同
項
に
規
定
す
る
前
1
0
年
内

等
同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
を
い
う

の
前
９
年
内
事
業
年
度

同
項
に
規
定
す
る
前
９
年
内

（
。
）

（
（

。
）

（

事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控
除
未
済
個
別
帰
属
調
整
額

同
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
個
別
帰
属
調
整

事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控
除
未
済
個
別
帰
属
調
整
額

同
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
個
別
帰
属
調
整

。
）

（
。
）

（

額
を
い
う

と
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
事
業
年
度
の
控
除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額

同
額
を
い
う

と
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
事
業
年
度
の
控
除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額

同
。
）

（
。
）

（

条
第
６
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額
を
い
う

と
に
区
分
し
て

そ
れ
ぞ
れ
各
事
業
年
度

条
第
６
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額
を
い
う

と
に
区
分
し
て

そ
れ
ぞ
れ
各
事
業
年
度

。
）

、
。
）

、

又
は
各
連
結
事
業
年
度
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と

又
は
各
連
結
事
業
年
度
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と

。
。

第
六
号
様
式
別
表
二
の
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
二
の
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

別
紙
八

挿
入
］

［
様
式

別
紙
七

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
２
の
２
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
２
の
２
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
９
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年

、
、

度
に
お
い
て
生
じ
た
控
除
対
象
個
別
帰
属
税
額

法
第
5
3
条
第
９
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
税
額

度
に
お
い
て
生
じ
た
控
除
対
象
個
別
帰
属
税
額

法
第
5
3
条
第
９
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
税
額

（
（

を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

。
。
）

、
。

。
）

、

法
人
が
記
載
し
第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

法
人
が
記
載
し
第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

、
。

、
。

２
法
第
5
3
条
第
1
0
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ
て
は
こ
の
明
細
書
の
各
欄
は

被
合
併
法
人

２
法
第
5
3
条
第
1
0
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ

て
は
こ
の
明
細
書
の
各
欄
は

被
合
併
法
人

っ
、

、
っ

、
、

等
同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
を
い
う

の
前
1
0
年
内
連
結
事
業
年
度

同
項
に
規
定
す
る
前
1
0

等
同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
を
い
う

の
前
９
年
内
連
結
事
業
年
度

同
項
に
規
定
す
る
前
９

（
。
）

（
（

。
）

（

年
内
連
結
事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控
除
未
済
個
別
帰
属
税
額

同
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
個
別
帰

年
内
連
結
事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控
除
未
済
個
別
帰
属
税
額

同
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
個
別
帰

。
）

（
。
）

（

属
税
額
を
い
う

と
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
連
結
事
業
年
度
の
控
除
対
象
個
別
帰
属
税

属
税
額
を
い
う

と
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
連
結
事
業
年
度
の
控
除
対
象
個
別
帰
属
税

。
）

。
）

額
と
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
各
連
結
事
業
年
度
又
は
各
事
業
年
度
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と

額
と
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
各
連
結
事
業
年
度
又
は
各
事
業
年
度
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と

、
。

、
。

第
六
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

別
紙
十

挿
入
］

［
様
式

別
紙
九

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
２
の
３
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
２
の
３
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
法
人
税
法
第
8
0
条
第

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
９
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度

法
人
税
法
第
8
0
条
第

、
（

、
（

５
項
又
は
第
14
4条
の
13
第
11項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

又
は
当
該
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前

５
項
又
は
第
14
4条
の
13
第
11項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

又
は
当
該
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前

。
）

。
）



10
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
同
法
第
80条
第
５
項
又
は
第
14
4条
の
13第

11
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間

９
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
同
法
第
80条
第
５
項
又
は
第
14
4条
の
13第

11
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間

（
（

を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

法
第
5
3
条
第
1
2
項
第
１
号
に
規
定

を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

法
第
5
3
条
第
1
2
項
第
１
号
に
規
定

。
）

（
。
）

（

す
る
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

外
国
法

す
る
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

外
国
法

。
。
）
、

。
。
）
、

人
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

同
項
第
２
号
に
規
定
す
る
外
国
法
人
の
恒

人
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

同
項
第
２
号
に
規
定
す
る
外
国
法
人
の
恒

（
（

久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

。
。
）

。
。
）

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

同
項
第
３
号
に
規
定
す
る
外

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

同
項
第
３
号
に
規
定
す
る
外

、
（

、
（

国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お

国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お

。
。

い
て
同
じ

及
び
当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年

い
て
同
じ

及
び
当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
９
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年

。
）

。
）

度
同
法
第
8
1
条
の
3
1
第
５
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
控
除
対
象
個
別
帰
属

度
同
法
第
8
1
条
の
3
1
第
５
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
控
除
対
象
個
別
帰
属

（
。
）

（
。
）

還
付
税
額

法
第
5
3
条
第
1
5項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領

還
付
税
額

法
第
5
3
条
第
1
5項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領

（
。

（
。

に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
条
第
1
2
項
又
は
第
1
5
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
が
記

に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
条
第
1
2
項
又
は
第
1
5
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
が
記

。
）

、
。
）

、

載
し
第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

載
し
第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

、
。

、
。

２
略

２
同
左

［
］

［
］

３
法
第
5
3
条
第
1
3
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ
て
は
こ
の
明
細
書
の
各
欄
は

被
合
併
法
人

３
法
第
5
3
条
第
1
3
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ

て
は
こ
の
明
細
書
の
各
欄
は

被
合
併
法
人

っ
、

、
っ

、
、

等
同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

の
前
1
0
年
内
事

等
同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

の
前
９
年
内
事

（
。

。
）

（
。

。
）

業
年
度

同
項
に
規
定
す
る
前
1
0年
内
事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控
除
未
済
還
付
法
人
税
額
同
項
に

業
年
度

同
項
に
規
定
す
る
前
９
年
内
事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控
除
未
済
還
付
法
人
税
額
同
項
に

（
。
）

（
（

。
）

（

規
定
す
る
控
除
未
済
還
付
法
人
税
額
を
い
う

と
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
事
業
年
度
の

規
定
す
る
控
除
未
済
還
付
法
人
税
額
を
い
う

と
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
事
業
年
度
の

。
）

。
）

内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人

内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人

、
、

税
額

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
又
は
各
連
結
事
業
年
度
の

税
額

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
又
は
各
連
結
事
業
年
度
の

、
、

控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
と
に
区
分
し
て

そ
れ
ぞ
れ
各
事
業
年
度
又
は
各
連
結
事
業
年
度
ご
と
に
記

控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
と
に
区
分
し
て

そ
れ
ぞ
れ
各
事
業
年
度
又
は
各
連
結
事
業
年
度
ご
と
に
記

、
、

載
す
る
こ
と

載
す
る
こ
と

。
。

４
法
第
5
3
条
第
1
6
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ

て
は

こ
の
明
細
書
の
各
欄
は

被
合
併
法
人

４
法
第
5
3
条
第
1
6
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ

て
は

こ
の
明
細
書
の
各
欄
は

被
合
併
法
人

っ
、

、
っ

、
、

等
の
前
1
0
年
内
連
結
事
業
年
度

同
項
に
規
定
す
る
前
1
0
年
内
連
結
事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控
除
未

等
の
前
９
年
内
連
結
事
業
年
度

同
項
に
規
定
す
る
前
９
年
内
連
結
事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控
除
未

（
。
）

（
。
）

済
個
別
帰
属
還
付
税
額

同
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
個
別
帰
属
還
付
税
額
を
い
う

と
同
項
の
規
定
の

済
個
別
帰
属
還
付
税
額

同
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
個
別
帰
属
還
付
税
額
を
い
う

と
同
項
の
規
定
の

（
。
）

（
。
）

適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
連
結
事
業
年
度
の
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
又
は
各
事
業
年
度
の
控
除
対
象

適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
連
結
事
業
年
度
の
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
又
は
各
事
業
年
度
の
控
除
対
象

還
付
法
人
税
額
と
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
各
事
業
年
度
又
は
各
連
結
事
業
年
度
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と

還
付
法
人
税
額
と
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
各
事
業
年
度
又
は
各
連
結
事
業
年
度
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と

、
。

、
。

第
六
号
様
式
別
表
四
の
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
四
の
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
４
の
３
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
４
の
３
記
載
要
領

こ
の
明
細
書
は

特
別
区
に
事
務
所

事
業
所
又
は
寮
等
を
有
す
る
法
人
が
東
京
都
に
提
出
す
る
第
６
号
様
式

こ
の
明
細
書
は

特
別
区
に
事
務
所

事
業
所
又
は
寮
等
を
有
す
る
法
人
が
東
京
都
に
提
出
す
る
第
６
号
様
式

、
、

、
、

又
は
第
６
号
の
３
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

又
は
第
７
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

。
。

第
六
号
様
式
別
表
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
一

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
５
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
５
記
載
要
領

１
３
略

１
３
同
左

［
～

］
［

～
］

４
所
得
金
額

法
人
税
の
明
細
書

別
表
４

の
3
4

又
は
個
別
所
得
金
額

法
人
税
の
明
細
書

別
４

所
得
金
額

法
人
税
の
明
細
書

別
表
４
の
3
3

又
は
個
別
所
得
金
額

法
人
税
の
明
細
書

別
「

（
（

）
(
)）

（
（

「
（

（
）

(
)）

（
（



表
４
の
２
付
表

の
4
2

①
の
欄
は

法
人
税
法
第
8
1
条
の
９
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人

表
４
の
２
付
表

の
4
1

①
の
欄
は

法
人
税
法
第
8
1
条
の
９
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人

）
(
)）

」
、

）
(
)）

」
、

に
あ

て
は

法
人
税
の
明
細
書

別
表
４
の
２
付
表

の
仮
計
4
2

の
欄
の
金
額
に

同
明
細
書
の

に
あ

て
は

法
人
税
の
明
細
書

別
表
４
の
２
付
表
の

仮
計
4
1

の
欄
の
金
額
に
同
明
細
書
の

っ
、

（
）

「
(
)」

、
っ

、
（

）
「

(
)」

、

被
合
併
法
人
等
の
最
終
の
事
業
年
度
の
欠
損
金
の
損
金
算
入
額
7
の
欄
の
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
記

被
合
併
法
人
等
の
最
終
の
事
業
年
度
の
欠
損
金
の
損
金
算
入
額
7
の
欄
の
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
記

「
(
)」

「
(
)」

載
す
る
こ
と

載
す
る
こ
と

。
。

５
７
略

５
７
同
左

［
～

］
［

～
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
三

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
記
載
要
領

１
・
２
略

１
・
２

同
左

［
］

［
］

３
単
年
度
損
益
⑤
の
欄
の
記
載
に
当
た

て
は

次
に
よ
る
こ
と

３
単
年
度
損
益
⑤
の
欄
の
記
載
に
当
た
て
は

次
に
よ
る
こ
と

「
」

っ
、

。
「

」
っ

、
。

1
法
第
72
条
の
18の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
政
令
第
20
条
の
２
の
13
の
規
定
に
よ
る

1
法
第
72
条
の
18の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
政
令
第
20
条
の
２
の
13
の
規
定
に
よ
る

(
)

(
)

読
替
え
後
の
法
人
税
法
第
5
9
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に
あ

て
は
同
欄
中

読
替
え
後
の
法
人
税
法
第
5
9
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に
あ

て
は
同
欄
中

っ
、

っ
、

第
６
号
様
式

○

6
8
と
あ
る
の
は

第
６
号
様
式

○

6
8
－
別
表
1
0
⑨

と
別
表
５
㉓

と
あ
る
の

第
６
号
様
式

○

6
7
と
あ
る
の
は

第
６
号
様
式

○

6
7
－
別
表
1
0
⑨

と
別
表
５
㉓

と
あ
る
の

「
」

「
（

）
」

、
「

」
「

」
「
（

）
」

、
「

」

は
別
表
５
㉓
－
別
表
1
0⑨

と
読
み
替
え
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

は
別
表
５
㉓
－
別
表
1
0⑨

と
読
み
替
え
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

「
（

）
」

。
「
（

）
」

。

2
法
人
税
法
第
59条
第
２
項
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る

の
規
定
の
適

2
法
人
税
法
第
59条
第
２
項
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る

の
規
定
の
適

(
)

（
。
）

(
)

（
。
）

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に
あ

て
は

同
欄
中

第
６
号
様
式

○

6
8
と
あ
る
の
は

第
６
号
様
式

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に
あ

て
は

同
欄
中

第
６
号
様
式

○

6
7
と
あ
る
の
は

第
６
号
様
式

っ
、

「
」

「
（

っ
、

「
」

「
（

○

6
8
－
別
表
1
0
㉑

と
別
表
５
㉓

と
あ
る
の
は

別
表
５
㉓
－
別
表
1
0
㉑

と
読
み
替
え
て

○

6
7
－
別
表
1
0
㉑

と
別
表
５
㉓

と
あ
る
の
は

別
表
５
㉓
－
別
表
1
0
㉑

と
読
み
替
え
て

）
」

、
「

」
「
（

）
」

）
」

、
「

」
「
（

）
」

計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

3
法
人
税
法
第
5
9条
第
２
項
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

の
規
定
の
適

3
法
人
税
法
第
5
9条
第
２
項
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

の
規
定
の
適

(
)

（
。
）

(
)

（
。
）

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に
あ

て
は

同
欄
中

第
６
号
様
式

○

6
8
と
あ
る
の
は

第
６
号
様
式

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に
あ

て
は

同
欄
中

第
６
号
様
式

○

6
7
と
あ
る
の
は

第
６
号
様
式

っ
、

「
」

「
（

っ
、

「
」

「
（

○

6
8
－
別
表
1
1
⑫

と
別
表
５
㉓

と
あ
る
の
は

別
表
５
㉓
－
別
表
1
1
⑫

と
読
み
替
え
て

○

6
7
－
別
表
1
1
⑫

と
別
表
５
㉓

と
あ
る
の
は

別
表
５
㉓
－
別
表
1
1
⑫

と
読
み
替
え
て

）
」

、
「

」
「
（

）
」

）
」

、
「

」
「
（

）
」

計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

4
法
人
税
法
第
59条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に
あ

て
は

同
欄
中
第
６
号

4
法
人
税
法
第
59条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に
あ

て
は

同
欄
中
第
６
号

(
)

っ
、

「
(
)

っ
、

「

様
式

○

6
8
と
あ
る
の
は

第
６
号
様
式

○

6
8
－
別
表
1
1⑫

と
別
表
５
㉓

と
あ
る
の
は

別
様
式

○

6
7
と
あ
る
の
は

第
６
号
様
式

○

6
7
－
別
表
1
1⑫

と
別
表
５
㉓

と
あ
る
の
は

別
」

「
（

）
」

、
「

」
「
（

」
「
（

）
」

、
「

」
「
（

表
５
㉓
－
別
表
11⑫

と
読
み
替
え
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

表
５
㉓
－
別
表
11⑫

と
読
み
替
え
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

）
」

。
）
」

。

5
租
税
特
別
措
置
法
第
59条
の
２
又
は
第
68
条
の
62の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ
て
は

5
租
税
特
別
措
置
法
第
59条
の
２
又
は
第
68
条
の
62の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ
て
は

(
)

っ
、

(
)

っ
、

法
人
税
の
明
細
書

別
表
４

の
3
3
又
は
法
人
税
の
明
細
書

別
表
４
の
２
付
表

の
4
1
の
欄
に
お

法
人
税
の
明
細
書

別
表
４

の
3
2
又
は
法
人
税
の
明
細
書

別
表
４
の
２
付
表

の
4
0
の
欄
に
お

（
）

(
)

（
）

(
)

（
）

(
)

（
）

(
)

い
て
損
金
算
入
額

減
算
し
た
金
額

が
あ
る
場
合
は
当
該
額
を
加
算
し

加
算
し
た
金
額

益
金
算
入

い
て
損
金
算
入
額

減
算
し
た
金
額

が
あ
る
場
合
は
当
該
額
を
加
算
し

加
算
し
た
金
額

益
金
算
入

（
）

、
（

（
）

、
（

額
が
あ
る
場
合
は
当
該
額
を
減
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

額
が
あ
る
場
合
は
当
該
額
を
減
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

）
。

）
。

6
・
7
略

6
・
7
同
左

［
(
)
(
)

］
［
(
)
(
)

］

４
略

４
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
五

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十
八

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
七

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
５
の
３
記
載
要
領
略

第
６
号
様
式
別
表
５
の
３
記
載
要
領
同
左

［
］

［
］



第
六
号
様
式
別
表
五
の
六
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
六
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
５
の
６
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
５
の
６
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

１
こ
の
明
細
書
は
法
第
72
条
の
２
第
１
項
第
１
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が
法
附
則
第
９
条
第
13
項
か
ら
第
1

、
、

、
、

る
法
律

平
成
3
0年
法
律
第
３
号

第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

8
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
受
け
る
場
合
に
記
載
し
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に

（
）

（
、

、

平
成
3
0
年
旧
法

と
い
う

附
則
第
９
条
第
1
3
項
か
ら
第
1
8
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
受
け
る
場

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

「
」

。
）

。

合
に
記
載
し

事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出

、
、

す
る
こ
と
。

２
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
平
成
30年
政
令
第
145
号
第
１
条
の
規
定
に
よ

２
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
2
7
条
の
1
2
の
５
第
1
1
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
同
項
第

（
）

（

る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

平
成
3
0
年
旧
措
置
法
施
行
令

４
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

又
は
第
3
9
条
の
4
7
第
1
1
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該

（
「

」
。
）

と
い
う

第
2
7
条
の
1
2
の
５
第
1
1
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

同
項
第
４
号
に
掲
げ
る

当
す
る
場
合

同
項
第
４
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

に
は

基
準
雇
用
者
給
与
等

。
）

（
（

。
）

、
「

場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

又
は
平
成
3
0
年
旧
措
置
法
施
行
令
第
3
9
条
の
4
7
第
1
1
項
第
１
号
に
掲
げ

支
給
額
の
計
算

の
各
欄
は
記
載
を
要
せ
ず

基
準
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
②
の
欄
に
は

１
と

。
）

」
、
「

」
、
「

」

る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

同
項
第
４
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

に
は

基
準
雇

記
載
す
る
こ
と

（
。
）

、
「

。

用
者
給
与
等
支
給
額
の
計
算

の
各
欄
は
記
載
を
要
せ
ず

基
準
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
②

の
欄
に
は

」
、
「

」

１
と
記
載
す
る
こ
と

、
「

」
。

３
基
準
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
⑬
の
欄
は
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は

同
欄
中
⑪

×

⑫
と
あ
る
の

３
基
準
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
⑬
の
欄
は

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
同
欄
中
⑪

×

⑫
と
あ
る
の

「
」

、
、

「
」

「
」

、
、

「
」

7
0

7
0

「
「

は
⑪

×

⑫

×

と
し
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

。

は
⑪

×

⑫

×

と
し
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

。

1
0
0

1
0
0

」
」

1
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
30年
法
律
第
７
号
第
15
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

1
租
税
特
別
措
置
法
第
42条
の
12の
５
第
２
項
第
４
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
租
税
特
別

(
)

（
）

(
)

（

租
税
特
別
措
置
法
第
4
2
条
の
1
2の
５
第
２
項
第
４
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

平
成
3
0年
旧

措
置
法
施
行
令
第
2
7条
の
1
2
の
５
第
1
1項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

又
は
同
法

（
。
）

措
置
法
施
行
令
第
2
7条
の
1
2
の
５
第
1
1
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

又
は
同
法

第
6
8
条
の
1
5
の
６
第
２
項
第
４
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
同
令
第
3
9
条
の
4
7
第
1
1
項
各
号

。
）

（

第
68
条
の
15
の
６
第
２
項
第
４
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
平
成
30
年
旧
措
置
法
施
行
令
第
3

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

（
。
）

9条
の
47
第
11項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

2
平
成
30
年
旧
措
置
法
施
行
令
第
27
条
の
12
の
５
第
11
項
第
２
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
同

2
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
27条
の
12
の
５
第
11項
第
２
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
同
項

(
)

（
(
)

（

項
第
４
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

又
は
平
成
3
0
年
旧
措
置
法
施
行
令
第
3
9
条
の
4
7

第
４
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

又
は
同
令
第
3
9
条
の
4
7
第
1
1
項
第
２
号
に
掲
げ
る

。
）

。
）

第
1
1
項
第
２
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

（同
項
第
４
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除

場
合
に
該
当
す
る
場
合

（同
項
第
４
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

く
。
）

４
連
結
申
告
法
人

法
人
税
法
第
２
条
第
1
6
号
に
規
定
す
る
連
結
申
告
法
人
を
い
う
以
下
こ
の
記
載
要
領

４
連
結
申
告
法
人

法
人
税
法
第
２
条
第
1
6
号
に
規
定
す
る
連
結
申
告
法
人
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領

（
。

（
。

に
お
い
て
同
じ

に
あ
て
は

平
成
3
0
年
旧
措
置
法
施
行
令
第
3
9
条
の
4
7
第
1
4
項
に
規
定
す
る
継
続
雇

に
お
い
て
同
じ

に
あ

て
は

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
3
9
条
の
4
7
第
1
4
項
に
規
定
す
る
継
続
雇
用

。
）

っ
、

。
）

っ
、

用
者
給
与
等
支
給
額
が
零
で
あ
る
場
合
に
は

平
均
給
与
等
支
給
額
及
び
比
較
平
均
給
与
等
支
給
額
㉓

者
給
与
等
支
給
額
が
零
で
あ
る
場
合
に
は

平
均
給
与
等
支
給
額
及
び
比
較
平
均
給
与
等
支
給
額
㉓

の
、
「

」
、
「

」

の
適
用
年
度

の
欄
に
は

１
と
記
載
し

同
条
第
1
7
項
に
規
定
す
る
継
続
雇
用
者
比
較
給
与
等
支

適
用
年
度

の
欄
に
は

１
と
記
載
し

同
条
第
1
7
項
に
規
定
す
る
継
続
雇
用
者
比
較
給
与
等
支
給

「
」

「
」

、
「

」
「

」
、

給
額
が
零
で
あ
る
場
合
に
は

平
均
給
与
等
支
給
額
及
び
比
較
平
均
給
与
等
支
給
額
㉓

の
前
事
業
年

額
が
零
で
あ
る
場
合
に
は

平
均
給
与
等
支
給
額
及
び
比
較
平
均
給
与
等
支
給
額
㉓

の
前
事
業
年
度

、
「

」
「

、
「

」
「

度
又
は
前
連
結
事
業
年
度

の
欄
に
は
０
と
記
載
す
る
こ
と

又
は
前
連
結
事
業
年
度

の
欄
に
は
０
と
記
載
す
る
こ
と

」
「

」
。

」
「

」
。

ま
た

連
結
申
告
法
人
以
外
の
法
人
に
あ

て
は
平
成
3
0
年
旧
措
置
法
施
行
令
第
2
7
条
の
1
2
の
５
第
1
4

ま
た

連
結
申
告
法
人
以
外
の
法
人
に
あ

て
は

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
2
7
条
の
1
2
の
５
第
1
4
項

、
っ

、
、

っ
、

項
に
規
定
す
る
継
続
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
が
零
で
あ
る
場
合
に
は

継
続
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
㉑

に
規
定
す
る
継
続
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
が
零
で
あ
る
場
合
に
は

継
続
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
㉑

の
、
「

」
、
「

」

の
適
用
年
度

及
び

月
別
支
給
対
象
者
の
合
計
数
㉒

の
適
用
年
度

の
各
欄
に
は

１
と

適
用
年
度

及
び

月
別
支
給
対
象
者
の
合
計
数
㉒

の
適
用
年
度

の
各
欄
に
は
１

と
記

「
」

「
」

「
」

「
」

「
」

「
」

「
」

「
」

記
載
し

同
条
第
1
6
項
に
規
定
す
る
継
続
雇
用
者
比
較
給
与
等
支
給
額
が
零
で
あ
る
場
合
に
は

月
別
支

載
し

同
条
第
1
6項
に
規
定
す
る
継
続
雇
用
者
比
較
給
与
等
支
給
額
が
零
で
あ
る
場
合
に
は

月
別
支
給

、
、
「

、
、
「

給
対
象
者
の
合
計
数
㉒

の
前
事
業
年
度
又
は
前
連
結
事
業
年
度

の
欄
に
は

１
と
記
載
す
る
こ

対
象
者
の
合
計
数
㉒

の
前
事
業
年
度
又
は
前
連
結
事
業
年
度

の
欄
に
は
１

と
記
載
す
る
こ
と

」
「

」
「

」
」

「
」

「
」



と
。

。

５
①
の
う
ち
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
額
㉙

の
欄
は

雇
用
者
給
与
等
支
給
額
①

の
う
ち
平
成
3
0
５

①
の
う
ち
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
額
㉙

の
欄
は

雇
用
者
給
与
等
支
給
額
①

の
う
ち
法
附
則

「
」

、
「

」
「

」
、
「

」

年
旧
法
附
則
第
９
条
第
1
7
項
に
規
定
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
な
い
事
業
又
は
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
２
号

第
９
条
第
1
7
項
に
規
定
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
な
い
事
業
又
は
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事

に
掲
げ
る
事
業

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

非
課
税
事
業
等

と
い
う

以
外
の
事
業
に
係
る
額

業
以
外
の
事
業
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と

（
「

」
。
）

。

を
記
載
す
る
こ
と
。

６
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は

国
内
に
お
け
る
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
期
末
の
従
業
者

６
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は

国
内
に
お
け
る
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
期
末
の
従
業
者

、
「

、
「

数
㉛

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務

数
㉛

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務

」
、

」
、

所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
所
得
等
課
税
事
業

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い

所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
所
得
等
課
税
事
業

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い

（
（

う
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で

う
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で

。
。
）

。
。
）

除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
１
人
と
す
る
以
下
こ
の

除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る
以
下
こ
の

（
、

。
（

、
。

記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

を
記
載
し

国
内
に
お
け
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
期
末
の
従
業
者
数
㉜

記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

を
記
載
し

国
内
に
お
け
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
期
末
の
従
業
者
数
㉜

。
）

、
「

。
）

、
「

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又

」
、

」
、

は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で

は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で

除
し
て
得
た
数
と
当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所

除
し
て
得
た
数
と
当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所

又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
非
課
税
事
業
等
に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で

又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
法
附
則
第
９
条
第
1
7項
に
規
定
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
な
い
事
業
又
は
法
第
7

除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
１
人
と
す
る

と
を
合

2
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
非
課
税
事
業
等
と
い
う

（
、

。
）

（
「

」
。
）

計
し
た
数
を
記
載
す
る
こ
と

に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い

。
（

端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
１
人
と
す
る

と
を
合
計
し
た
数
を
記
載
す
る
こ
と

、
。
）

。

1
3
略

1
3
同
左

［
(
)～
(
)

］
［
(
)～
(
)

］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
六
の
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
新
設
］

［
様
式

別
紙
十
九

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
七
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
七
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二
十
一

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
５
の
７
記
載
要
領
略

第
６
号
様
式
別
表
５
の
７
記
載
要
領
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二
十
三

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
二

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
６
記
載
要
領
略

第
６
号
様
式
別
表
６
記
載
要
領
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
九
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
九
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二
十
五

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
四

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
９
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
９
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

欠
損
金
額
若
し
く
は
個
別
欠
損
金
額
に
つ
い
て
法
第
7
2
条
の
2
3
第
１
項
若
し
く
は
第
４
項
１

こ
の
明
細
書
は

欠
損
金
額
若
し
く
は
個
別
欠
損
金
額
に
つ
い
て
法
第
7
2
条
の
2
3
第
１
項
若
し
く
は
第
４
項

、
、

の
規
定
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
税
法
第
5
7
条
第
１
項
若
し
く
は
所
得
税
法
等
の
一
部
を

の
規
定
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
税
法
第
5
7
条
第
１
項
若
し
く
は
政
令
第
2
1
条
第
１
項
の

改
正
す
る
法
律

平
成
2
7
年
法
律
第
９
号

第
２
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法

以
下
こ
の
記
載
要

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
又
は
欠
損
金
額
若
し
く
は
個
別
欠
損
金
額
に
つ
い
て
法
第
7
2
条
の
2
3
第

（
）

（

領
に
お
い
て

平
成
2
7
年
旧
法
人
税
法

と
い
う

第
5
7
条
第
１
項
若
し
く
は
政
令
第
2
1
条
第
１
項
若
し
く

１
項
若
し
く
は
第
４
項
の
規
定
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
税
法
第
5
8
条
第
１
項
若
し
く
は

「
」

。
）

は
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
平
成
27
年
政
令
第
161
号
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

政
令
第
2
1
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
が
記
載
し

第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す

（
）

、

の
政
令

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

平
成
2
7
年
旧
政
令

と
い
う

第
2
1
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用

る
こ
と

（
「

」
。
）

。

を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
又
は
欠
損
金
額
若
し
く
は
個
別
欠
損
金
額
に
つ
い
て
法
第
7
2
条
の
2
3
第
１
項
若
し
く

は
第
４
項
の
規
定
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
税
法
第
5
8
条
第
１
項
若
し
く
は
平
成
2
7
年
旧



法
人
税
法
第
5
8
条
第
１
項
若
し
く
は
政
令
第
2
1
条
第
１
項
若
し
く
は
平
成
2
7
年
旧
政
令
第
2
1
条
第
１
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
が
記
載
し
第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

、
。

２
略

２
同
左

［
］

［
］

３
控
除
前
所
得
金
額
①

の
欄
は

第
６
号
様
式
別
表
５
を
提
出
す
る
法
人
に
あ

て
は

同
欄
中

第
６
３

控
除
前
所
得
金
額
①

の
欄
は

第
６
号
様
式
別
表
５
を
提
出
す
る
法
人
に
あ

て
は

同
欄
中

第
６

「
」

、
っ

、
「

「
」

、
っ

、
「

号
様
式

○

6
8
と
あ
る
の
は
別
表
５
㉓
と
読
み
替
え
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

号
様
式

○

6
7
と
あ
る
の
は
別
表
５
㉓
と
読
み
替
え
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

」
「

」
。

」
「

」
。

４
所
得
金
額
控
除
限
度
額
②

の
欄
は

平
成
3
0
年
４
月
１
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
で
中
小
法
人
等
４

所
得
金
額
控
除
限
度
額
②

の
欄
は
平
成
3
0
年
４
月
１
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
で
中
小
法
人
等

「
」

、
「

」
、

事
業
年
度

法
人
税
法
第
5
7
条
第
1
1
項
各
号
又
は
第
5
8
条
第
６
項
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
同
法
第
5
7
条
第
1
1
項

事
業
年
度

法
人
税
法
第
5
7
条
第
1
1
項
各
号
又
は
第
5
8
条
第
６
項
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
同
法
第
5
7
条
第
1
1
項

（
（

各
号
又
は
第
5
8
条
第
６
項
各
号
に
定
め
る
各
事
業
年
度
及
び
次
に
掲
げ
る
法
人
の
各
事
業
年
度
を
い
う

以
下

各
号
又
は
第
5
8
条
第
６
項
各
号
に
定
め
る
各
事
業
年
度
及
び
次
に
掲
げ
る
法
人
の
各
事
業
年
度
を
い
う

以
下

。
。

こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
該
当
し
な
い
事
業
年
度
に
あ
て
は

5
5又
は
1
00
を
抹
消
し
同

こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
該
当
し
な
い
事
業
年
度
に
あ
て
は

5
5
60又
は
1
00
を
抹
消
し

。
）

っ
「
、

」
、

。
）

っ
「
、

、
」

日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
で
中
小
法
人
等
事
業
年
度
に
該
当
し
な
い
事
業
年
度
に
あ

て
は

5
0

及
び

平
成
2
9
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
3
0
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
で
中
小
法
人
等
事
業
年
度

っ
「

、
」

、

又
は
10
0
を
抹
消
し
中
小
法
人
等
事
業
年
度
に
該
当
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は

50
5
5又
は
を
抹

に
該
当
し
な
い
事
業
年
度
に
あ
て
は

50
及
び

60又
は
10
0
を
抹
消
し
平
成
29
年
４
月
１
日
前

「
」

、
「

、
」

っ
「

、
」

「
、

」
、

消
す
る
こ
と

に
開
始
し
た
事
業
年
度
で
中
小
法
人
等
事
業
年
度
に
該
当
し
な
い
事
業
年
度
に
あ

て
は

5
0
5
5

及
び

。
っ

「
、

、
」

又
は
100

を
抹
消
し
中
小
法
人
等
事
業
年
度
に
該
当
す
る
事
業
年
度
に
あ
て
は

50
55

60
又
は

「
」

、
っ

「
、

、
」

を
抹
消
す
る
こ
と
。

1
4
略

1
4
同
左

［
(
)～
(
)

］
［
(
)～
(
)

］

５
略

５
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
十
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二
十
七

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
六

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
1
0記
載
要
領

略
第
６
号
様
式
別
表
1
0記
載
要
領
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
十
一
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
一
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二
十
九

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
八

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
11
記
載
要
領
略

第
６
号
様
式
別
表
11
記
載
要
領
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
十
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
三
十
一

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三
十

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
1
2記
載
要
領
略

第
６
号
様
式
別
表
1
2記
載
要
領
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
三
十
三

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三
十
二

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
13
の
２
記
載
要
領
略

第
６
号
様
式
別
表
13
の
２
記
載
要
領
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
三
十
五

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三
十
四

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
1
3の
３
記
載
要
領

略
第
６
号
様
式
別
表
1
3の
３
記
載
要
領
同
左

［
］

［
］

第
六
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

第
七
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

係
）

［
様
式

別
紙
三
十
七

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三
十
六

挿
入
］

第
六
号
の
三
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

第
七
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］



第
６
号
の
３
様
式
記
載
要
領

第
７
号
様
式
記
載
要
領

１
９
略

１
９
同
左

［
～

］
［

～
］

第
七
号
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
新
設
］

［
様
式

別
紙
三
十
八

挿
入
］

第
七
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
七
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

別
紙
四
十

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三
十
九

挿
入
］

第
七
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
七
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

別
紙
四
十
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
四
十
一

挿
入
］

第
７
号
の
２
様
式
記
載
要
領

第
７
号
の
２
様
式
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は
外
国
に
お
い
て
課
さ
れ
た
外
国
の
法
人
税
等
の
額
を
法
第
5
3条
第
2
6項
及
び
第
3
21条
の

１
こ
の
明
細
書
は
外
国
に
お
い
て
課
さ
れ
た
外
国
の
法
人
税
等
の
額
を
法
第
5
3条
第
2
4項
及
び
法
第
3
21条

、
、

８
第
2
6
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
記
載
し

東
京
都
内
に
事
務
所
又

の
８
第
2
4
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
記
載
し

東
京
都
内
に
事
務
所

、
、

は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
が
東
京
都
に
提
出
す
る
第
６
号
様
式
の
申
告
書
又
は
第
1
0
号
の
３
様
式
の
更
正
請

又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
が
東
京
都
に
提
出
す
る
第
６
号
様
式
の
申
告
書
又
は
第
1
0
号
の
３
様
式
の
更
正

求
書
に
添
付
す
る
場
合
は

そ
の
２

に
よ
り

そ
れ
以
外
の
場
合
は

そ
の
１

に
よ
る
こ
と

な
お

請
求
書
に
添
付
す
る
場
合
は

そ
の
２

に
よ
り

そ
れ
以
外
の
場
合
は
そ
の
１

に
よ
る
こ
と

な
お

（
）

、
（

）
。

、
（

）
、

（
）

。

そ
の
２
は
そ
の
１
に
代
え
て
使
用
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

そ
の
２
は
そ
の
１
に
代
え
て
使
用
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

（
）

（
）

。
、
（

）
（

）
。

２
略

２
同
左

［
］

［
］

３
そ
の
１

の
記
載
に
当
た
て
は
次
に
よ
る
こ
と

３
そ
の
１
の
記
載
に
当
た
て
は

次
に
よ
る
こ
と

（
）

っ
、

。
（

）
っ

、
。

1
3
略

1
3
同
左

［
(
)～
(
)

］
［
(
)～
(
)

］

4
各
道
府
県
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
⑰
の
欄
は
第
６
号
様
式
の
法
人
税
割
額
⑦
の
欄

4
各
道
府
県
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
⑰
の
欄
は
第
６
号
様
式
の

法
人
税
割
額
⑦
の
欄

(
)
「

」
、

「
」

(
)
「

」
、

「
」

の
金
額
か
ら

道
府
県
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額
⑧

の
欄
の
金
額
及
び

外
国
関
係
会
社
等
に

の
金
額
か
ら

道
府
県
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額
⑧

の
欄
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す

「
」

「
「

」

係
る
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
又
は
個
別
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
の
控
除
額
⑨

の
欄
の
金

る
こ
と

」
。

額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
そ
の
２
の
記
載
に
当
た
て
は
次
に
よ
る
こ
と

４
そ
の
２
の
記
載
に
当
た
て
は

次
に
よ
る
こ
と

（
）

っ
、

。
（

）
っ

、
。

1
4
略

1
4
同
左

［
(
)～
(
)

］
［
(
)～
(
)

］

5
各
都
道
府
県
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
⑱
の
欄
は
第
６
号
様
式
の
法
人
税
割
額
⑦
の

5
各
道
府
県
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
⑱
の
欄
は
第
６
号
様
式
の

法
人
税
割
額
⑦
の
欄

(
)
「

」
、

「
」

(
)
「

」
、

「
」

欄
の
金
額
か
ら

道
府
県
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額
⑧

の
欄
の
金
額
及
び

外
国
関
係
会
社
等

の
金
額
か
ら

道
府
県
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額
⑧

の
欄
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す

「
」

「
「

」

に
係
る
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
又
は
個
別
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
の
控
除
額
⑨

の
欄
の

る
こ
と

」
。

金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

6
各
市
町
村
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
㉑
の
欄
は
第
20
号
様
式
の
課
税
標
準
と
な
る
法
人

6
各
市
町
村
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
㉑
の
欄
は
第
20号
様
式
の
課
税
標
準
と
な
る
法
人

(
)
「

」
、

「
(
)
「

」
、

「

税
額
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
及
び
そ
の
法
人
税
割
額
⑤

の
税
額

の
欄
の
金
額
又
は

２
以
上
の

税
額
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
及
び
そ
の
法
人
税
割
額
⑤

の
税
額

の
欄
の
金
額
又
は

２
以
上
の

」
「

」
「

」
「

」
「

市
町
村
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
お
け
る
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
又
は
個
別
帰
属
法

市
町
村
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
お
け
る
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
又
は
個
別
帰
属
法

人
税
額
及
び
そ
の
法
人
税
割
額
⑥

の
税
額

の
欄
の
金
額
か
ら

市
町
村
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額

人
税
額
及
び
そ
の
法
人
税
割
額
⑥

の
税
額

の
欄
の
金
額
か
ら

市
町
村
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額

」
「

」
「

」
「

」
「

控
除
額
⑦

の
欄
の
金
額
及
び

外
国
関
係
会
社
等
に
係
る
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
又
は
個
別
控

控
除
額
⑦
の
欄
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

」
「

」
。

除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
の
控
除
額
⑧
の
欄
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

」
。

第
七
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則
第
二
条
の
六
・
第
二
条
の
六
の
二
・
第
三
条
関
係
）

第
七
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則
第
二
条
の
六
・
第
二
条
の
六
の
二
・
第
三
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
四
十
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
四
十
三

挿
入
］

第
７
号
の
３
様
式
記
載
要
領
略

第
７
号
の
３
様
式
記
載
要
領
同
左

［
］

［
］

第
十
号
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
五
条
関
係
）

第
十
号
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］



第
十
号
様
式
（
そ
の
２
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）

第
十
号
様
式
（
そ
の
２
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
10号
様
式
記
載
要
領

第
10号
様
式
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

２
以
上
の
道
府
県
に
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
又
は
東
京
都
の
特
別
区

１
こ
の
明
細
書
は

２
以
上
の
道
府
県
に
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
又
は
東
京
都
の
特
別
区

、
、

及
び
市
町
村
に
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
が

第
６
号
様
式

第
６
号
の
２
様
式
又
は
第
６

及
び
市
町
村
に
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
が

第
６
号
様
式

第
６
号
の
２
様
式
又
は
第
７

、
、

、
、

号
の
３
様
式

法
第
7
2
条
の
4
8
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
事
業
税
の
申
告
を
す
る
場
合
に
限
る

号
様
式

法
第
7
2
条
の
4
8
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
事
業
税
の
申
告
を
す
る
場
合
に
限
る

の
申

（
。
）

（
。
）

の
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に

そ
の
申
告
書
に
添
付
し
て
１
通
を
提
出
す
る
こ
と

た
だ
し

主
た
る
事

告
書
を
提
出
す
る
場
合
に

そ
の
申
告
書
に
添
付
し
て
１
通
を
提
出
す
る
こ
と

た
だ
し

主
た
る
事
務
所

、
。

、
、

。
、

務
所
又
は
事
業
所

外
国
法
人
に
あ

て
は

こ
の
法
律
の
施
行
地
に
お
い
て
行
う
事
業
の
責
任
者
が
主
と

又
は
事
業
所

外
国
法
人
に
あ

て
は

こ
の
法
律
の
施
行
地
に
お
い
て
行
う
事
業
の
責
任
者
が
主
と
し
て

（
っ

、
（

っ
、

し
て
執
務
す
る
恒
久
的
施
設
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に
対
し
て
は
写
し
１
通
を
添
付
す
る
こ
と

執
務
す
る
恒
久
的
施
設
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に
対
し
て
は
写
し
１
通
を
添
付
す
る
こ
と

）
、

。
）

、
。

２
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
当
該
法
人
課
税
信
託
に
つ
い
て

第
６
号
様
式

第
６
号
の
２
様
式
又
は
第

２
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
当
該
法
人
課
税
信
託
に
つ
い
て

第
６
号
様
式

第
６
号
の
２
様
式
又
は
第

、
、

、
、

６
号
の
３
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
場
合
に
は

法
人
名

の
欄
に
は
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
記

７
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
場
合
に
は

法
人
名

の
欄
に
は
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
記
す
る

、
「

」
、
「

」

す
る
こ
と

こ
と

。
。

３
９
略

３
９
同
左

［
～

］
［

～
］

第
二
十
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
四
十
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
四
十
五

挿
入
］

第
二
十
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
四
十
八

挿
入
］

［
様
式

別
紙
四
十
七

挿
入
］

第
20号
様
式
記
載
要
領

第
20号
様
式
記
載
要
領

１
８
略

１
８
同
左

［
～

］
［

～
］

９
市
町
村
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
に
あ

て
は

法
人
税
法
の
規
定
に
よ

て
計
算
し
た

９
市
町
村
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
に
あ

て
は

法
人
税
法
の
規
定
に
よ

て
計
算
し
た

っ
、
「

っ
っ

、
「

っ

法
人
税
額
①

の
欄
か
ら

仮
装
経
理
に
基
づ
く
法
人
税
割
額
の
控
除
額
⑩

の
欄
ま
で
は
記
載
し
な
い
こ

法
人
税
額
①

の
欄
か
ら

仮
装
経
理
に
基
づ
く
法
人
税
割
額
の
控
除
額
⑨

の
欄
ま
で
は
記
載
し
な
い
こ

」
「

」
」

「
」

と
と
し

差
引
法
人
税
割
額
⑪

の
欄
に
第

20
号
様
式
別
表
１
の
２
の
計
⑩
の
欄
の
金
額
を
記
載
す

と
と
し

差
引
法
人
税
割
額
⑩
の
欄
に
第

20
号
様
式
別
表
１
の
２
の
計
⑩
の
欄
の
金
額
を
記
載
す

、
「

」
「

」
、
「

」
「

」

る
こ
と

る
こ
と

。
。

10
略

10
同
左

［
］

［
］

11
２
以
上
の
市
町
村
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
お
け
る
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
又
は

11
２
以
上
の
市
町
村
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
お
け
る
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
又
は

「
「

個
別
帰
属
法
人
税
額
及
び
そ
の
法
人
税
割
額
⑥

の
課
税
標
準

の
欄
は

課
税
標
準
と
な
る
法
人
税

個
別
帰
属
法
人
税
額
及
び
そ
の
法
人
税
割
額
⑥

の
課
税
標
準

の
欄
は

課
税
標
準
と
な
る
法
人
税

」
「

」
、
「

」
「

」
、
「

額
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
及
び
そ
の
法
人
税
割
額
⑤

の
欄
の
金
額
を

当
該
法
人
の
全
従
業
者
数
㉒

額
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
及
び
そ
の
法
人
税
割
額
⑤

の
欄
の
金
額
を

当
該
法
人
の
全
従
業
者
数
㉑

」
「

」
」

「
」

の
欄
の
数
値
で
除
し
て
得
た
額

こ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
の
数
値
が
あ
る
と
き
は

小
数
点
以
下
の
数
値

の
欄
の
数
値
で
除
し
て
得
た
額

こ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
の
数
値
が
あ
る
と
き
は

小
数
点
以
下
の
数
値

（
、

（
、

の
う
ち

当
該
法
人
の
全
従
業
者
数
㉒

の
欄
の
数
値
の
け
た
数
に
１
を
加
え
た
数
に
相
当
す
る
数
の
位
以

の
う
ち

当
該
法
人
の
全
従
業
者
数
㉑

の
欄
の
数
値
の
け
た
数
に
１
を
加
え
た
数
に
相
当
す
る
数
の
位
以

「
」

「
」

下
の
部
分
の
数
値
を
切
り
捨
て
る

に
当
該
市
町
村
分
の
従
業
者
数
㉓

の
欄
の
数
値
を
乗
じ
て
得

下
の
部
分
の
数
値
を
切
り
捨
て
る

に
当
該
市
町
村
分
の
従
業
者
数
㉒

の
欄
の
数
値
を
乗
じ
て
得

。
）

、
「

」
。
）

、
「

」

た
額
を
記
載
す
る
こ
と

た
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

12
⑲
の
う
ち
見
込
納
付
額
⑳
の
欄
は
法
人
税
法
第

75
条
の
２
第
１
項

同
法
第

144
条
の
８
に
お
い

12
⑱
の
う
ち
見
込
納
付
額
⑲
の
欄
は
法
人
税
法
第

75
条
の
２
第
１
項
同
法
第

144
条
の
８
に
お
い

「
」

、
（

「
」

、
（

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
る
法
人
が
市
町

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
る
法
人
が
市
町

。
）

。
）

村
民
税
に
つ
き
申
告
書
の
提
出
前
に
納
付
し
た
金
額
又
は
同
法
第

81
条
の

24
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
連
結

村
民
税
に
つ
き
申
告
書
の
提
出
前
に
納
付
し
た
金
額
又
は
同
法
第

81
条
の

24
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
連
結

確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
る
法
人

（当
該
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係

（同
法
第

確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
る
法
人

（当
該
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係

（同
法
第

２
条
第

12
号
の
７
の
７
に
規
定
す
る
連
結
完
全
支
配
関
係
を
い
う

が
あ
る
連
結
子
法
人
同
法
第
２
条

２
条
第

12
号
の
７
の
７
に
規
定
す
る
連
結
完
全
支
配
関
係
を
い
う

が
あ
る
連
結
子
法
人
同
法
第
２
条

。
）

（
。
）

（

第
12
号
の
７
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
を
い
う

同
法
第
２
条
第

16
号
に
規
定
す
る
連
結
申
告
法
人

第
12
号
の
７
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
を
い
う

同
法
第
２
条
第

16
号
に
規
定
す
る
連
結
申
告
法
人

。
）
（

。
）
（

に
限
る

を
含
む

が
市
町
村
民
税
に
つ
き
申
告
書
の
提
出
前
に
納
付
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

に
限
る

を
含
む

が
市
町
村
民
税
に
つ
き
申
告
書
の
提
出
前
に
納
付
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
）

。
）

。
。
）

。
）

。



13
17
略

13
17
同
左

［
～

］
［

～
］

第
二
十
号
様
式
別
表
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
五
十

挿
入
］

［
様
式

別
紙
四
十
九

挿
入
］

第
20号
様
式
別
表
２
記
載
要
領

第
20号
様
式
別
表
２
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
９
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に

、
、

お
い
て
生
じ
た
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
法
第
32
1条
の
８
第
５
項
に
規
定
す
る
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
を
い

お
い
て
生
じ
た
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
法
第
32
1条
の
８
第
５
項
に
規
定
す
る
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
を
い

（
（

う
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額

同
項
に
規
定
す
る

う
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額

同
項
に
規
定
す
る

。
。
）

（
。

。
）

（

連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
項
の

連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
項
の

。
。
）

、
。

。
）

、

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
が
記
載
し

第
2
0
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
ま
た

当
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
が
記
載
し

第
2
0
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
ま
た

当
、

。
、

、
。

、

該
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
の
生
じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最
初
連
結

該
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
の
生
じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最
初
連
結

事
業
年
度

法
人
税
法
第
1
5
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
最
初
連
結
事
業
年
度
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要

事
業
年
度

法
人
税
法
第
1
5
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
最
初
連
結
事
業
年
度
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要

（
。

（
。

領
に
お
い
て
同
じ

に
お
い
て
は
同
法
第
8
1
条
の
９
第
２
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

領
に
お
い
て
同
じ

に
お
い
て
は
同
法
第
8
1
条
の
９
第
２
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

。
）

。
）

も
併
せ
て
添
付
す
る
こ
と

も
併
せ
て
添
付
す
る
こ
と

。
。

２
控
除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額
②

の
欄
は

連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠

２
控
除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額
②

の
欄
は

連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠

「
」

、
「

「
」

、
「

損
金
額
①

の
欄
に
記
載
し
た
金
額
に

最
初
連
結
事
業
年
度
の
終
了
の
日

２
以
上
の
最
初
連
結
事
業
年

損
金
額
①

の
欄
に
記
載
し
た
金
額
に

最
初
連
結
事
業
年
度
の
終
了
の
日

２
以
上
の
最
初
連
結
事
業
年

」
、

（
」

、
（

度
の
終
了
の
日
が
あ
る
場
合
に
は

当
該
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
の

度
の
終
了
の
日
が
あ
る
場
合
に
は

当
該
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
の

、
、

生
じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最
初
連
結
事
業
年
度
の
終
了
の
日
に
お
け
る
法
第
32
1条
の
８
第
６
項
各
号
に

生
じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最
初
連
結
事
業
年
度
の
終
了
の
日
に
お
け
る
法
第
32
1条
の
８
第
６
項
各
号
に

）
）

掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
同
項
第
１
号
に
規
定
す
る
普
通
法
人
租
税
特
別
措
置
法
第
68条
の
100第

１
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
同
項
第
１
号
に
規
定
す
る
普
通
法
人
租
税
特
別
措
置
法
第
68条
の
100第

１
、

（
、

（

項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
を
除
く

と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係

法
人

項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
を
除
く

と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係

法
人

。
）

（
。
）

（

税
法
第
２
条
第
1
2号
の
７
の
７
に
規
定
す
る
連
結
完
全
支
配
関
係
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

税
法
第
２
条
第
1
2号
の
７
の
７
に
規
定
す
る
連
結
完
全
支
配
関
係
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

。
。

同
じ

が
あ
る
連
結
子
法
人

法
人
税
法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
を
い
う

以
下

同
じ

が
あ
る
連
結
子
法
人

法
人
税
法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
を
い
う

以
下

。
）

（
。

。
）

（
。

こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
あ

て
は
10
0分
の
23
.2
当
該
最
初
連
結
事
業
年
度
２
以
上
の
最

こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
あ
て
は
10
0分
の
23
.4
当
該
最
初
連
結
事
業
年
度
２
以
上
の
最

。
）

っ
（

（
。
）

っ
（

（

初
連
結
事
業
年
度
が
あ
る
場
合
に
は

当
該
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額

初
連
結
事
業
年
度
が
あ
る
場
合
に
は

当
該
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額

、
、

の
生
じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最
初
連
結
事
業
年
度
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

が
の
生
じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最
初
連
結
事
業
年
度
を
い
う
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

が
。

。
）

。
。
）

平
成
24
年
４
月
１
日
前
に
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
100
分
の
30と
し
当
該
最
初
連
結
事
業
年
度
が
平

平
成
24
年
４
月
１
日
前
に
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
100
分
の
30
と
し
当
該
最
初
連
結
事
業
年
度
が
平

、
、

成
2
4年
４
月
１
日
か
ら
平
成
2
7年
３
月
3
1日
ま
で
の
間
に
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
1
00分
の
2
5.5と

し
成
2
4年
４
月
１
日
か
ら
平
成
2
7年
３
月
3
1日
ま
で
の
間
に
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
1
00分
の
2
5.5と

し

当
該
最
初
連
結
事
業
年
度
が
平
成
2
7
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
2
8
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
開
始
し
た
も
の

当
該
最
初
連
結
事
業
年
度
が
平
成
2
7
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
2
8
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
開
始
し
た
も
の

、
、

で
あ
る
場
合
は
10
0分
の
23
.9と
し
当
該
最
初
連
結
事
業
年
度
が
平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
30
年
３
月

で
あ
る
場
合
は
1
0
0
分
の
2
3
.
9
と
す
る

を
法
第
3
2
1
条
の
８
第
６
項
第
１
号
に
規
定
す
る
普
通
法
人

、
。
）

、
（

3
1
日
ま
で
の
間
に
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
1
0
0
分
の
2
3
.
4
と
す
る

を
法
第
3
2
1
条
の
８
第
６
項

租
税
特
別
措
置
法
第
68
条
の
100
第
１
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
に
限
る

又
。
）

、
。
）

第
１
号
に
規
定
す
る
普
通
法
人
租
税
特
別
措
置
法
第
68
条
の
100
第
１
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
同
項
に
規

は
法
第
321
条
の
８
第
６
項
第
２
号
に
規
定
す
る
協
同
組
合
等
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
連
結
子

（

定
す
る
医
療
法
人
に
限
る

又
は
法
第
3
21条
の
８
第
６
項
第
２
号
に
規
定
す
る
協
同
組
合
等
と
の
間
に
連

法
人
に
あ
て
は
1
00分
の
2
0
当
該
最
初
連
結
事
業
年
度
２
以
上
の
最
初
連
結
事
業
年
度
が
あ
る
場
合
に

。
）

っ
（

（

結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
連
結
子
法
人
に
あ
て
は
1
00分
の
2
0
当
該
最
初
連
結
事
業
年
度
２
以
上
の
最

は
当
該
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
の
生
じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最

っ
（

（
、

初
連
結
事
業
年
度
が
あ
る
場
合
に
は

当
該
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額

初
連
結
事
業
年
度
が
平
成
24
年
４
月
１
日
前
に
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は

10
0分
の
23
を
乗
じ
て

、
）

、
）

の
生
じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最
初
連
結
事
業
年
度

が
平
成
2
4
年
４
月
１
日
前
に
開
始
し
た
も
の
で
あ
る

計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

）
。

場
合
は

100
分
の
23
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

、
）

。

３
法
第
3
21条
の
８
第
７
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ
て
は
こ
の
明
細
書
の
各
欄
は
被
合
併

３
法
第
3
21条
の
８
第
７
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ
て
は
こ
の
明
細
書
の
各
欄
は
被
合
併

っ
、

、
っ

、
、

法
人
等

同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
を
い
う

の
前
1
0
年
内
事
業
年
度

同
項
に
規
定
す
る
前
1
0

法
人
等

同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
を
い
う

の
前
９
年
内
事
業
年
度

同
項
に
規
定
す
る
前
９

（
。
）

（
（

。
）

（

年
内
事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控
除
未
済
個
別
帰
属
調
整
額
同
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
個
別
帰
属

年
内
事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控
除
未
済
個
別
帰
属
調
整
額
同
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
個
別
帰
属

。
）

（
。
）

（



調
整
額
を
い
う

と
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
事
業
年
度
の
控
除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額

調
整
額
を
い
う

と
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
事
業
年
度
の
控
除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額

。
）

。
）

同
条
第
６
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額
を
い
う

と
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
各
事
業

同
条
第
６
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額
を
い
う

と
に
区
分
し
て

そ
れ
ぞ
れ
各
事
業

（
。
）

、
（

。
）

、

年
度
又
は
各
連
結
事
業
年
度
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と

年
度
又
は
各
連
結
事
業
年
度
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と

。
。

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
五
十
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
五
十
一

挿
入
］

第
20号
様
式
別
表
２
の
２
記
載
要
領

第
20号
様
式
別
表
２
の
２
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
９
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年

、
、

度
に
お
い
て
生
じ
た
控
除
対
象
個
別
帰
属
税
額
法
第
321
条
の
８
第
９
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属

度
に
お
い
て
生
じ
た
控
除
対
象
個
別
帰
属
税
額

法
第
321
条
の
８
第
９
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属

（
（

税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

。
。
）

、
。

。
）

、

す
る
法
人
が
記
載
し
第
2
0号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

す
る
法
人
が
記
載
し
第
2
0号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

、
。

、
。

２
法
第
3
21条
の
８
第
1
0項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ
て
は
こ
の
明
細
書
の
各
欄
は
被
合
併

２
法
第
3
21条
の
８
第
1
0項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ
て
は
こ
の
明
細
書
の
各
欄
は
被
合
併

っ
、

、
っ

、
、

法
人
等

同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
を
い
う

の
前
1
0
年
内
連
結
事
業
年
度

同
項
に
規
定
す
る

法
人
等

同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
を
い
う

の
前
９
年
内
連
結
事
業
年
度

同
項
に
規
定
す
る

（
。
）

（
（

。
）

（

前
1
0
年
内
連
結
事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控
除
未
済
個
別
帰
属
税
額

同
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
個

前
９
年
内
連
結
事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控
除
未
済
個
別
帰
属
税
額

同
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
個

。
）

（
。
）

（

別
帰
属
税
額
を
い
う

と
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
連
結
事
業
年
度
の
控
除
対
象
個
別
帰

別
帰
属
税
額
を
い
う

と
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
連
結
事
業
年
度
の
控
除
対
象
個
別
帰

。
）

。
）

属
税
額
と
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
各
連
結
事
業
年
度
又
は
各
事
業
年
度
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と

属
税
額
と
に
区
分
し
て

そ
れ
ぞ
れ
各
連
結
事
業
年
度
又
は
各
事
業
年
度
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と

、
。

、
。

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
五
十
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
五
十
三

挿
入
］

第
20号
様
式
別
表
２
の
３
記
載
要
領

第
20号
様
式
別
表
２
の
３
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度

法
人
税
法
第
8
0
条
第

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
９
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度

法
人
税
法
第
8
0
条
第

、
（

、
（

５
項
又
は
第
1
44条
の
1
3第
1
1項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

又
は
当
該
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前

５
項
又
は
第
1
44条
の
1
3第
1
1項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

又
は
当
該
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前

。
）

。
）

1
0年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
同
法
第
8
0条
第
５
項
又
は
第
1
44条
の
1
3第
1
1項
に
規
定
す
る
中
間
期
間

９
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
同
法
第
8
0条
第
５
項
又
は
第
1
44条
の
1
3第
1
1項
に
規
定
す
る
中
間
期
間

（
（

を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
法
第
32
1条
の
８
第
12
項
第
１
号
に

を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
法
第
32
1条
の
８
第
12
項
第
１
号
に

。
）

（
。
）

（

規
定
す
る
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

外
規
定
す
る
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

外
。

。
）
、

。
。
）
、

国
法
人
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

同
項
第
２
号
に
規
定
す
る
外
国
法
人

国
法
人
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

同
項
第
２
号
に
規
定
す
る
外
国
法
人

（
（

の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

。
。

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

同
項
第
３
号
に
規
定
す

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

同
項
第
３
号
に
規
定
す

。
）
、

（
。
）
、

（

る
外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領

る
外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領

。
。

に
お
い
て
同
じ

及
び
当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事

に
お
い
て
同
じ

及
び
当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
９
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事

。
）

。
）

業
年
度

同
法
第
8
1
条
の
3
1
第
５
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
控
除
対
象
個
別

業
年
度

同
法
第
8
1
条
の
3
1
第
５
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
控
除
対
象
個
別

（
。
）

（
。
）

帰
属
還
付
税
額
法
第
321
条
の
８
第
15
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
を
い
う
以
下
こ
の

帰
属
還
付
税
額
法
第
321
条
の
８
第
15
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
を
い
う
以
下
こ
の

（
。

（
。

記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
条
第
1
2
項
又
は
第
1
5
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
条
第
1
2
項
又
は
第
1
5
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

。
）

、
。
）

、

法
人
が
記
載
し
第
2
0号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

法
人
が
記
載
し
第
2
0号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

、
。

、
。

２
略

２
同
左

［
］

［
］

３
法
第
321
条
の
８
第
13
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ

て
は

こ
の
明
細
書
の
各
欄
は
被
合
併

３
法
第
321
条
の
８
第
13
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ

て
は

こ
の
明
細
書
の
各
欄
は
被
合
併

っ
、

、
っ

、
、

法
人
等

同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

の
前
1
0
年

法
人
等

同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

の
前
９
年

（
。

。
）

（
。

。
）

内
事
業
年
度

同
項
に
規
定
す
る
前
1
0
年
内
事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控
除
未
済
還
付
法
人
税
額

同
内
事
業
年
度

同
項
に
規
定
す
る
前
９
年
内
事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控
除
未
済
還
付
法
人
税
額

同
（

。
）

（
（

。
）

（

項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
還
付
法
人
税
額
を
い
う

と
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
事
業
年

項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
還
付
法
人
税
額
を
い
う

と
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
事
業
年

。
）

。
）

度
の
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付

度
の
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付

、
、



法
人
税
額

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
又
は
各
連
結
事
業
年

法
人
税
額

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
又
は
各
連
結
事
業
年

、
、

度
の
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
と
に
区
分
し
て

そ
れ
ぞ
れ
各
事
業
年
度
又
は
各
連
結
事
業
年
度
ご
と

度
の
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
と
に
区
分
し
て

そ
れ
ぞ
れ
各
事
業
年
度
又
は
各
連
結
事
業
年
度
ご
と

、
、

に
記
載
す
る
こ
と

に
記
載
す
る
こ
と

。
。

４
法
第
321
条
の
８
第
16
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ
て
は
こ
の
明
細
書
の
各
欄
は
被
合
併

４
法
第
321
条
の
８
第
16
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ
て
は
こ
の
明
細
書
の
各
欄
は
被
合
併

っ
、

、
っ

、
、

法
人
等
の
前
1
0
年
内
連
結
事
業
年
度

同
項
に
規
定
す
る
前
1
0
年
内
連
結
事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控

法
人
等
の
前
９
年
内
連
結
事
業
年
度

同
項
に
規
定
す
る
前
９
年
内
連
結
事
業
年
度
を
い
う

に
係
る
控

（
。
）

（
。
）

除
未
済
個
別
帰
属
還
付
税
額

同
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
個
別
帰
属
還
付
税
額
を
い
う

と
同
項
の
規

除
未
済
個
別
帰
属
還
付
税
額

同
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
個
別
帰
属
還
付
税
額
を
い
う

と
同
項
の
規

（
。
）

（
。
）

定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
連
結
事
業
年
度
の
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
又
は
各
事
業
年
度
の
控
除

定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
の
各
連
結
事
業
年
度
の
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
又
は
各
事
業
年
度
の
控
除

対
象
還
付
法
人
税
額
と
に
区
分
し
て

そ
れ
ぞ
れ
各
事
業
年
度
又
は
各
連
結
事
業
年
度
ご
と
に
記
載
す
る
こ

対
象
還
付
法
人
税
額
と
に
区
分
し
て

そ
れ
ぞ
れ
各
事
業
年
度
又
は
各
連
結
事
業
年
度
ご
と
に
記
載
す
る
こ

、
、

と
と

。
。

第
二
十
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
五
十
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
五
十
五

挿
入
］

第
二
十
号
の
三
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
の
三
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
五
十
八

挿
入
］

［
様
式

別
紙
五
十
七

挿
入
］

第
20
号
の
３
様
式
記
載
要
領
略

第
20
号
の
３
様
式
記
載
要
領
同
左

［
］

［
］

第
二
十
号
の
三
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

［
新
設
］

［
様
式

別
紙
五
十
九

挿
入
］

第
二
十
号
の
四
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
の
四
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
六
十
一

挿
入
］

［
様
式

別
紙
六
十

挿
入
］

第
20号
の
４
様
式
記
載
要
領

第
20号
の
４
様
式
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は
外
国
に
お
い
て
課
さ
れ
た
外
国
の
法
人
税
等
の
額
を
法
第
3
21条
の
８
第
2
6項
の
規
定
に

１
こ
の
明
細
書
は
外
国
に
お
い
て
課
さ
れ
た
外
国
の
法
人
税
等
の
額
を
法
第
3
21条
の
８
第
2
4項
の
規
定
に

、
、

よ
り
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
記
載
し

第
2
0
号
様
式
の
申
告
書
又
は
第
1
0
号
の
４
様

よ
り
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
記
載
し

第
2
0
号
様
式
の
申
告
書
又
は
第
1
0
号
の
４
様

、
、

式
の
更
正
請
求
書
に
添
付
す
る
こ
と

式
の
更
正
請
求
書
に
添
付
す
る
こ
と

。
。

２
５
略

２
５
同
左

［
～

］
［

～
］

６
各
市
町
村
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
⑱

の
欄
は

第
2
0
号
様
式
の

課
税
標
準
と
な
る
法
人
税

６
各
市
町
村
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
⑱

の
欄
は
第
2
0
号
様
式
の

課
税
標
準
と
な
る
法
人
税

「
」

、
「

「
」

、
「

額
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
及
び
そ
の
法
人
税
割
額
⑤

の
税
額

の
欄
の
金
額
又
は

２
以
上
の
市
町

額
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
及
び
そ
の
法
人
税
割
額
⑤

の
税
額

の
欄
の
金
額
又
は

２
以
上
の
市
町

」
「

」
「

」
「

」
「

村
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
お
け
る
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額

村
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
お
け
る
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額

及
び
そ
の
法
人
税
割
額
⑥

の
税
額

の
欄
の
金
額
か
ら

市
町
村
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額
⑦

及
び
そ
の
法
人
税
割
額
⑥

の
税
額

の
欄
の
金
額
か
ら

市
町
村
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額
⑦

」
「

」
「

」
「

」
「

の
欄
の
金
額
及
び

外
国
関
係
会
社
等
に
係
る
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
又
は
個
別
控
除
対
象
所
得

の
欄
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

」
「

」
。

税
額
等
相
当
額
の
控
除
額
⑧
の
欄
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

」
。

備
考

表
中
及
び
表
中
に
挿
入
さ
れ
る
別
紙
の
［

］
の
記
載
並
び
に
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
九
の
五
、
第
三
条
第
一
項
本
文
、
第
三
条

の
十
三
の
二
及
び
第
五
条
第
三
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
（
地
方
税
法
施
行
規

則
第
三
条
の
十
三
の
二
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
二
項
中
「
そ
の
他
の
書
類
」
の
下
に
「
又
は
電
磁
的
記
録
印
刷
書
面
（
所
得
税
法
施
行
令
第

第
二
条
の
二
第
二
項
中
「
そ
の
他
の
書
類
」
の
下
に
「
又
は
電
磁
的
記
録
印
刷
書
面
（
所
得
税
法
施
行
令
第

二
百
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
印
刷
書
面
を
い
う
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加

二
百
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
印
刷
書
面
を
い
う
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加

え
、
同
条
第
六
項
中
「
書
類
」
の
下
に
「
又
は
電
磁
的
記
録
印
刷
書
面
」
を
加
え
る
。

え
、
同
条
第
六
項
中
「
書
類
」
の
下
に
「
又
は
電
磁
的
記
録
印
刷
書
面
」
を
加
え
る
。

第
三
条
の
四
第
二
項
第
二
号
中
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
七
項
第
一
号
」
を
「
第
六
十
六
条
の
四
第
二
十
一

第
三
条
の
四
第
二
項
第
二
号
中
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
七
項
第
一
号
」
を
「
第
六
十
六
条
の
四
第
二
十
一

項
第
一
号
」
に
、
「
第
六
十
六
条
の
四
の
三
第
十
一
項
又
は
第
六
十
七
条
の
十
八
第
十
項
」
を
「
第
六
十
六
条

項
第
一
号
」
に
、
「
第
六
十
六
条
の
四
の
三
第
十
一
項
又
は
第
六
十
七
条
の
十
八
第
十
項
」
を
「
第
六
十
六
条

の
四
の
三
第
十
四
項
又
は
第
六
十
七
条
の
十
八
第
十
三
項
」
に
、
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
七
項
第
三
号
」
を

の
四
の
三
第
十
四
項
又
は
第
六
十
七
条
の
十
八
第
十
三
項
」
に
、
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
七
項
第
三
号
」
を

「
第
六
十
六
条
の
四
第
二
十
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め

「
第
六
十
六
条
の
四
第
二
十
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め

る
。

る
。

第
三
条
の
四
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
七
項
第
三
号
」
を
「
第
六
十
六
条
の
四
第
二

第
三
条
の
四
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
七
項
第
三
号
」
を
「
第
六
十
六
条
の
四
第
二

十
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

十
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
四
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
十
三
項
」
に
、

第
三
条
の
四
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
十
三
項
」
に
、

「
同
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
十
八
項
第

「
同
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
十
八
項
第

一
号
」
を
「
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
二
十
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
百
七
の
二
第
十
項
」
を

一
号
」
を
「
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
二
十
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
百
七
の
二
第
十
項
」
を

「
第
六
十
八
条
の
百
七
の
二
第
十
三
項
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
十
八
項
第
三
号
」
を
「
第
六
十
八

「
第
六
十
八
条
の
百
七
の
二
第
十
三
項
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
十
八
項
第
三
号
」
を
「
第
六
十
八

条
の
八
十
八
第
二
十
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
る
。

条
の
八
十
八
第
二
十
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
十
三
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
地
方
法
人
特
別
税
」
の
下
に
「
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

第
四
条
の
四
中
「
地
方
法
人
特
別
税
」
の
下
に
「
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二

る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法

同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二

（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
規
定
す
る
地
方
法
人
特
別
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

十
五
号
）
に
規
定
す
る
地
方
法
人
特
別
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

別
記
第
二
号
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十

別
記
第
二
号
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十

年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
附
則
第
九
条
関
係
）

年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
附
則
第
九
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

別
記
第
２
号
様
式
記
載
要
領

別
記
第
２
号
様
式
記
載
要
領

［１
３
略

］

［１
３
同
左

］

～
～

４
卸
売
販
売
業
者
等
は
以
下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と

４
卸
売
販
売
業
者
等
は
以
下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と

、
。

、
。

（１

）

平
成
3
0
年
改
正
法
附
則
第
2
3
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
た
ば
こ
税
の
課
税
対
象
と
な
る
製
造

（１

）

平
成
3
0
年
改
正
法
附
則
第
2
3
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
た
ば
こ
税
の
課
税
対
象
と
な
る
製
造

た
ば
こ
の
数
量
に
つ
い
て
は

「地
方
税
の
課
税
対
象
数
量

（卸
売
販
売
業
者
等
用

）
」の

欄
の

「★
た
ば
こ
の
数
量
に
つ
い
て
は

「地
方
税
の
課
税
対
象
数
量

（卸
売
販
売
業
者
等
用

）
」の

欄
の

「★
、

、

⑥

」欄
か
ら

「★
⑫

」欄
に
記
載
す
る
こ
と

⑥

」欄
か
ら

「★
⑫

」欄
に
記
載
す
る
こ
と

。
。

［
（２

）

略

］

［
（２

）

同
左

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん

だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改

め
る
。



改

正

後

改

正

前

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
四
第
二
項
中
「
第
七
十
二
条
の
三
十
三
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
一
第
二
項
」
に
改
め

第
一
条
の
四
第
二
項
中
「
第
七
十
二
条
の
三
十
三
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
一
第
二
項
」
に
改
め

る
。

る
。

第
一
条
の
九
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
条
の
九
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
条
の
九
の
二

削
除

第
一
条
の
九
の
二

削
除

第
二
条
第
二
項
中
「
第
九
条
の
三
の
三
第
一
項
」
を
「
第
九
条
の
三
の
二
第
一
項
」
に
、
「
（
第
九
条
の
三
の

第
二
条
第
二
項
中
「
第
九
条
の
三
の
三
第
一
項
」
を
「
第
九
条
の
三
の
二
第
一
項
」
に
、
「
（
第
九
条
の
三
の

三
」
を
「
（
第
九
条
の
三
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。

三
」
を
「
（
第
九
条
の
三
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。

第
二
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
の
四

削
除

第
二
条
の
四

削
除

第
二
条
の
五
の
二
第
三
項
を
削
る
。

第
二
条
の
五
の
二
第
三
項
を
削
る
。

第
二
条
の
六
中
「
納
入
す
る
場
合
」
の
下
に
「
（
法
第
七
百
四
十
七
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に

第
二
条
の
六
中
「
納
入
す
る
場
合
」
の
下
に
「
（
法
第
七
百
四
十
七
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
り
納
入
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

よ
り
納
入
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
方
法
」
の
下
に
「
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
」
を
加

第
三
条
第
三
項
中
「
方
法
」
の
下
に
「
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
」
を
加

え
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

え
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
三
条
の
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条
の
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
政
令
第
九
条
の
十
五
第
一
項
の
所
得
割
）

（
政
令
第
九
条
の
十
五
第
一
項
の
所
得
割
）

第
三
条
の
九

政
令
第
九
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
所
得
割
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

第
三
条
の
九

政
令
第
九
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
所
得
割
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
市
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三

一

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
市
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三

条
の
十
三
の
二
ま
で
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対

条
の
十
三
の
二
ま
で
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対

し
て
課
し
た
所
得
割
（
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
課
し
た
所
得
割
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

し
て
課
し
た
所
得
割
（
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
課
し
た
所
得
割
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の

区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
か
ら
指
定
都
市
以

区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
か
ら
指
定
都
市
以

外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
区
域
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
し
た
所

外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
区
域
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
し
た
所

得
割
で
あ
つ
て
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又

得
割
で
あ
つ
て
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又

は
一
部
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す
る
日
が
四
月
一
日

は
一
部
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す
る
日
が
四
月
一
日

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い
て
道
府
県
に
払
い
込

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い
て
道
府
県
に
払
い
込

ま
れ
た
も
の
（
当
該
月
の
属
す
る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全

ま
れ
た
も
の
（
当
該
月
の
属
す
る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全

部
又
は
一
部
で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

部
又
は
一
部
で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て

二

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て

課
し
た
所
得
割
で
あ
つ
て
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
の
区
域

課
し
た
所
得
割
で
あ
つ
て
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
の
区
域

の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す
る
日
が

の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す
る
日
が

四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い
て
道
府
県

四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い
て
道
府
県

に
払
い
込
ま
れ
た
も
の
（
当
該
月
の
属
す
る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又

に
払
い
込
ま
れ
た
も
の
（
当
該
月
の
属
す
る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又

は
一
部
で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

は
一
部
で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。



第
三
条
の
十
一
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
条
の
十
一
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
政
令
第
九
条
の
十
九
第
一
項
の
所
得
割
）

（
政
令
第
九
条
の
十
九
第
一
項
の
所
得
割
）

第
三
条
の
十
一
の
二

政
令
第
九
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
所
得
割
は
、
次
に
掲
げ
る

第
三
条
の
十
一
の
二

政
令
第
九
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
所
得
割
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
し
た
所
得
割

一

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
し
た
所
得
割

（
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
課
し
た
所
得
割
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同

（
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
課
し
た
所
得
割
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部

じ
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部

又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
か
ら
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村

又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
か
ら
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村

の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
区
域
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
し
た
所
得
割
で
あ
つ

の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
区
域
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
し
た
所
得
割
で
あ
つ

て
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な

て
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な

つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す
る
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合

つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す
る
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い
て
道
府
県
に
払
い
込
ま
れ
た
も
の

に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い
て
道
府
県
に
払
い
込
ま
れ
た
も
の

（
当
該
月
の
属
す
る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部

（
当
該
月
の
属
す
る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部

で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て

二

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て

課
し
た
所
得
割
で
あ
つ
て
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
の
区
域

課
し
た
所
得
割
で
あ
つ
て
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
の
区
域

の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す
る
日
が

の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す
る
日
が

四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い
て
道
府
県

四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い
て
道
府
県

に
払
い
込
ま
れ
た
も
の
（
当
該
月
の
属
す
る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又

に
払
い
込
ま
れ
た
も
の
（
当
該
月
の
属
す
る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又

は
一
部
で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

は
一
部
で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
三
条
の
十
三
の
二
を
第
三
条
の
十
三
の
三
に
改
め
る
。

第
三
条
の
十
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
条
の
十
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
政
令
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
の
所
得
割
）

（
政
令
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
の
所
得
割
）

第
三
条
の
十
三
の
二

政
令
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
所
得
割
は
、
次
に
掲
げ

第
三
条
の
十
三
の
二

政
令
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
所
得
割
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
し
た
所
得
割

一

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
し
た
所
得
割

（
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
課
し
た
所
得
割
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同

（
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
課
し
た
所
得
割
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部

じ
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部

又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
か
ら
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村

又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
か
ら
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村

の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
区
域
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
し
た
所
得
割
で
あ
つ

の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
区
域
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
し
た
所
得
割
で
あ
つ

て
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な

て
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な

つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す
る
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合

つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す
る
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い
て
道
府
県
に
払
い
込
ま
れ
た
も
の

に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い
て
道
府
県
に
払
い
込
ま
れ
た
も
の

（
当
該
月
の
属
す
る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部

（
当
該
月
の
属
す
る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部

で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て

二

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て

課
し
た
所
得
割
で
あ
つ
て
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
の
区
域

課
し
た
所
得
割
で
あ
つ
て
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
の
区
域

の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す
る
日
が

の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す
る
日
が



四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い
て
道
府
県

四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い
て
道
府
県

に
払
い
込
ま
れ
た
も
の
（
当
該
月
の
属
す
る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又

に
払
い
込
ま
れ
た
も
の
（
当
該
月
の
属
す
る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又

は
一
部
で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

は
一
部
で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
三
条
の
十
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
十
条
の
二
の
四
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
条
の
二
の
三

第
三
条
の
十
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
十
条
の
二
の
四
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
条
の
二
の
三

第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表

及
び

中
「
第
七
十
二
条
の
三
十
三
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
一
第
二
項
」

第
五
条
第
一
項
の
表

及
び

中
「
第
七
十
二
条
の
三
十
三
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
一
第
二
項
」

(一)

(二)

(一)

(二)

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
の
方
法
」
の
下
に
「
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
方

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
の
方
法
」
の
下
に
「
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
方

法
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

法
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
七
条
の
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
の
二

削
除

第
七
条
の
二
の
二

削
除

第
八
条
の
二
の
三
中
「
第
七
十
四
条
の
四
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
七
十
四
条
の
四
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め

第
八
条
の
二
の
三
中
「
第
七
十
四
条
の
四
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
七
十
四
条
の
四
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め

る
。

る
。

第
九
条
の
二
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
の
四
及
び
第
九
条
の
三
の
二
を
削
る
。

第
九
条
の
二
の
四

削
除

第
九
条
の
三
の
二
を
削
る
。

［
略
］

［
同
上
］

附

則

附

則

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
け
る
地
方
自

十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
の
う
ち
、
平
成
三

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

十
年
四
月
一
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
の
区
域
で
あ
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
指
定
都
市
の
区
域

「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
の
う
ち
、
施
行
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
の
区
域
で
あ
る
区
域
に

と
な
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
条
の
九
、
第
三
条
の
十

つ
い
て
は
、
施
行
日
に
指
定
都
市
の
区
域
と
な
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税

一
の
二
及
び
第
三
条
の
十
三
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

法
施
行
規
則
第
三
条
の
九
、
第
三
条
の
十
一
の
二
及
び
第
三
条
の
十
三
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十

別
記
第
二
号
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十

年
総
務
省
令
第
二
十
五
号
）
附
則
第
七
条
・
第
八
条
関
係
）

年
総
務
省
令
第
二
十
五
号
）
附
則
第
七
条
・
第
八
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

別
記
第
２
号
様
式
記
載
要
領

別
記
第
２
号
様
式
記
載
要
領

［１
３
略

］

［１
３
同
左

］

～
～

４
卸
売
販
売
業
者
等
は

以
下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と

４
卸
売
販
売
業
者
等
は
以
下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と

、
。

、
。

（１

）

平
成
3
0
年
改
正
法
附
則
第
2
5
条
第
２
項
又
は
附
則
第
2
6
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
た
ば
こ
税

（１

）

平
成
3
0
年
改
正
法
附
則
第
2
5
条
第
２
項
又
は
附
則
第
2
6
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
た
ば
こ
税

の
課
税
対
象
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の
数
量
に
つ
い
て
は

「地
方
税
の
課
税
対
象
数
量

（卸
売
販
売
業

の
課
税
対
象
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の
数
量
に
つ
い
て
は

「地
方
税
の
課
税
対
象
数
量

（卸
売
販
売
業

、
、

者
等
用

）
」の

欄
の

「★
⑥

」欄
か
ら

「★
⑫

」欄
に
記
載
す
る
こ
と

者
等
用

）
」の

欄
の

「★
⑥

」欄
か
ら

「★
⑫

」欄
に
記
載
す
る
こ
と

。
。

［
（２

）

略

］

［
（２
）

同
左

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号

法 人 番 号

区
分

受付印
平成　　　年　　　月　　　日

殿
年 月 日
申告年月日

所 在 地

本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記 （電話 ）

（ ）

（ふりがな）

（ふりがな） （ふりがな）

法 人 名

代 表 者
氏 名 印

経理責任者
氏 　 　 名

　　

平成 年 月 年 月 日までの　　　　　　　の　 　 　の 申告書日から平成
道 府 県 民 税
事　　業　　税
地方法人特別税

事業年度分又は
連結事業年度分

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

０００

０００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

０００

０００

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

摘 要 税 額課 税 標 準

合計事業税額　#0＋#3＋#5＋#7又は#1＋#3＋#5＋#7

平 成 ２８ 年 改 正 法 附 則 第 ５ 条 の 控 除 額

税率（　）１００

所

得

割

所
得
金
額
の
計
算
の
内
訳

収入金額総額

収 入 金 額

年４００万円以下の
金額
年４００万円を超え年
８００万円以下の金額
年８００万円を超える
金額

計 @7＋@8＋@9

軽減税率不適用法人
の金額

収
入
割

算定期間中において事務所
等を有していた月数

既に納付の確定した
当期分の均等割額
この申告により納付
すべき均等割額 !6－!7

月

円×!5
１２

均

等

割

額

（使途秘匿金税額等）
法人税法の規定によっ
て計算した法人税額
試験研究費の額等に係る
法人税額の特別控除額

退職年金等積立金に係る
法人税額

２以上の道府県に事務所又は事業所
を有する法人における課税標準とな
る法人税額又は個別帰属法人税額

外国の法人税等の額の控
除額

道府県民税の特定寄附金
税額控除額

仮装経理に基づく法人税
割額の控除額

既に納付の確定した当期
分の法人税割額
租税条約の実施に係る法
人税割額の控除額

この申告により納付すべ
き道府県民税額　!4＋!8

!9のうち見込納付額

差　  引 !9－@0

この申告により納付すべき法人
税割額 !1－!2－!3

還付法人税額等の控除額

０００

０００

０００

０００

０００

０００

００

００

００

０００

０００

資本金等の額総額

資本金等の額

資
本
割 #5

#6

#7

#4

付加価値額総額

付 加 価 値 額

付
加
価
値
割 #3

#2

#1

#0

@9

@8

@7

@6

#8

$2

$4

$6

$8

%6

%4

%8

$5

$7

%0

$9

^2

^3

^4

^5

^6

^7

^8

^9

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

@2

@3

@4

@5

&1

こ　の　申　告　の　基　礎
年 日月

（
事

業

税
）

（
地
方
法
人
特
別
税
）

（
道
府
県
民
税
）

所 得 割

合計地方法人特別税額（%2＋%3）

資 本 割

摘　　要 税　　額課 税 標 準

付加価値割

収 入 割

繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等が
あった場合の欠損金額等の当期控除額

仮計　^2＋^3＋^4－^5－^6

加

算

の
内
訳

減

算

損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等
損失準備金勘定への繰入額

損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額及
び復興特別所得税額

益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等
損失準備金勘定からの戻入額
外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課さ
れた外国法人税額

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額
q＋w－e＋r

特別区分の課税標準
額

市町村分の課税標準
額

中 間 納 付 額

銀行 支店
口座番号（普通・当座）

差引法人税割額
u－i－o－!0

場
合
の
u
の
計
算

東
京
都
に
申
告
す
る

法 人 税 割 額
（t又はy×　）１００

@2×　１００
同上に対する税額

@4×　１００
同上に対する税額

還
付
請
求

の　　・　・　・　による。修申
正告

更
正

決
定
再
更
正

※

００
兆 十億 百万 千 円

%2

%1

%3

所 得 割 に 係 る
地 方 法 人 特 別 税 額
収 入 割 に 係 る
地 方 法 人 特 別 税 額

$5のうち見込納付額

%5

%7

^0%9

仮 装 経 理 に 基 づ く
地方法人特別税額の控除額

差引地方法人
特別税額%4－%5

%9 の う ち
見 込 納 付 額

租税条約の実施に係る
地方法人特別税額の控除額

この申告により納付すべき
地 方 法 人 特 別 税 額

%6－%7－%8

既 に 納 付 の 確 定 し た
当期分の地方法人特別税額

$1

#9

$0

$3差引事業税額
#8－#9－$0－$1

仮装経理に基づく
事業税額の控除額

事 業 税 の 特 定
寄附金税額控除額

こ の 申 告 に よ り 納 付
すべき事業税額$2－$3－$4

租税条約の実施に係る
事 業 税 額 の 控 除 額

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

兆 十億 百万 千 円

税率

差 引
$5－%0

^1
差 引

%9－^0

100

署
名
押
印

関
与
税
理
士

（
電
話

）&0

法人税の当期の確定税額又は
連結法人税個別帰属支払額

決 算 確 定 の 日 平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

青色・その他

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

要　・　否

有　・　無

事業税 法人税有・無 有・無

解 散 の 日

残余財産の最後の分配又は引渡しの日

申告期限の延長の処分（承認）の有無

法人税の申告書の種類

この申告が中間申告の場合の計算期間

翌期の中間申告の要否

国 外 関 連 者 の 有 無

法人税の期末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額

（ ）

兆 十億 百万 千 円

事 業 種 目

法人税の
平成

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額
（解散日現在の資本金の額
又は出資金の額）

期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額
期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

同上が１億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの 非中小法人等

所 得 金 額 総 額
（^7－^8）又は別表５#3

$5

還付を受けようとする
金融機関及び支払方法

法人税の所得金額（法人税の明細書（別表４）の（４８））又は個別
所得金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（５５））

所得金額（法人税の明細書（別表４）の（３３））又は個別所得
金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（４１））

既に納付の確定した
当期分の事業税額

法 第 15 条 の ４ の 徴 収 猶 予 を 受 け よ う と する税額

兆 十億 百万 千 円

第
六
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）
﹇
別
紙
一
﹈



整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号

法 人 番 号

区
分

受付印
平成　　　年　　　月　　　日

殿
年 月 日
申告年月日

所 在 地

本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記 （電話 ）

（ ）

（ふりがな）

（ふりがな） （ふりがな）

法 人 名

代 表 者
氏 名 印

経理責任者
氏 　 　 名

　　

平成 年 月 年 月 日までの　　　　　　　の　 　 　の 申告書日から平成
道 府 県 民 税
事　　業　　税
地方法人特別税

事業年度分又は
連結事業年度分

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

０００

０００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

０００

０００

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

摘 要 税 額課 税 標 準

合計事業税額　#1＋#4＋#6＋#8又は#2＋#4＋#6＋#8

平 成 ２８ 年 改 正 法 附 則 第 ５ 条 の 控 除 額

税率（　）１００

所

得

割

所
得
金
額
の
計
算
の
内
訳

収入金額総額

収 入 金 額

年４００万円以下の
金額
年４００万円を超え年
８００万円以下の金額
年８００万円を超える
金額

計 @8＋@9＋#0

軽減税率不適用法人
の金額

収
入
割

算定期間中において事務所
等を有していた月数

既に納付の確定した
当期分の均等割額
この申告により納付
すべき均等割額 !7－!8

月

円×!6
１２

均

等

割

額

（使途秘匿金税額等）
法人税法の規定によっ
て計算した法人税額
試験研究費の額等に係る
法人税額の特別控除額

退職年金等積立金に係る
法人税額

２以上の道府県に事務所又は事業所
を有する法人における課税標準とな
る法人税額又は個別帰属法人税額

外国の法人税等の額の控
除額

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額

道府県民税の特定寄附金
税額控除額

仮装経理に基づく法人税
割額の控除額

既に納付の確定した当期
分の法人税割額
租税条約の実施に係る法
人税割額の控除額

この申告により納付すべ
き道府県民税額　!5＋!9

@0のうち見込納付額

差　  引　　　@0－@1

この申告により納付すべき法人
税割額 !2－!3－!4

還付法人税額等の控除額

０００

０００

０００

０００

０００

０００

００

００

００

０００

０００

資本金等の額総額

資本金等の額

資
本
割

#5

#6

#7

#8

#4

付加価値額総額

付 加 価 値 額

付
加
価
値
割

#3

#2

#1

#0

@9

@8

@7

#9

$3

$5

$7

$9

%7

%5

%9

$6

$8

%1

%0

^3

^4

^5

^6

^7

^8

^9

&0

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

@2

@3

@4

@5

@6

こ　の　申　告　の　基　礎
年 日月

（
事

業

税
）

（
地
方
法
人
特
別
税
）

（
道
府
県
民
税
）

所 得 割

合計地方法人特別税額（%3＋%4）

資 本 割

摘　　要 税　　額課 税 標 準

付加価値割

収 入 割

繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等が
あった場合の欠損金額等の当期控除額

仮計　^3＋^4＋^5－^6－^7

加

算

の
内
訳

減

算

損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等
損失準備金勘定への繰入額

損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額及
び復興特別所得税額

益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等
損失準備金勘定からの戻入額
外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課さ
れた外国法人税額

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額
q＋w－e＋r

特別区分の課税標準
額

市町村分の課税標準
額

中 間 納 付 額

銀行 支店
口座番号（普通・当座）

差引法人税割額
u－i－o－!0－!1

場
合
の
u
の
計
算

東
京
都
に
申
告
す
る

法 人 税 割 額
（t又はy×　）１００

@3×　１００
同上に対する税額

@5×　１００
同上に対する税額

還
付
請
求

の　　・　・　・　による。修申
正告

更
正

決
定
再
更
正

※

００
兆 十億 百万 千 円

%3

%2

%4

所 得 割 に 係 る
地 方 法 人 特 別 税 額
収 入 割 に 係 る
地 方 法 人 特 別 税 額

$6のうち見込納付額

%6

%8

^1^0

仮 装 経 理 に 基 づ く
地方法人特別税額の控除額

差引地方法人
特別税額%5－%6

^0 の う ち
見 込 納 付 額

租税条約の実施に係る
地方法人特別税額の控除額

この申告により納付すべき
地 方 法 人 特 別 税 額

　%7－%8－%9

既 に 納 付 の 確 定 し た
当期分の地方法人特別税額

$2

$0

$1

$4差引事業税額
#9－$0－$1－$2

仮装経理に基づく
事業税額の控除額

事 業 税 の 特 定
寄附金税額控除額

こ の 申 告 に よ り 納 付
すべき事業税額$3－$4－$5

租税条約の実施に係る
事 業 税 額 の 控 除 額

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

兆 十億 百万 千 円

税率

差 引
$6－%1

^2
差 引

^0－^1

100

署
名
押
印

関
与
税
理
士

（
電
話

）&1

&2

法人税の当期の確定税額又は
連結法人税個別帰属支払額

決 算 確 定 の 日 平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

青色・その他

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

要・否 有・無

事業税 法人税有・無 有・無

解 散 の 日

残余財産の最後の分配又は引渡しの日

申告期限の延長の処分（承認）の有無

法人税の申告書の種類

この申告が中間申告の場合の計算期間

翌期の中間申告の要否 国外関連者の有無

法人税の期末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額

（ ）

兆 十億 百万 千 円

事 業 種 目

法人税の
平成

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額
（解散日現在の資本金の額
又は出資金の額）

期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額
期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

同上が１億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの 非中小法人等

所 得 金 額 総 額
（^8－^9）又は別表５#3

$6

還付を受けようとする
金融機関及び支払方法

法人税の所得金額（法人税の明細書（別表４）の（４９））又は個別
所得金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（５６））

所得金額（法人税の明細書（別表４）の（３４））又は個別所得
金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（４２））

既に納付の確定した
当期分の事業税額

法第 15 条 の ４ の 徴 収 猶 予 を 受 け よ う と す る税額

兆 十億 百万 千 円

第
六
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）
﹇
別
紙
二
﹈



申告
基礎

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３４

３５

３６

３３

３７

２５

７１

７２

７３

２０

２１

２２

２３

２４

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

８４

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

００

８５

Ｂ１２

Ｂ

Ａ

１２

０００

５５

５７

５９

６１

５２

５３

４０

４２

４４

４６

４８

５０

００

００

００

００

００

００

００

０００

０００

０００

０００ ０００

０００

０００

０００

００

００

００

００

００

００

００

０００

０００

０００

４３

４１

３９

３８

４５

４７

４９

５１

７４

７５

７６

７７

７８

７９

５６

５８

６０

５４

６２

６３

６４

６５

６６

６７

８３

８２

Ｂ
１２Ｂ

１２

１

３８

２５ ３７

４３

６９

２４

４４ ４９ ５０ ５５

年 月 日
申告年月日

事業年度又は
連結事業年度

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

使途秘匿金
税 額 等

８０

８１

法人税の繰戻しがある
場合の繰越欠損金額又
は繰越個別欠損金額
収入金額課税された
事業に係る所得金額
又は個別所得金額

６８

６９

７０

００

００

００

００

法 人 番 号

整 理 番 号 事務所 管 理 番 号区
分 申告区分

８６

８７

 予備
５６

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額
（解散日現在の資本金の額 
 又 は 出 資 金 の 額）

期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

Ｂ
１２

事

業

税

住

民

税

２

３

１

総 数

東 京 都
市町村分

本県分

総 数

本県分

総 数

本県分

総 数

本県分

分割
基準

分割
県数

８８

８９

９０

９１

９２

９３

９４

９５

９６

９７

売
上
高

総 数
軌 道 又
は 鉄 道９９

９８

第
六
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）
﹇
別
紙
三
﹈



申告
基礎

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３４

３５

３６

３３

３７

３８

２５

２６

７２

７３

７４

２０

２１

２２

２３

２４

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

８５

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

００

８６

Ｂ１２

Ｂ

Ａ

１２

０００

５６

５８

６０

６２

５３

５４

４１

４３

４５

４７

４９

５１

００

００

００

００

００

００

００

０００

０００

０００

０００ ０００

０００

０００

０００

００

００

００

００

００

００

００

０００

０００

０００

４４

４２

４０

３９

４６

４８

５０

５２

７５

７６

７７

７８

７９

８０

５７

５９

６１

５５

６３

６４

６５

６６

６７

６８

８４

８３

Ｂ
１２Ｂ

１２

１

３８

２５ ３７

４３

６９

２４

４４ ４９ ５０ ５５

年 月 日
申告年月日

事業年度又は
連結事業年度

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

使途秘匿金
税 額 等

８１

８２

法人税の繰戻しがある
場合の繰越欠損金額又
は繰越個別欠損金額
収入金額課税された
事業に係る所得金額
又は個別所得金額

６９

７０

７１

００

００

００

００

法 人 番 号

整 理 番 号 事務所 管 理 番 号区
分 申告区分

８７

８８

 予備
５６

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額
（解散日現在の資本金の額 
 又 は 出 資 金 の 額）

期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

Ｂ
１２

事

業

税

住

民

税

２

３

１

総 数

東 京 都
市町村分

本県分

総 数

本県分

総 数

本県分

総 数

本県分

分割
基準

分割
県数

８９

９０

９１

９２

９３

９４

９５

９６

９７

９８

売
上
高

総 数
軌 道 又
は 鉄 道１００

９９

第
六
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）
﹇
別
紙
四
﹈



控除対象個別帰属調整額

の控除明細書
連結事業年度

又は事業年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

事業年度又は
連結事業年度

計

連結適用前欠
損金額又は連
結適用前災害
損失欠損金額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

円

円円円円円

第
六
号
様
式
別
表
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

控除対象個別
帰 属 調 整 額
（①×２３.４／１００又は
①×２０／１００）

既に控除を
受 け た 額

控除未済額
②－③

当期控除額 翌期繰越額

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

﹇
別
紙
五
﹈



控除対象個別帰属調整額

の控除明細書
連結事業年度

又は事業年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

事業年度又は
連結事業年度

計

連結適用前欠
損金額又は連
結適用前災害
損失欠損金額

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

円

円円円円円

第
六
号
様
式
別
表
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

控除対象個別
帰 属 調 整 額
（①×２３.２／１００又は
①×２０／１００）

既に控除を
受 け た 額

控除未済額
②－③

当期控除額 翌期繰越額

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

﹇
別
紙
六
﹈



当　期　分

計

控除対象個
別帰属税額

① ② ③ ④ ⑤

円円

円

円円円円

既に控除を
受 け た 額

控除未済額
①－②

当期控除額 翌期繰越額

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

控除対象個別帰属税額

の控除明細書
連結事業年度

又は事業年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

第
六
号
様
式
別
表
二
の
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

連結事業年度
又は事業年度

﹇
別
紙
七
﹈



当　期　分

計

控除対象個
別帰属税額

① ② ③ ④ ⑤

円円

円

円円円円

既に控除を
受 け た 額

控除未済額
①－②

当期控除額 翌期繰越額

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

控除対象個別帰属税額

の控除明細書
連結事業年度

又は事業年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

第
六
号
様
式
別
表
二
の
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

連結事業年度
又は事業年度

﹇
別
紙
八
﹈



控除対象還付法人税額又は控除対象

個別帰属還付税額の控除明細書
事業年度又は

連結事業年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

事業年度又は
連結事業年度

計

控除対象還付法人
税額又は控除対象
個別帰属還付税額

第
六
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

既に控除を
受 け た 額

控除未済額
q－w

当期控除額 翌期繰越額

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

当　期　分

円円

円

円円円円

q w e r t

﹇
別
紙
九
﹈



控除対象還付法人税額又は控除対象�

個別帰属還付税額の控除明細書�
事業年度又は�

連結事業年度�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

法
人
名�

事業年度又は�
連結事業年度�

計�

控除対象還付法人�
税額又は控除対象�
個別帰属還付税額�

第
六
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）�

既に控除を�
受 け た 額�

控除未済額�
q－w

当期控除額� 翌期繰越額�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

当　期　分�

円�円�

円�

円�円�円�円�

q w e r t

﹇
別
紙
十
﹈



※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業
年 度

法 人 名

所 得 金 額 に 関 す る 計 算 書

所 得 金 額 の 計 算 非 課 税 所 得 の 区 分 計 算

加

算

減

算

非
課
税
等
所
得

林 業 に 係 る 所 得

鉱 物 の 掘 採 事 業 に 係 る 所 得

社会保険等に係る医療の所得

農事組合法人の農業に係る所得

小 計

小 計

小 計

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

@2

@3

@4

@5

@6

@7

@8

@9

#0

#1

#2

#3

#4

#7

#8

#9

$0

#6

#5

仮 計 q＋u－!4

再 仮 計 !5－!6

外 国 の 事 業 に 帰 属 す る 所 得

所得金額差引計 !7－@2

繰越欠損金額等又は災害損失金額の
当期控除額
債務免除等があった場合の欠損金額
等の当期控除額

新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費
の特別控除額
農業経営基盤強化準備金積立額の損
金算入額
農用地等を取得した場合の圧縮額の
損金算入額
関西国際空港用地整備準備金積立額
の損金算入額
中部国際空港整備準備金積立額の損
金算入額

所得金額再差引計 　@3－@4－@5

再投資等準備金積立額の損金算入額

合計 @6－@7－@8－@9－#0－#1－#2

外
国
の
事
業
に
帰
属
す
る
所
得

外国における事務所又は事業所の期
末の従業者数

鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じ
て算定した所得

生産品の収入金額又は生産品の収入
金額から買鉱価格を差し引いた金額

鉱産税の課税標準であるべき鉱物の
価額

期 末 の 総 従 業 者 数

外 国 か ら 生 ず る 事 業 所 得
（!5＋o）×#4／#5

鉱 物 の 掘 採 事 業 の 所 得
#7×#9／#8

鉱
物
の
掘
採
事
業
の
所
得

備

考

兆 十億 百万 千 円

損金の額又は個別帰属損金額に算入した
所得税額及び復興特別所得税額
損金の額又は個別帰属損金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定への繰入額
損金の額又は個別帰属損金額に算入した
外国法人税の額
益金の額又は個別帰属益金額に算入した中間申告又は連結中
間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額
非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡利益額

益金の額又は個別帰属益金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定からの戻入額
外国の事業に帰属する所得以外の所得
に対して課された外国法人税の額
外国の事業に帰属する所得に対して課
された外国法人税の額
特定目的会社又は投資法人の支払配当
の損金算入額
特定目的信託及び特定投資信託に係る
利益又は収益の分配の額の損金算入額
非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡損失額

円

人所得金額（法人税の明細書（別表４）の（３３））又は個別所得
金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（４1））

第
六
号
様
式
別
表
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

法人番号

﹇
別
紙
十
一
﹈



※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業
年 度

法 人 名

所 得 金 額 に 関 す る 計 算 書

所 得 金 額 の 計 算 非 課 税 所 得 の 区 分 計 算

加

算

減

算

非
課
税
等
所
得

林 業 に 係 る 所 得

鉱 物 の 掘 採 事 業 に 係 る 所 得

社会保険等に係る医療の所得

農事組合法人の農業に係る所得

小 計

小 計

小 計

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

@2

@3

@4

@5

@6

@7

@8

@9

#0

#1

#2

#3

#4

#7

#8

#9

$0

#6

#5

仮 計 q＋u－!4

再 仮 計 !5－!6

外 国 の 事 業 に 帰 属 す る 所 得

所得金額差引計 !7－@2

繰越欠損金額等又は災害損失金額の
当期控除額
債務免除等があった場合の欠損金額
等の当期控除額

新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費
の特別控除額
農業経営基盤強化準備金積立額の損
金算入額
農用地等を取得した場合の圧縮額の
損金算入額
関西国際空港用地整備準備金積立額
の損金算入額
中部国際空港整備準備金積立額の損
金算入額

所得金額再差引計 　@3－@4－@5

再投資等準備金積立額の損金算入額

合計 @6－@7－@8－@9－#0－#1－#2

外
国
の
事
業
に
帰
属
す
る
所
得

外国における事務所又は事業所の期
末の従業者数

鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じ
て算定した所得

生産品の収入金額又は生産品の収入
金額から買鉱価格を差し引いた金額

鉱産税の課税標準であるべき鉱物の
価額

期 末 の 総 従 業 者 数

外 国 か ら 生 ず る 事 業 所 得
（!5＋o）×#4／#5

鉱 物 の 掘 採 事 業 の 所 得
#7×#9／#8

鉱
物
の
掘
採
事
業
の
所
得

備

考

兆 十億 百万 千 円

損金の額又は個別帰属損金額に算入した
所得税額及び復興特別所得税額
損金の額又は個別帰属損金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定への繰入額
損金の額又は個別帰属損金額に算入した
外国法人税の額
益金の額又は個別帰属益金額に算入した中間申告又は連結中
間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額
非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡利益額

益金の額又は個別帰属益金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定からの戻入額
外国の事業に帰属する所得以外の所得
に対して課された外国法人税の額
外国の事業に帰属する所得に対して課
された外国法人税の額
特定目的会社又は投資法人の支払配当
の損金算入額
特定目的信託及び特定投資信託に係る
利益又は収益の分配の額の損金算入額
非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡損失額

円

人所得金額（法人税の明細書（別表４）の（３４））又は個別所得
金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（４２））

第
六
号
様
式
別
表
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

法人番号

﹇
別
紙
十
二
﹈



第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業
年 度

法 人 名

付加価値額及び資本金等の額の計算書

付 加 価 値 額 の 計 算

１．付加価値額及び資本金等の額の計算

資 本 金 等 の 額 の 計 算

収
益
配
分
額
の
計
算

除
額
の
計
算

雇
用
安
定
控

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5

!6

!7

!8

!9

@0

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

純支払利子
別表５の２の２#4又は別表５の４e

報酬給与額
別表５の２の２#3又は別表５の３!2

純支払賃借料
別表５の２の２#5又は別表５の５e

収益配分額
①＋②＋e

付加価値額
r＋t

収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合
q／r

r×
  ７０

　　１００
雇用安定控除額

q－i

雇用者給与等支給増加額
別表５の６#6

課税標準となる付加価値額
y－o－!0

単年度損益
第６号様式^7又は別表５@3

差引
!4－!5

課税標準となる資本金等の額
!7＋!8＋!9

!6のうち１,０００億円を超え
×  
５０

 ５,０００億円以下の金額 　  １００

控除額計

当該事業年度の月数

!6のうち１,０００億円以下の金額

資本金等の額

％

月

!2× 
!3

　　１２

!6のうち５,０００億円を超え
×  
２５

１兆円以下の金額 　  １００

２．資本金等の額の明細

兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円

差引期末現在の金額　@4
（@1－@2＋@3）

当期中の増加額　@3当期中の減少額　@2期首現在の金額　@1

資 本 金 の 額
又 は 出 資 金 の 額
資本金の額及び資本準備金
の 額 の 合 算 額
法人税の資本金等の額又は
連 結 個 別 資 本 金 等 の 額

期 中 に 金 額 の 増 減 が
あ っ た 場 合 の 理 由 等

区　　分

１

２

３

下表２@4若しくは下表３@4又は別表５の２の３w、
別表５の２の３@3若しくは別表５の２の３@5

別表５の２の３!2、別表５の２の３#1若しくは
別表５の２の３#6又は別表５の２の４!0

法人番号

﹇
別
紙
十
三
﹈



第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

年 月 日から

年 月 日まで

事 業
年 度

法 人 名

付加価値額及び資本金等の額の計算書

付 加 価 値 額 の 計 算

１．付加価値額及び資本金等の額の計算

資 本 金 等 の 額 の 計 算

収
益
配
分
額
の
計
算

除
額
の
計
算

雇
用
安
定
控

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5

!6

!7

!8

!9

@0

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

純支払利子
別表５の２の２#4又は別表５の４e

報酬給与額
別表５の２の２#3又は別表５の３!2

純支払賃借料
別表５の２の２#5又は別表５の５e

収益配分額
①＋②＋e

付加価値額
r＋t

収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合
q／r

r×
  ７０

　　１００
雇用安定控除額

q－i

雇用者給与等支給増加額
別表５の６#6又は別表５の６の２

課税標準となる付加価値額
y－o－!0

単年度損益
第６号様式^8又は別表５@3

差引
!4－!5

課税標準となる資本金等の額
!7＋!8＋!9

!6のうち１,０００億円を超え
×  
５０

 ５,０００億円以下の金額 　  １００

控除額計

当該事業年度の月数

!6のうち１,０００億円以下の金額

資本金等の額

％

月

!2× 
!3

　　１２

!6のうち５,０００億円を超え
×  
２５

１兆円以下の金額 　  １００

２．資本金等の額の明細

兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円

差引期末現在の金額　@4
（@1－@2＋@3）

当期中の増加額　@3当期中の減少額　@2期首現在の金額　@1

資 本 金 の 額
又 は 出 資 金 の 額
資本金の額及び資本準備金
の 額 の 合 算 額
法人税の資本金等の額又は
連 結 個 別 資 本 金 等 の 額

期 中 に 金 額 の 増 減 が
あ っ た 場 合 の 理 由 等

区　　分

１

２

３

下表２@4若しくは下表３@4又は別表５の２の３w、
別表５の２の３@3若しくは別表５の２の３@5

別表５の２の３!2、別表５の２の３#1若しくは
別表５の２の３#6又は別表５の２の４!0

法人番号

平成

平成

﹇
別
紙
十
四
﹈

@7



※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業
年 度

法人番号

報 酬 給 与 額 に 関 す る 明 細 書

役 員 又 は 使 用 人 に 対 す る 給 与

役 員 又 は 使 用 人 の た め に 支 出 す る 掛 金 等

労 働 者 派 遣 等 に 係 る 金 額 の 計 算

兆 十億 百万 千 円

１ 円
退職金共済制度に基づく掛金 １０ 円適格年金返還金額のうち厚生年金基金への

事業主払込相当額

２確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金
又は保険料 １１適格年金返還金額のうち確定給付企業年金

基金への事業主払込相当額

３企業型年金規約に基づく事業主掛金 １２適格年金返還金額のうち他の適格年金への
事業主払込相当額

４勤労者財産形成給付金契約に基づく信託金
等 １３適格年金返還金額のうち特定退職金共済へ

の事業主払込相当額

５勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等 １４適格年金の要留保額移管の場合における資
産価額相当額

６厚生年金基金の事業主負担の掛金及び徴収
金 ７－８

９適格退職年金契約に基づく掛金及び保険料

④小計 １＋２＋３＋４＋５＋６＋９ 計 （④－⑤）
兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

⑥

兆 十億 百万 千 円

⑫報酬給与額の計算
（③＋⑥＋⑧＋⑪）

１５適格年金返還金額のうち企業型年金の個人
別管理資産への事業主払込相当額

７事業主として負担する掛金及び負担金の
総額 １６適格年金返還金額のうち企業型年金の過去

勤務債務等に充てる事業主払込相当額

８代行相当部分 ⑤小計 １０＋１１＋１２＋１３＋１４＋１５＋１６

⑦
兆 十億 百万 千 円派遣元に支払う金額の合計

別表５の３の２①

労働者派遣等を受けた法人 労働者派遣等をした法人

⑧⑦×７５１００

兆 十億 百万 千 円

円人

③

②

①

計
（①＋②）

加算又は減算

小 計

事務所又は事業所

名称 所在地

期 末 の
従 業 者 数 給与の額 備 考

⑨
兆 十億 百万 千 円派遣労働者等に支払う報酬給与額の合計

別表５の３の２②

⑩派遣先から支払を受ける金額の合計
別表５の３の２③

⑪⑨－ ⑩×７５１００

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

法 人 名

﹇
別
紙
十
五
﹈



※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業
年 度

法人番号

報 酬 給 与 額 に 関 す る 明 細 書

役 員 又 は 使 用 人 に 対 す る 給 与

役 員 又 は 使 用 人 の た め に 支 出 す る 掛 金 等

労 働 者 派 遣 等 に 係 る 金 額 の 計 算

兆 十億 百万 千 円

１ 円
退職金共済制度に基づく掛金

円適格年金返還金額のうち厚生年金基金への
事業主払込相当額

２確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金
又は保険料

１１
適格年金返還金額のうち確定給付企業年金
基金への事業主払込相当額

３企業型年金規約に基づく事業主掛金

個人型年金規約に基づく掛金

１２
適格年金返還金額のうち他の適格年金への
事業主払込相当額

４
勤労者財産形成給付金契約に基づく信託金
等

１３
適格年金返還金額のうち特定退職金共済へ
の事業主払込相当額

５

勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等

１４
適格年金の要留保額移管の場合における資
産価額相当額

６
厚生年金基金の事業主負担の掛金及び徴収
金　　　　　　　　　　　　　　　８－９

９

１０適格退職年金契約に基づく掛金及び保険料

④小計　１＋２＋３＋４＋５＋６＋７＋１０ 計　（④－⑤）
兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

⑥

兆 十億 百万 千 円

⑫報酬給与額の計算
　　　　（③＋⑥＋⑧＋⑪）

１５
適格年金返還金額のうち企業型年金の個人
別管理資産への事業主払込相当額

７
事業主として負担する掛金及び負担金の
総額

１６

１７適格年金返還金額のうち企業型年金の過去
勤務債務等に充てる事業主払込相当額

８

代行相当部分

⑤小計　１１＋１２＋１３＋１４＋１５＋１６＋１７

⑦
兆 十億 百万 千 円派遣元に支払う金額の合計

別表５の３の２①

労働者派遣等を受けた法人 労働者派遣等をした法人

⑧⑦×７５　 １００

兆 十億 百万 千 円

円人

③

②

①

計
（①＋②）

加算又は減算

小　計

事務所又は事業所

名称 所在地

期 末 の
従 業 者 数 給与の額 備　考

⑨
兆 十億 百万 千 円派遣労働者等に支払う報酬給与額の合計

別表５の３の２②

⑩派遣先から支払を受ける金額の合計
別表５の３の２③

⑪⑨－ ⑩×７５　　 　　１００

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

法 人 名

﹇
別
紙
十
六
﹈



整 理 番 号

申告年月日
事業年度

事務所 申告区分管 理 番 号区
分

２４１

４９

３７

４４

４３

２５

３８

５５５０

５６ ６９

予備

Ａ

B
１２

B
１２

B
１２

０４ ０６

１２

０５

０７

０８

０３

０９

１０

１１

法人番号

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）
﹇
別
紙
十
七
﹈



整 理 番 号

申告年月日
事業年度

事務所 申告区分管 理 番 号区
分

２４１

４９

３７

４４

４３

２５

３８

５５５０

５６ ６９

予備

Ａ

B
１２

B
１２

B
１２

０４ ０６

１２

０５

０７

０８

０３

０９

１０

１１

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

法人番号

﹇
別
紙
十
八
﹈





第６号様式別表５の６の２記載要領

１ この明細書は、法第72条の２第１項第１号イに掲げる法人が、法附則第９条第13項か

ら第17項までの規定による控除を受ける場合に記載し、事務所又は事業所所在地の道府

県知事に、第６号様式別表５の２に併せて提出すること。

２ 「前事業年度又は前連結事業年度④」の月数が６月に満たない場合であって、当該月

数が租税特別措置法第42条の12の５第３項第４号又は第68条の15の６第３項第３号に規

定する適用年度の月数に満たないときは、次に掲げる各欄の記載に当たっては、それぞ

れ次に定めるところによること。

「国内雇用者に対する給与等の支給額⑤」の欄 連結申告法人（法人税法第２条第

16号に規定する連結申告法人をいう。以下この記載要領において同じ。）以外の法人

にあっては租税特別措置法施行令第27条の12の５第６項第２号イに規定する前一年事

業年度等（同号イの前事業年度を除く。）に係る同号イに規定する給与等支給額又は

同条第５項第２号イに規定する連結事業年度等（同号イの連結事業年度を除く。）に

係る同号イに規定する給与等支給額を、連結申告法人にあっては租税特別措置法施行

令第39条の47第６項第２号イに規定する前一年連結事業年度等（同号イの前連結事業

年度を除く。）に係る同号イに規定する給与等支給額又は同条第５項第２号イに規定

する事業年度等（同号イの事業年度を除く。）に係る同号イに規定する給与等支給額

を、同欄の上段に外書として記載すること。

「 適用年度の月数
④の前事業年度又は前連結事業年度の月数

⑥
」
の欄 欄中「④の前事業年度又

は前連結事業年度の月数」とあるのは、連結申告法人以外の法人にあっては「前一年

事業年度等の月数の合計数又は連結事業年度等の月数の合計数」と、連結申告法人に

あっては「前一年連結事業年度等の月数の合計数又は事業年度等の月数の合計数」と

して計算すること。

「比較雇用者給与等支給額⑦」の欄 欄中「⑤」とあるのは「（⑤＋⑤の外書）」

として計算すること。

３ 「継続雇用者給与等支給増加割合の計算」及び「国内設備投資に係る計算」の記載に

当たっては、それぞれの計算において用いる額に応じ、「計算対象額の別」の欄のいず

れかに○印を付すること。

４ 「①のうち所得等課税事業に係る額⑳」の欄は、「雇用者給与等支給額①」のうち法

附則第９条第16項に規定する事業税を課されない事業又は法第72条の２第１項第２号に

掲げる事業（以下この記載要領において「非課税事業等」という。）以外の事業に係る

額を記載すること。

５ 次に掲げる場合に該当するときは、「国内における所得等課税事業に係る期末の従業

者数㉒」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有す

る事務所又は事業所の従業者のうち所得等課税事業（法第72条の２第１項第１号に掲げ

る事業をいう。以下この記載要領において同じ。）に係る者の数を合計した数を当該事

業年度の月数で除して得た数（その数に１人に満たない端数を生じたときは、これを１

人とする。以下この記載要領において同じ。）を記載し、「国内における事務所又は事

業所の期末の従業者数㉓」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法

の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち所得等課税事業に係る者の数を合

計した数を当該事業年度の月数で除して得た数と当該事業年度に属する各月の末日現在

における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち非課税事業等に係る者



の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数（その数に１人に満たない端数

を生じたときは、これを１人とする。）とを合計した数を記載すること。

所得等課税事業を行う法人が事業年度の中途において非課税事業等を開始した場合

非課税事業等を行う法人が事業年度の中途において所得等課税事業を開始した場合

所得等課税事業と非課税事業等とを併せて行う法人が事業年度の中途において所得

等課税事業又は非課税事業等を廃止した場合



事業
年度

平成　　年　　月　　日 から
平成　　年　　月　　日 まで

1. 調整後付加価値額の計算

平成28年改正法附則第5条の控除額に関する
計算書

法人名 第
六
号
様
式
別
表
五
の
七
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

課 税 標 準 と な る 付 加 価 値 額
別表5の 2⑪

当 該 事 業 年 度 の 月 数

調 整 後 付 加 価 値 額
①×12／②

①

2. 負担変動額の計算

所 得 金 額 総 額
第 6号様式@6

年400万円以下の金額
第 6号様式@7

年400万円を超え年800万円以下の金額
第 6号様式@8

年800万円を超える金額
第 6号様式@9

計　⑤＋⑥＋⑦
第 6号様式#0

軽減税率不適用法人の金額
第 6号様式#1

付 加 価 値 額 総 額
第 6号様式#2

付 加 価 値 額
第 6号様式#3

資本金等の額総額
第 6号様式#4

資 本 金 等 の 額
第 6号様式#5

仮計 ⑧＋⑪＋⑬又は⑨＋⑪＋⑬

差引 （⑭の（イ））－（⑭の（ロ））

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

② 月

円

円

円

0 0 0
円

円

円

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

円

円

円

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

③

課税標準摘　　　要 新税率
（  /100）

旧税率
（  /100）税額（イ） 税額（ロ）

所

得

割

付
加
価
値
割

資
本
割

3. 平成28年改正法附則第5条第2項から第7項までの控除額に関する計算
 （1）平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度

円
③が30億円以下の場合の控除額 ⑮×3／4

③が30億円超40億円未満の場合の控除額 ⑮×（３×（40億円－③））／40億円

⑯

⑰

0 0

0 0

 （2）平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度
円

③が30億円以下の場合の控除額 ⑮／2

③が30億円超40億円未満の場合の控除額 ⑮×（40億円－③）／20億円

⑱

⑲

0 0

0 0

 （3）平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度
円

③が30億円以下の場合の控除額 ⑮／4

③が30億円超40億円未満の場合の控除額 ⑮×（40億円－③）／40億円

@0

@1

0 0

0 0

﹇
別
紙
二
十
﹈



事業
年度

平成　　年　　月　　日 から
平成　　年　　月　　日 まで

1. 調整後付加価値額の計算

平成28年改正法附則第5条の控除額に関する
計算書

法人名 第
六
号
様
式
別
表
五
の
七
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

課 税 標 準 と な る 付 加 価 値 額
別表5の 2⑪

当 該 事 業 年 度 の 月 数

調 整 後 付 加 価 値 額
①×12／②

①

2. 負担変動額の計算

所 得 金 額 総 額
第 6号様式@7

年400万円以下の金額
第 6号様式@8

年400万円を超え年800万円以下の金額
第 6号様式@9

年800万円を超える金額
第 6号様式#0

計　⑤＋⑥＋⑦
第 6号様式#1

軽減税率不適用法人の金額
第 6号様式#2

付 加 価 値 額 総 額
第 6号様式#3

付 加 価 値 額
第 6号様式#4

資本金等の額総額
第 6号様式#5

資 本 金 等 の 額
第 6号様式#6

仮計 ⑧＋⑪＋⑬又は⑨＋⑪＋⑬

差引 （⑭の（イ））－（⑭の（ロ））

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

② 月

円

円

円

0 0 0
円

円

円

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

円

円

円

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

③

課税標準摘　　　要 新税率
（  /100）

旧税率
（  /100）税額（イ） 税額（ロ）

所

得

割

付
加
価
値
割

資
本
割

3. 平成28年改正法附則第5条第2項から第7項までの控除額に関する計算
 （1）平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度

円
③が30億円以下の場合の控除額 ⑮×3／4

③が30億円超40億円未満の場合の控除額 ⑮×（３×（40億円－③））／40億円

⑯

⑰

0 0

0 0

 （2）平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度
円

③が30億円以下の場合の控除額 ⑮／2

③が30億円超40億円未満の場合の控除額 ⑮×（40億円－③）／20億円

⑱

⑲

0 0

0 0

 （3）平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度
円

③が30億円以下の場合の控除額 ⑮／4

③が30億円超40億円未満の場合の控除額 ⑮×（40億円－③）／40億円

@0

@1

0 0

0 0

﹇
別
紙
二
十
一
﹈



収入金額に関する計算書 事業

年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

第
六
号
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

法人名

法
第
７２
条
の
２４
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
収
入
金
額

金 額

円

摘 要

収

入

金

額

の

総

額

控

除

さ

れ

る

金

額
w

e

r

y

i

差 引 計 q－w

法 附 則 第 ９ 条 第 ８ 項 の 規 定 に よ る 控 除 額

t法 附 則 第 ９ 条 第１０項 の 規 定 に よ る 控 除 額

法 附 則 第 ９ 条 第１９項 の 規 定 に よ る 控 除 額

u法 附 則 第 ９ 条 第２１項 の 規 定 に よ る 控 除 額

計 ③－④－⑤－⑥－⑦

q
計

計

﹇
別
紙
二
十
二
﹈



収入金額に関する計算書 事業

年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

第
六
号
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

法人名

法
第
７２
条
の
２４
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
収
入
金
額

金 額

円

摘 要

収

入

金

額

の

総

額

控

除

さ

れ

る

金

額
w

e

r

y

o

差 引 計 　 q－w

法 附 則 第 ９ 条 第 ８ 項 の 規 定 に よ る 控 除 額

t法 附 則 第 ９ 条 第１０項 の 規 定 に よ る 控 除 額

法 附 則 第 ９ 条 第１８項 の 規 定 に よ る 控 除 額

u法 附 則 第 ９ 条 第２０項 の 規 定 に よ る 控 除 額

i法 附 則 第 ９ 条 第２１項 の 規 定 に よ る 控 除 額

計 ③－④－⑤－⑥－⑦－⑧

q
計

計

﹇
別
紙
二
十
三
﹈



欠損金額等及び災害損失金の
控除明細書

事業

年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業 年 度 区　　分

欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

控除未済欠損金額等又は
控除未済災害損失金e

翌 期 繰 越 額 t

（（e－r）又は別表１１!7）

当 期 控 除 額 r

災 害 に よ り 生 じ た 損 失 の 額 の 計 算

円

円 円

円

円 円

円

円

控 除 前 所 得 金 額

計

合　　計

青 色 欠 損 金

災 害 損 失 金

欠 損 金 額 等 ・ 災 害 損 失 金

第６号様式^7－（別表10⑨又
は@1）

所得金額控除限度額
q× ５０、５５、６０又は１００　　　　　 １００

q w

災　害　の　種　類

当 期 の 欠 損 金 額　y

災害により生じた損　
u失の額

災 害 の や ん だ 日 又 は
やむを得ない事情のやんだ日 平成 年 月 日

差引災害により生じ　
oた損失の額（u－i）

繰越控除の対象とな
る損失の額（yとo　!0
のうち少ない金額）

保険金又は損害賠償　
i金等の額

当

期

分

同
上
の
う
ち

（当該事業年度のeと（w－当該事業年
度前のrの合計額）のうち少ない金額）

第
六
号
様
式
別
表
九
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）
﹇
別
紙
二
十
四
﹈



欠損金額等及び災害損失金の
控除明細書

事業

年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業 年 度 区　　分

欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
欠損金額等・災害損失金

控除未済欠損金額等又は
控除未済災害損失金e

翌 期 繰 越 額 t

（（e－r）又は別表１１!7）

当 期 控 除 額 r

災 害 に よ り 生 じ た 損 失 の 額 の 計 算

円

円 円

円

円 円

円

円

控 除 前 所 得 金 額

計

合　　計

青 色 欠 損 金

災 害 損 失 金

欠 損 金 額 等 ・ 災 害 損 失 金

第６号様式^8－（別表10⑨又
は@1）

所得金額控除限度額
q× ５０、５５又は１００　　　　　１００

q w

災　害　の　種　類

当 期 の 欠 損 金 額　y

災害により生じた損　
u失の額

災 害 の や ん だ 日 又 は
やむを得ない事情のやんだ日 平成 年 月 日

差引災害により生じ　
oた損失の額（u－i）

繰越控除の対象とな
る損失の額（yとo　!0
のうち少ない金額）

保険金又は損害賠償　
i金等の額

当

期

分

同
上
の
う
ち

（当該事業年度のeと（w－当該事業年
度前のrの合計額）のうち少ない金額）

第
六
号
様
式
別
表
九
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）
﹇
別
紙
二
十
五
﹈



第
六
号
様
式
別
表
十
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）�

更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の�
再生等欠損金額等の控除明細書�

事
業
年
度�

平成 　年 　月 　日から�
平成 　年 　月 　日まで�

債務の免除を受けた金額�
円�

円�

円� 円� 円�

円�

円�

私財提供を受けた金銭の額�

資産の評価益の総額�

純評価益の額（r－t）�
（マイナスの場合は０）�

資産の評価損の総額�

計（q＋w＋e＋y）�

計（!3＋!4＋!5＋!6－!7）�

私財提供を受けた金銭以外の資産�
の価額

�

適用年度終了の時における前期以前の�
事業年度から繰り越された欠損金額等�

当期控除額（uとiのうち少ない金額）

欠損金額等（@5の計）

差引欠損金額等（i－⑩）

欠損金額等からないものとする金額（⑨－�
⑪）（マイナスの場合は０）�

欠損金額等からないものとする金額（@1�
－@3）（マイナスの場合は０）�

平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�

債
務
免
除
等
に
よ
る
利
益
の
内
訳�

債
務
免
除
等
に
よ
る
利
益
の
内
訳�

法
人
名�

q

w

e

r

t

y

u

債務の免除を受けた金額�

調整前の控除未済欠損金額等�発生事業年度�

計�

@5 @6 @7

欠損金額等からないものとする金額�
（当該発生事業年度の@5と（（!2又は@4）－当�
該発生事業年度前の@6の合計額）のうち少�
ない金額）�

差引控除未済欠損金額等（@5－@6）�

私財提供を受けた金銭の額�

資産の評価益の総額�

資産の評価損の総額�

私財提供を受けた金銭以外の資産�
の価額

�

!3

!4

!5

!6

!7

!8

i

o

!0

!1

!2

適用年度終了の時における前期以前の�
事業年度から繰り越された欠損金額等�

!9の金額を控除する前の所得�

当期控除額（!8、!9と@0のうち少ない金�
額）�

欠損金額等（@5の計）�

差引欠損金額等（!9－@2）�

!9

@0

@1

@2

@3

@4

更 生 欠 損 金 額 等 の 控 除 明 細 書�

民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書�

控 除 未 済 欠 損 金 額 等 の 調 整�

﹇
別
紙
二
十
六
﹈



第
六
号
様
式
別
表
十
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の
再生等欠損金額等の控除明細書

事
業
年
度

平成 　年 　月 　日から
平成 　年 　月 　日まで

債務の免除を受けた金額
円

円

円 円 円

円

円

私財提供を受けた金銭の額

資産の評価益の総額

純評価益の額（r－t）
（マイナスの場合は０）

資産の評価損の総額

計（q＋w＋e＋y）

計（!3＋!4＋!5＋!6－!7）

私財提供を受けた金銭以外の資産
の価額

適用年度終了の時における前期以前の
事業年度から繰り越された欠損金額等

当期控除額（uとiのうち少ない金額）

欠損金額等（@5の計）

差引欠損金額等（i－!0）

欠損金額等からないものとする金額（o－
!1）（マイナスの場合は０）

欠損金額等からないものとする金額（@1
－@3）（マイナスの場合は０）

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

債
務
免
除
等
に
よ
る
利
益
の
内
訳

債
務
免
除
等
に
よ
る
利
益
の
内
訳

法
人
名

q

w

e

r

t

y

u

債務の免除を受けた金額

調整前の控除未済欠損金額等発生事業年度

計

@5 @6 @7

欠損金額等からないものとする金額
（当該発生事業年度の@5と（（!2又は@4）－当
該発生事業年度前の@6の合計額）のうち少
ない金額）

差引控除未済欠損金額等（@5－@6）

私財提供を受けた金銭の額

資産の評価益の総額

資産の評価損の総額

私財提供を受けた金銭以外の資産
の価額

!3

!4

!5

!6

!7

!8

i

o

!0

!1

!2

適用年度終了の時における前期以前の
事業年度から繰り越された欠損金額等

!9の金額を控除する前の所得

当期控除額（!8、!9と@0のうち少ない金
額）

欠損金額等（@5の計）

差引欠損金額等（!9－@2）

!9

@0

@1

@2

@3

@4

更 生 欠 損 金 額 等 の 控 除 明 細 書

民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書

控 除 未 済 欠 損 金 額 等 の 調 整

﹇
別
紙
二
十
七
﹈



民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等
及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書

事
業
年
度

平成 　年 　月 　日から
平成 　年 　月 　日まで

債務の免除を受けた金額

円

円 円 円

円

私財提供を受けた金銭の額

私財提供を受けた金銭以外
の資産の価額

当期控除を受ける欠損金額等又は
災害損失金額（別表９rの計）

適用年度終了の時における資本金
等の額
（プラスの場合は０）

適用年度終了の時における前期以前
の事業年度から繰り越された欠損金
額等

計（q＋w＋e）

uの金額等を控除した後の所得
（第６号様式^7又は別表５@3）－u

uの金額を控除する前の所得
（第６号様式^7又は別表５@3）

r、t－y又は!0のうち最も少ない
金額

調整前の欠損金額等の翌期繰越額
（!5の計）

欠損金額等からないものとする金額
（!1と!3のうち少ない金額）

r、i又はoのうち最も少ない金額

差引欠損金額等（t－y－u）

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

債
務
免
除
等
に
よ
る
利
益
の
内
訳

欠
損
金
額
等
の
計
算

所
得
金
額

当
期
控
除
額

法
人
名

第
六
号
様
式
別
表
十
一
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

欠 損 金 額 等 の 翌 期 繰 越 額 の 調 整

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4△

発 生 事 業 年 度

計

調整前の欠損金額等の翌期繰越額
（第６号様式別表９e－r）

!5 !6 !7

欠損金額等からないものとする金額
（当該発生事業年度の!5と（!4－当該発生事業
年度前の!6の合計額）のうち少ない金額）

差引欠損金額等の翌期繰越額
（!5－!6）

﹇
別
紙
二
十
八
﹈



民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等
及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書

事
業
年
度

平成 　年 　月 　日から
平成 　年 　月 　日まで

債務の免除を受けた金額

円

円 円 円

円

私財提供を受けた金銭の額

私財提供を受けた金銭以外
の資産の価額

当期控除を受ける欠損金額等又は
災害損失金額（別表９rの計）

適用年度終了の時における資本金
等の額
（プラスの場合は０）

適用年度終了の時における前期以前
の事業年度から繰り越された欠損金
額等

計（q＋w＋e）

uの金額等を控除した後の所得
（第６号様式^8又は別表５@3）－u

uの金額を控除する前の所得
（第６号様式^8又は別表５@3）

r、t－y又は!0のうち最も少ない
金額

調整前の欠損金額等の翌期繰越額
（!5の計）

欠損金額等からないものとする金額
（!1と!3のうち少ない金額）

r、i又はoのうち最も少ない金額

差引欠損金額等（t－y－u）

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

債
務
免
除
等
に
よ
る
利
益
の
内
訳

欠
損
金
額
等
の
計
算

所
得
金
額

当
期
控
除
額

法
人
名

第
六
号
様
式
別
表
十
一
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

欠 損 金 額 等 の 翌 期 繰 越 額 の 調 整

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4△

発 生 事 業 年 度

計

調整前の欠損金額等の翌期繰越額
（第６号様式別表９e－r）

!5 !6 !7

欠損金額等からないものとする金額
（当該発生事業年度の!5と（!4－当該発生事業
年度前の!6の合計額）のうち少ない金額）

差引欠損金額等の翌期繰越額
（!5－!6）

﹇
別
紙
二
十
九
﹈



適格組織再編成等が行われた場合の調整後の�

控除未済欠損金額等の計算に関する明細書�

法
人
名�

事　業�

年　度�

平成　年　月　日から�

平成　年　月　日まで�

円� 円� 円�

円�

円�円�円�円�円�

円�円�円�

事 業 年 度�

計�

計�

計�

計�

欠損金額等の�

区 分�

対 象 法 人 の �

事 業 年 度 �

対象法人の支配関係�
事 業 年 度 以 後 の�
事 　 業 　 年 　 度�

欠損金額等の�

区 分�

支配関係事業年度以後の�
事業年度の欠損金額等発生額�

特定引継資産又は特定保�
有資産の譲渡等特定事由�
による損失の額の合計額�

特定引継資産又は特定保有資�
産の譲渡又は評価換えによる�
利益の額の合計額�

欠損金額等のうち特定資�
産譲渡等損失相当額�
（⑧と⑪のうち少ない金額）�

特定資産譲渡等損失額�
⑨－⑩�

被合併法人等から引継ぎを受ける未処理欠損金額等�

被合併法人等の未処理欠損金額等�

調整後の控除未済欠損金額等�

控除未済欠損金額等又�
は調整後の当該法人分�
の控除未済欠損金額等�

適格組織再編成等の別� 合併（適格・非適格）・残余財産の確定・適格分割・適格現物出資・適格現物分配� 適格組織再編成等の日� 平成　年　月　日 �

平成　年　月　日 �

共同事業要件に該当する場合又は５年継続支配関係がある場合の�
いずれにも該当しない場合�

被合併法人等（名称： ）・当該法人�対 象 法 人 の 別 �

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 日まで�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

被合併法人�
等の事業年度�

欠損金額等の�
区　　　分�

支配関係がある法人との間で適格組織再編成等が行われた場合の未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の調整計算の明細�

適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等�

支配関係事業年度以後の欠損金額等のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算の明細�

欠損金額等のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算�

①＋②�

①�

④�

⑧� ⑨� ⑩� ⑪� ⑫�

⑤� ⑥� ⑦�

（⑧－⑫）又は�
（別表１３の⑦）�

②� ③�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

最終の事業年度の別表９の⑤又はこの
表の④、⑦若しくは別表１３の２の⑤�

適格合併等の別：適格合併・残余財産の確定�
適格合併等の日：平成　　年　　月　　日�
被合併法人等の名称： �

前期の別表９の⑤又はこの表
の④、⑦若しくは別表１３の２の
⑤若しくは別表１３の３の⑤�

被合併法人等の最終の事業年度
の別表９の⑤又は当該法人の前
期の別表９の⑤�

被合併法人等の最終の事業年度
の別表９の⑤又は当該法人の前
期の別表９の⑤�

支配関係事業年度前の事業年度
にあっては０、支配関係事業年度
以後の事業年度にあっては⑤と⑥
のうち少ない金額�

支配関係事業年度以後の事業年
度のそれぞれの別表９の「当期分｣
の欠損金額等�

支配関係事業年度以後の
事業年度の欠損金額等の
うち特定資産譲渡等損失
相当額以外の部分から成
る欠損金額等�

引継ぎを受ける未処理欠
損金額等又は調整後の当
該法人分の控除未済欠損
金額等�

被合併法人等の未処理欠
損金額等又は当該法人の
控除未済欠損金額等�

被合併法人等の未処理欠
損金額等又は当該法人の
控除未済欠損金額等�

共同事業要件に該当する場合又
は５年継続支配関係がある場合
のいずれかに該当する場合�

支 配 関 係 発 生 日 �

第
六
号
様
式
別
表
十
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）�

﹇
別
紙
三
十
﹈



適格組織再編成等が行われた場合の調整後の

控除未済欠損金額等の計算に関する明細書

法
人
名

事　業

年　度

平成　年　月　日から

平成　年　月　日まで

円 円 円

円

円円円円円

円円円

事 業 年 度

計

計

計

計

欠損金額等の

区 分

対 象 法 人 の

事 業 年 度

対象法人の支配関係
事 業 年 度 以 後 の
事 　 業 　 年 　 度

欠損金額等の

区 分

支配関係事業年度以後の
事業年度の欠損金額等発生額

特定引継資産又は特定保
有資産の譲渡等特定事由
による損失の額の合計額

特定引継資産又は特定保有資
産の譲渡又は評価換えによる
利益の額の合計額

欠損金額等のうち特定資
産譲渡等損失相当額
（⑧と⑪のうち少ない金額）

特定資産譲渡等損失額
⑨－⑩

被合併法人等から引継ぎを受ける未処理欠損金額等

被合併法人等の未処理欠損金額等

調整後の控除未済欠損金額等

控除未済欠損金額等又
は調整後の当該法人分
の控除未済欠損金額等

適格組織再編成等の別 合併（適格・非適格）・残余財産の確定・適格分割・適格現物出資・適格現物分配 適格組織再編成等の日 平成　年　月　日

平成　年　月　日

共同事業要件に該当する場合又は５年継続支配関係がある場合の
いずれにも該当しない場合

被合併法人等（名称： ）・当該法人対 象 法 人 の 別

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

欠損金額等・災害損失金

欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金 欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金 欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金 欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金 欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金 欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金 欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金 欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金 欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

被合併法人
等の事業年度

欠損金額等の
区 分

支配関係がある法人との間で適格組織再編成等が行われた場合の未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の調整計算の明細

適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等

支配関係事業年度以後の欠損金額等のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算の明細

欠損金額等のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算

①＋②

①

④

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑤ ⑥ ⑦

（⑧－⑫）又は
（別表１３の⑦）

② ③

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金 欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金
平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

適格合併等の別：適格合併・残余財産の確定
適格合併等の日：平成　　年　　月　　日
被合併法人等の名称：

支配関係事業年度以後の
事業年度の欠損金額等の
うち特定資産譲渡等損失
相当額以外の部分から成
る欠損金額等

引継ぎを受ける未処理欠
損金額等又は調整後の当
該法人分の控除未済欠損
金額等

被合併法人等の未処理欠
損金額等又は当該法人の
控除未済欠損金額等

被合併法人等の未処理欠
損金額等又は当該法人の
控除未済欠損金額等

共同事業要件に該当する場合又
は５年継続支配関係がある場合
のいずれかに該当する場合

支 配 関 係 発 生 日

第
六
号
様
式
別
表
十
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

前期の別表９の⑤又はこの表
の④、⑦若しくは別表１３の２の
⑤若しくは別表１３の３の⑤

最終の事業年度の別表９の⑤又はこの
表の④、⑦若しくは別表１３の２の⑤

被合併法人等の最終の事業年度
の別表９の⑤又は当該法人の前
期の別表９の⑤

被合併法人等の最終の事業年度
の別表９の⑤又は当該法人の前
期の別表９の⑤

支配関係事業年度前の事業年度
にあっては０、支配関係事業年度
以後の事業年度にあっては⑤と⑥
のうち少ない金額

支配関係事業年度以後の事業年
度のそれぞれの別表９の「当期分｣
の欠損金額等

﹇
別
紙
三
十
一
﹈



円円 円円円

共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対

象未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の特例に関する明細書

対象法人の

事 業 年 度

対象法人の

事 業 年 度

計

計

計

yの計

欠損金額等の

区 分

欠損金額等の

区 分

支配関係前未処理欠
損金額等又は支配関
係前控除未済欠損金
額等

時 価 純 資 産 超 過 額
（@2の（イ）－@6の（イ））－（@2の（ロ）－@6の（ロ））
支配関係前未処理欠損金額等又は支配関係前控除未済欠
損金額等の合計額

制 限 対 象 金 額
!2－!1

簿 価 純 資 産 超 過 額
（@2の（ロ）－@6の（ロ））－（@2の（イ）－@6の（イ））

yのうち制限対象金
額を構成するものと
された部分の金額

oのうち簿価純資産
超過額を構成するも
のとされた部分の金
額

iのうち特定資産譲
渡等損失相当額

別表１２の!2

簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額等
のうち特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合

時価純資産超過額が支配関係前未処理欠損金
額等の合計額に満たない場合

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

（①の金額）

被合併法人等（名称： ） ・当該法人

合併（適格・非適格） ・残余財産の確定・適格分割・適格現物出資・適格現物分配

引継対象未処理欠損金額等又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の特例計算

時価純資産超過額が支配関係前未処理欠損金額等の合計額に満たない場合又は簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額等のうち
特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合の引継対象未処理欠損金額等又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算の明細

支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額又は簿価純資産超過額の計算の明細

支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額及び簿価純資産価額の明細

資 産

名 称 等 名 称 等
時　　価 帳簿価額

（イ） （ロ）

時　　価 帳簿価額

（イ） （ロ）

負 債

適格組織再編成等の別

対 象 法 人 の 別

適格組織再編成等の日 平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日支 配 関 係 発 生 日

特例計算による引継対象未処理欠損金額等又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算

法
人
名

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

q w e r

事　業

年　度

平成　年　月　日から

平成　年　月　日まで

被合併法人等の最終の事業年
度の別表９のt又は当該法人の
前期の別表９のt

支配関係事業年度前の
事業年度にあっては０、支
配関係事業年度以後の
事業年度にあってはqと（i
－!0）のうち少ない金額

円 円

支配関係事業年度の前事
業年度の別表９のt

!3の金額をyの古いもの
から順次振当

支配関係事業年度以後の
事業年度のそれぞれの別
表９の「当期分」の欠損金
額等

!4の金額をoの古いもの
から順次振当

被合併法人等の未処
理欠損金額等又は当
該法人の控除未済欠
損金額等

時価純資産超過額が
支配関係前未処理欠
損金額等の合計額以
上である場合

時価純資産超過額が
支配関係前未処理欠
損金額等の合計額に
満たない場合

簿価純資産超過額が支配関
係事業年度以後の事業年度
の欠損金額等のうち特定資
産譲渡等損失相当額の合計
額に満たない場合

特例計算による引継
対象未処理欠損金額
等又は調整後の当該
法人分の控除未済欠
損金額等

支配関係事業年度前の事業
年度にあってはqと（y－u）
のうち少ない金額、支配関係
事業年度以後の事業年度に
あってはqの金額

w、e又はr

t

y u i o !0

支配関係事業年度以
後の事業年度の欠損
金額等発生額

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

内

内

内

内

内

内

内

内

内

円円 円円

円 円

円平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

!1

!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

@2 計

名 称 等

円 円

時　　価 帳簿価額

（イ） （ロ）
円 円

@3

@4

@5

@6

!2

!3

!4

﹇
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二
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円円 円円円

共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対

象未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の特例に関する明細書

対象法人の

事 業 年 度

対象法人の

事 業 年 度

計

計

計

yの計

欠損金額等の

区 分

欠損金額等の

区 分

支配関係前未処理欠
損金額等又は支配関
係前控除未済欠損金
額等

時 価 純 資 産 超 過 額
（@2の（イ）－@6の（イ））－（@2の（ロ）－@6の（ロ））
支配関係前未処理欠損金額等又は支配関係前控除未済欠
損金額等の合計額

制 限 対 象 金 額
!2－!1

簿 価 純 資 産 超 過 額
（@2の（ロ）－@6の（ロ））－（@2の（イ）－@6の（イ））

yのうち制限対象金
額を構成するものと
された部分の金額

oのうち簿価純資産
超過額を構成するも
のとされた部分の金
額

iのうち特定資産譲
渡等損失相当額

別表１２の!2

簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額等
のうち特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合

時価純資産超過額が支配関係前未処理欠損金
額等の合計額に満たない場合

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

（①の金額）

被合併法人等（名称： ） ・当該法人

合併（適格・非適格） ・残余財産の確定・適格分割・適格現物出資・適格現物分配

引継対象未処理欠損金額等又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の特例計算

時価純資産超過額が支配関係前未処理欠損金額等の合計額に満たない場合又は簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額等のうち
特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合の引継対象未処理欠損金額等又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算の明細

支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額又は簿価純資産超過額の計算の明細

支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額及び簿価純資産価額の明細

資 産

名 称 等 名 称 等
時　　価 帳簿価額

（イ） （ロ）

時　　価 帳簿価額

（イ） （ロ）

負 債

適格組織再編成等の別

対 象 法 人 の 別

適格組織再編成等の日 平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日支 配 関 係 発 生 日

特例計算による引継対象未処理欠損金額等又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算

法
人
名

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

q w e r

事　業

年　度

平成　年　月　日から

平成　年　月　日まで

被合併法人等の最終の事業年
度の別表９のt又は当該法人の
前期の別表９のt

支配関係事業年度前の
事業年度にあっては０、支
配関係事業年度以後の
事業年度にあってはqと（i
－!0）のうち少ない金額

円 円

支配関係事業年度の前事
業年度の別表９のt

!3の金額をyの古いもの
から順次振当

支配関係事業年度以後の
事業年度のそれぞれの別
表９の「当期分」の欠損金
額等

!4の金額をoの古いもの
から順次振当

被合併法人等の未処
理欠損金額等又は当
該法人の控除未済欠
損金額等

時価純資産超過額が
支配関係前未処理欠
損金額等の合計額以
上である場合

時価純資産超過額が
支配関係前未処理欠
損金額等の合計額に
満たない場合

簿価純資産超過額が支配関
係事業年度以後の事業年度
の欠損金額等のうち特定資
産譲渡等損失相当額の合計
額に満たない場合

特例計算による引継
対象未処理欠損金額
等又は調整後の当該
法人分の控除未済欠
損金額等

支配関係事業年度前の事業
年度にあってはqと（y－u）
のうち少ない金額、支配関係
事業年度以後の事業年度に
あってはqの金額

w、e又はr

t

y u i o !0

支配関係事業年度以
後の事業年度の欠損
金額等発生額

欠損金額等・災害損失金

内

内

内

内

内

内

内

内

内

内

円円 円円

円 円

円

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで 欠損金額等・災害損失金

!1

!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

@2 計

名 称 等

円 円

時　　価 帳簿価額

（イ） （ロ）
円 円

@3

@4

@5

@6

!2

!3

!4

﹇
別
紙
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三
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円�円� 円�円�円�

事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の�

控除未済欠損金額等の特例に関する明細書�

当 該 法 人 の �

事 業 年 度 �

当 該 法 人 の �

事 業 年 度 �

計�

欠損金額等の�

区 分�

欠損金額等の�

区 分�

支配関係前欠損金額�
等�

移 転 時 価 資 産 超 過 額�
（⑰の（イ）－⑰の（ロ））�

支配関係前欠損金額等の合計額 �
（⑥の計）�

制 限 対 象 金 額 �
⑪－⑫�

⑥のうち移転時価資�
産超過額を構成する�
ものとされた部分の�
金額�

⑨のうち制限対象金�
額を構成するものと�
された部分の金額�

支配関係後欠損金額�
等�

移転時価資産超過額が支配関係前欠損金額等の合計額を超える場合�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

（①の金額）�

適 格 分 割 ・ 適 格 現 物 出 資 ・ 適 格 現 物 分 配 �

調 整 後 の 当 該 法 人 分 の 控 除 未 済 欠 損 金 額 等 の 特 例 計 算 �

移転時価資産価額が移転簿価資産価額を超える場合の調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算の明細�

制 限 対 象 金 額 の 計 算 の 明 細 � 移転直前における移転時価資産価額及び移転簿価資産価額の明細�

適格組織再編成等の別�
適格組織再編成等の日� 平成　　年　　月　　日�

平成　　年　　月　　日�支 配 関 係 発 生 日�

特例計算による調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算�

法
人
名�

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）�

①� ②� ③� ④�

事　業�

年　度�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成　年　月　日から�

平成　年　月　日まで�

当該法人の前期の別表９
の⑤�

支配関係事業年度前の
事業年度にあっては０、支
配関係事業年度以後の
事業年度にあっては（①－
⑩）�

円�

円�

円� 円�

円� 円�円� 円�

計�

計�

名 称 等 �
時　　価� 帳簿価額�

（イ）� （ロ）�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

⑪�

⑫�
⑭�

⑮�

⑯�

⑰�
⑬�

⑥� ⑦� ⑧� ⑨�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

支配関係事業年度前の事
業年度の①�

⑪の金額を⑥の古いもの�
から順次振当�

別表１２「⑧－⑫」� 支配関係事業年度以後の
事業年度の（①－⑧）�

⑬の金額を⑨の古いもの�
から順次振当�

当該法人の控除未済
欠損金額等�

移転時価資産価額が
移転簿価資産価額以
下である場合�

移転時価資産超過額
が支配関係前欠損金
額等の合計額以下で
ある場合�

移転時価資産超過額が支
配関係前欠損金額等の合
計額以下である場合�

移転時価資産超過額
が支配関係前欠損金
額等の合計額を超え
る場合�

特例計算による調整
後の当該法人分の控
除未済欠損金額等�

支配関係事業年度前の
事業年度にあっては（⑥－
⑦）、支配関係事業年度
以後の事業年度であって
は①　

②、③又は④�

⑤�

⑩�

支配関係事業年度以
後の事業年度の欠損
金額等のうち特定資
産譲渡等損失相当額
以外の部分から成る
金額�

移転時価資産価額が移転簿価資産価額を超
える場合�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

﹇
別
紙
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四
﹈



円円 円円円

事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の

控除未済欠損金額等の特例に関する明細書

当 該 法 人 の

事 業 年 度

当 該 法 人 の

事 業 年 度

計

欠損金額等の

区 分

欠損金額等の

区 分

支配関係前欠損金額
等

移 転 時 価 資 産 超 過 額
（⑰の（イ）－⑰の（ロ））

支配関係前欠損金額等の合計額
（⑥の計）

制 限 対 象 金 額
⑪－⑫

⑥のうち移転時価資
産超過額を構成する
ものとされた部分の
金額

⑨のうち制限対象金
額を構成するものと
された部分の金額

支配関係後欠損金額
等

移転時価資産超過額が支配関係前欠損金額等の合計額を超える場合

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

（①の金額）

適 格 分 割 ・ 適 格 現 物 出 資 ・ 適 格 現 物 分 配

調 整 後 の 当 該 法 人 分 の 控 除 未 済 欠 損 金 額 等 の 特 例 計 算

移転時価資産価額が移転簿価資産価額を超える場合の調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算の明細

制 限 対 象 金 額 の 計 算 の 明 細 移転直前における移転時価資産価額及び移転簿価資産価額の明細

適格組織再編成等の別
適格組織再編成等の日 平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日支 配 関 係 発 生 日

特例計算による調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算

法
人
名

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

① ② ③ ④

事　業

年　度

平成　年　月　日から

平成　年　月　日まで

円

円

円 円

円 円円 円

計

計

名 称 等
時　　価 帳簿価額

（イ） （ロ）

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

⑪

⑫
⑭

⑮

⑯

⑰
⑬

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

支配関係事業年度前の事
業年度の①

⑪の金額を⑥の古いもの
から順次振当

別表１２「⑧－⑫」 支配関係事業年度以後の
事業年度の（①－⑧）

⑬の金額を⑨の古いもの
から順次振当

当該法人の控除未済
欠損金額等

移転時価資産価額が
移転簿価資産価額以
下である場合

移転時価資産超過額
が支配関係前欠損金
額等の合計額以下で
ある場合

移転時価資産超過額が支
配関係前欠損金額等の合
計額以下である場合

移転時価資産超過額
が支配関係前欠損金
額等の合計額を超え
る場合

特例計算による調整
後の当該法人分の控
除未済欠損金額等

②、③又は④

⑤

⑩

支配関係事業年度以後
の事業年度の欠損金
額等のうち特定資産譲
渡等損失相当額以外
の部分から成る金額

移転時価資産価額が移転簿価資産価額を超
える場合

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

平成 　 年 　 月 　 日から
平成 　 年 　 月 　 日まで

欠損金額等・災害損失金

当該法人の前期の別表９
の⑤

支配関係事業年度前の
事業年度にあっては（⑥－
⑦）、支配関係事業年度
以後の事業年度であって
は①

支配関係事業年度前の
事業年度にあっては０、支
配関係事業年度以後の
事業年度にあっては（①－
⑩）

﹇
別
紙
三
十
五
﹈



第
七
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

受付印
平成　　　年　　　月　　　日

殿

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日

通信日付印 確認印

年 月 日
申告年月日法 人 番 号

所 在 地
本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記 （電話 ）

事 業 種 目

前期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

（ ）

兆 十億 百万 千 円

（ ）

兆 十億 百万 千 円

（ふりがな）

（ふりがな）

法 人 名

代 表 者
氏 名 印

（ふりがな）

経理責任者
氏 　 　 名

前期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

前 期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

　　

※

事 業 税 道 府 県 民 税

前 事 業 年 度 の 事 業 税 額（$1の金額）

前 事 業 年 度 の 地 方 法 人 特 別 税 額（%1）

予 定 申 告 税 額　　（⑲＋⑳＋@1＋@2＋@4）

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

⑱

@1

⑲

@4

@5

@6

@7

@2

@3

⑳

@8

@9

#0

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

$0

$1

$3

$5

$2

$4

①

②

③

④

⑤

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

%2

この申告により納付すべき事業税額及び地方法人特別税額　@5－@6

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

摘 要 税 額課 税 標 準

前事業年度又は前連結事業
年度の法人税割額

予 定 申 告 税 額

（ （①× 前 事 業 年 度 又 は
前連結事業年度の月数

６

この申告が修正申告である場合は
既に納付の確定した当期分の法
人税割額

この申告により納付
す べ き 法 人 税 割 額

前 事 業 年 度 の 事 業 税 額 ・ 地 方 法 人 特 別 税 額 の 明 細

合 計 事 業 税 額 　@9 ＋ #1 ＋ #3＋ #5

%1

%0

$9

$8

$7

$6

合 計 地 方 法 人 特 別 税 額　（$6＋$7）

仮 装 経 理 に 基 づ く 事 業 税 額 の 控 除 額

平成27年改正法附則第8条又は平成28年改正法附則第5条の控除額

事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額

租税条約の実施に係る事業税額の控除額

納 付 す べ き 事 業 税 額 #6－#7－#8－#9－$0

税率
（　）１００

所
得
割

所 得 金 額 総 額

付加価値額総額

付 加 価 値 額

資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

収 入 金 額 総 額

収 入 金 額

所 得 金 額

所 得 割 に 係 る
地 方 法 人 特 別 税 額
収 入 割 に 係 る
地 方 法 人 特 別 税 額

付
加
価
値
割

資
本
割

収
入
割

$1
の
内
訳

月

円×１２

均

等

割

額

この申告により納付
すべき道府県民税額

④＋⑥

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細

法 人 税 割 額

利 子 割 額 の 控 除 額

外 国 の 法 人 税 等
の 額 の 控 除 額

道 府 県 民 税 の 特 定
寄 附 金 税 額 控 除 額

仮装経理に基づく法人
税 割 額 の 控 除 額

租税条約の実施に係る
法人税割額の控除額
納付すべき法人税割額
⑨－⑩－⑪－⑫－⑬－⑭

差 引 法 人 税 割 額

（電話 ）

こ の 申 告 の 期 間

前事業年度又は前連結事業
年度の期間

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

法第１５条の４の徴収猶予
を受けようとする税額

関 与 税 理 士

署 名 押 印

備

考

②－③

⑮－⑯

（⑰の金額）

算 定 期 間 中 に お い て
事務所等を有していた月数

兆 十億 百万 千 円

所 　 得 　 割 額（ （前事業年度の月数
６$2×

$3×

地方法人特別税額（ （前事業年度の月数
６@3×

付 加 価 値 割 額（ （前事業年度の月数
６

資 　 本 　 割 額（ （前事業年度の月数
６

$4×

収 　 入 　 割 額（ （前事業年度の月数
６

$5×

仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額

租税条約の実施に係る地方法人特別税額の控除額

納付すべき地方法人特別税額　$8－$9－%0

００
兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円

（
地
方
法
人
特
別
税
）

（
事

業

税
）

付加価値割

収 入 割

所 得 割

資 本 割

摘 要 税 額課 税 標 準 税率
（　）１００

この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した
当 期 分 の 事 業 税 額 及び 地 方 法 人 特 別 税 額

平成 年 月 年 月 日までの　　　　　　　の　 　 　の予定申告書日から平成
事業年度分又は
連結事業年度分

道 府 県 民 税
事　　業　　税
地方法人特別税

地
方
法
人
特
別
税

００

（特別控除取戻税額等又は個別
帰属特別控除取戻税額等）
課税標準となる法人税額又は個別
帰属法人税額

⑮のうち特別控除取戻税額等又
は個別帰属特別控除取戻税額等
に係る法人税割額

﹇
別
紙
三
十
六
﹈



第
六
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

受付印
平成　　　年　　　月　　　日

殿

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日

通信日付印 確認印

年 月 日
申告年月日法 人 番 号

所 在 地
本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記 （電話 ）

事 業 種 目

前期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

（ ）

兆 十億 百万 千 円

（ ）

兆 十億 百万 千 円

（ふりがな）

（ふりがな）

法 人 名

代 表 者
氏 名 印

（ふりがな）

経理責任者
氏 　 　 名

前期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

前 期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

　　

※

事 業 税 道 府 県 民 税

前 事 業 年 度 の 事 業 税 額（$1の金額）

前事業年度の地方法人特別税額（%1）

予 定 申 告 税 額　　（⑲＋⑳＋@1＋@2＋@4）

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

⑱

@1

⑲

@4

@5

@6

@7

@2

@3

⑳

@8

@9

#0

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

$0

$1

$3

$5

$2

$4

①

②

③

④

⑤

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

%2

この申告により納付すべき事業税額及び地方法人特別税額　@5－@6

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

摘 要 税 額課 税 標 準

前事業年度又は前連結事業
年度の法人税割額

予 定 申 告 税 額

（ （①×前 事 業 年 度 又 は
前連結事業年度の月数

６

この申告が修正申告である場合は
既に納付の確定した当期分の法
人税割額

この申告により納付
すべき法人税割額

前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細

合 計 事 業 税 額　@9＋#1＋#3＋#5

%1

%0

$9

$8

$7

$6

合 計 地 方 法 人 特 別 税 額　（$6＋$7）

仮装経理に基づく事業税額の控除額

平成 28 年 改 正法附則第 5 条 の控除額

事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額

租税条約の実施に係る事業税額の控除額

納付すべき事業税額 #6－#7－#8－#9－$0

税率
（　）１００

所
得
割

所得金額総額

付加価値額総額

付 加 価 値 額

資本金等の額総額

資本金等の額

収入金額総額

収 入 金 額

所 得 金 額

所 得 割 に 係 る
地 方 法 人 特 別 税 額
収 入 割 に 係 る
地 方 法 人 特 別 税 額

付
加
価
値
割

資
本
割

収
入
割

$1
の
内
訳

月

円×１２

均
　
等

割

額

この申告により納付
すべき道府県民税額

④＋⑥

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細

法 人 税 割 額

外 国 の 法 人 税 等
の 額 の 控 除 額

道府県民税の特定
寄附金税額控除額
外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額

仮装経理に基づく法人
税 割 額 の 控 除 額
租税条約の実施に係る
法人税割額の控除額
納付すべき法人税割額
⑨－⑩－⑪－⑫－⑬－⑭

差 引 法 人 税 割 額

（電話 ）

こ の 申 告 の 期 間

前事業年度又は前連結事業
年度の期間

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

法第１５条の４の徴収猶予
を受けようとする税額

関与税理士

署 名 押 印

備

考

②－③

⑮－⑯

（⑰の金額）

算 定 期 間 中 に お い て
事務所等を有していた月数

兆 十億 百万 千 円

所 　 得 　 割 額（ （前事業年度の月数
６$2×

$3×

地方法人特別税額（ （前事業年度の月数
６@3×

付 加 価 値 割 額（ （前事業年度の月数
６

資 　 本 　 割 額（ （前事業年度の月数
６

$4×

収 　 入 　 割 額（ （前事業年度の月数
６

$5×

仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額

租税条約の実施に係る地方法人特別税額の控除額

納付すべき地方法人特別税額　$8－$9－%0

００
兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円

（
地
方
法
人
特
別
税
）

（
事

業

税
）

付加価値割

収 入 割

所 得 割

資 本 割

摘 要 税 額課 税 標 準 税率
（　）１００

この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した
当 期 分 の 事 業 税 額 及び 地 方 法 人 特 別 税 額

平成 年 月 年 月 日までの　　　　　　　の　 　 　の予定申告書日から平成
事業年度分又は
連結事業年度分

道 府 県 民 税
事　　業　　税
地方法人特別税

地
方
法
人
特
別
税

００

（特別控除取戻税額等又は個別
帰属特別控除取戻税額等）
課税標準となる法人税額又は個別
帰属法人税額

⑮のうち特別控除取戻税額等又
は個別帰属特別控除取戻税額等
に係る法人税割額

﹇
別
紙
三
十
七
﹈







第７号様式記載要領

１ この明細書は、内国法人が法第53条第24項及び第321条の８第24項の規定の適用を受け

る場合に記載し、東京都内に事務所又は事業所を有する内国法人が東京都に提出する第

６号様式の申告書又は第10号の３様式の更正請求書に添付する場合は（その２）により、

それ以外の場合は（その１）によること。なお、（その２）は（その１）に代えて使用

して差し支えないものであること。

２ 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第６号様式の申告書又は第10号

の３様式の更正請求書に添付する場合には、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を

併記すること。

３ （その１）の記載に当たっては、次によること。

「所得税等の額①」の欄は、法人税の明細書（別表17（３の12）付表）の(5)の欄の

金額を記載すること。

「控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額②」の欄は、法人

税の明細書（別表17（３の12）付表）の(31)の欄の金額を記載すること。

「法人税の控除額③」の欄は、法人税の明細書（別表17（３の12））の(3)又は(11)

の欄の金額を記載すること。

「地方法人税の控除額④」の欄は、地方法人税の申告書（別表１）の(8)の欄の金額

又は地方法人税の明細書（別表２付表）の(12)の欄の金額を記載すること。

「各道府県ごとに算定した法人税割額⑩」の欄は、第６号様式の「法人税割額⑦」

の欄の金額から「道府県民税の特定寄附金税額控除額⑧」の欄の金額を控除した金額

を記載すること。

４ （その２）の記載に当たっては、次によること。

「所得税等の額①」の欄は、法人税の明細書（別表17（３の12）付表）の(5)の欄

の金額を記載すること。

「控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額②」の欄は、法人

税の明細書（別表17（３の12）付表）の(31)の欄の金額を記載すること。

「法人税の控除額③」の欄は、法人税の明細書（別表17（３の12））の(3)又は(11)

の欄の金額を記載すること。

「地方法人税の控除額④」の欄は、地方法人税の申告書（別表１）の(8)の欄の金額

又は地方法人税の明細書（別表２付表）の(12)の欄の金額を記載すること。

「各都道府県ごとに算定した法人税割額⑪」の欄は、第６号様式の「法人税割額

⑦」の欄の金額から「道府県民税の特定寄附金税額控除額⑧」の欄の金額を控除した

金額を記載すること。

「各市町村ごとに算定した法人税割額⑭」の欄は、第20号様式の「課税標準となる

法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑤」の「税額」の欄の金額又は

「２以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額

又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑥」の「税額」の欄の金額から「市町村民

税の特定寄附金税額控除額⑦」の欄の金額を控除した金額を記載すること。

５ 内国法人が法第53条第25項及び第321条の８第25項の規定の適用を受ける場合には、こ

の表に所要の調整をして記載すること。



外国の法人税等の額の控除

に関する明細書（その１）
平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

第
七
号
の
二
様
式前３年以内の控除未済外国税額の明細

各道府県ごとに控除する外国税額の明細

事業年度又は
連結事業年度

当 期 分

計

控
除
対
象
外
国
税
額

当
期
分
の
控
除
外
国
税
額

計 ①＋②　　　　③

計 ⑥＋⑦　　　　⑧

円

人 円 円 円

円

円

円

円円
平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

当 期 の 控 除 対 象 外 国 税 額

（別表１の⑥）
①

当 期 分 の 控 除 外 国 税 額

（⑤又は⑧のうち少ない額）
⑨

当期分として算定した法人税割額

（⑲又は第６号様式の⑦－⑧）
⑪

当期において控除する外国税額

（⑪若しくは（⑨＋⑩）のうち少ない額又は⑳）
⑫

国 税 の 控 除 限 度 額
（別表１の①、同表の⑥又は（同表の
①＋同表の②））

④

道府県民税の控除限度額

（別表１の③）
⑥

外国税額のうち④の額を超える額
⑤

前３年以内の控除限度額を超える

外国税額（別表１の⑱）
②

前３年以内の控除未済外国税額 ⑩

前３年以内の控除余裕額のうち

当期加算額（別表１の㉑）
⑦

⑩

当期控除額

事 務 所 又 は 事 業 所 控 除 す べ き
外 国 税 額

各道府県ごとに
控除する外国税
額（⑯又は⑰の
うち少ない額）

各道府県ごとに
算定した法人税
割額名 称 所 在 地

翌期繰越額
⑬－⑭

控除未済
外国税額 ⑬ ⑭ ⑮

政令第９条の７第７項ただし書の規定の

適用の有無
有 ・ 無

従業者
数又は
補正後
の従業
者数 ⑰⑯

⑲ ⑳

⑱

合 計

当期において控除する外国税額の計算

③－④

事業年度又は

連結事業年度

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）
﹇
別
紙
三
十
九
﹈



外国の法人税等の額の控除

に関する明細書（その１）
平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

第
七
号
の
二
様
式前３年以内の控除未済外国税額の明細

各道府県ごとに控除する外国税額の明細

事業年度又は
連結事業年度

当 期 分

計

控
除
対
象
外
国
税
額

当
期
分
の
控
除
外
国
税
額

計 ①＋②　　　　③

計 ⑥＋⑦　　　　⑧

円

人 円 円 円

円

円

円

円円
平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

当 期 の 控 除 対 象 外 国 税 額

（別表１の⑥）
①

当 期 分 の 控 除 外 国 税 額

（⑤又は⑧のうち少ない額）
⑨

当期分として算定した法人税割額

（⑲又は第６号様式の⑦－⑧－⑨）
⑪

当期において控除する外国税額

（⑪若しくは（⑨＋⑩）のうち少ない額又は⑳）
⑫

国 税 の 控 除 限 度 額
（別表１の①、同表の⑥又は（同表の
①＋同表の②））

④

道府県民税の控除限度額

（別表１の③）
⑥

外国税額のうち④の額を超える額
⑤

前３年以内の控除限度額を超える

外国税額（別表１の⑱）
②

前３年以内の控除未済外国税額 ⑩

前３年以内の控除余裕額のうち

当期加算額（別表１の㉑）
⑦

⑩

当期控除額

事 務 所 又 は 事 業 所 控 除 す べ き
外 国 税 額

各道府県ごとに
控除する外国税
額（⑯又は⑰の
うち少ない額）

各道府県ごとに
算定した法人税
割額名 称 所 在 地

翌期繰越額
⑬－⑭

控除未済
外国税額 ⑬ ⑭ ⑮

政令第９条の７第７項ただし書の規定の

適用の有無
有 ・ 無

従業者
数又は
補正後
の従業
者数 ⑰⑯

⑲ ⑳

⑱

合 計

当期において控除する外国税額の計算

③－④

事業年度又は

連結事業年度

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）
﹇
別
紙
四
十
﹈



外国の法人税等の額の控除

に関する明細書（その２）
事業年度又は

連結事業年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

政令第９条の７第７項ただし書の規定の適用の有無 前３年以内の控除未済外国税額の明細有・無

政令第４８条の１３第８項ただし書の規定の適用の有無

当 期 に お い て 控 除 す る 外 国 税 額 の 計 算

控
除
対
象
外
国
税
額

当
期
分
の
控
除
外
国
税
額

当 期 の 控 除 対 象 外 国 税 額
（別表１の⑥）

国　税　の　控　除　限　度　額
（別表１の①、同表の⑥又は（同表の①＋
同表の②））

道 府 県 民 税 の 控 除 限 度 額
（別表１の③）

市 町 村 民 税 の 控 除 限 度 額
（別表１の④）

前３年以内の控除限度額を超える
外国税額（別表１の⑱）

外国税額のうち④の額を超える額
は上段に、④と⑥の合計額を超え
る額は下段に

前３年以内の控除余裕額のうち
当期加算額（別表１の㉑は上段に、
㉒は下段に）

当 期 分 の 控 除 外 国 税 額
（⑤又は⑨の各段のうち少ない額）

前 ３ 年 以 内 の 控 除 未 済 外 国 税 額

当期分として算定した法人税割額
（㉘若しくは㉛又は第６号様式の⑦－⑧）

当期において控除する外国税額（⑫
若しくは（⑩＋⑪）のうち少ない額又は
㉙及び32）

計
（⑥＋⑧（イ）は上段に、⑦＋⑧（ロ）は
下段に）

計　①＋②

①

⑭

②

③

④

⑤

⑥

⑦

（イ）

（ロ）

事業年度又は
連結事業年度

控除未済
外国税額

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

円

円 円人

円

⑮ ⑯
円

円

計

当　期　分

翌期繰越額計

事 務 所 又 は 事 業 所

各都道府県・市町村ごとに控除する外国税額の明細

所　　在　　地

小 計

合 計

特

別

区

以

外

特
別
区

控除未済繰
越額
　㉗－㉙

（イ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑱
円

⑲⑰

㉓

㉗ ㉘

33

㉙

当期控除額 翌期繰越額
⑭－⑮

有・無

⑪

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

名　称

各都道府県ご
とに控除する
外国税額（⑰
又は⑱のうち
少ない額）

各都道府県ご
とに算定した
法人税割額

各都道府県ご
とに控除すべ
き外国税額

従業者数
又は補正
後の従業
者数

円 円人

㉑
円

㉒⑳

各市町村ごと
に控除する外
国税額（⑳又
は㉑のうち少
ない額）

各市町村ごと
に算定した法
人税割額

各市町村ごと
に控除すべき
外国税額

従業者数
又は補正
後の従業
者数

控除未済繰
越額
　㉚－32

㉔

㉚ ㉛

34

32

㉕（（⑩（イ）＋⑪（イ））－㉓） ㉖（（⑩（ロ）＋⑪（ロ））－㉔）

第
七
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）
﹇
別
紙
四
十
一
﹈



外国の法人税等の額の控除

に関する明細書（その２）
事業年度又は

連結事業年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

政令第９条の７第７項ただし書の規定の適用の有無 前３年以内の控除未済外国税額の明細有・無

政令第４８条の１３第８項ただし書の規定の適用の有無

当 期 に お い て 控 除 す る 外 国 税 額 の 計 算

控
除
対
象
外
国
税
額

当
期
分
の
控
除
外
国
税
額

当 期 の 控 除 対 象 外 国 税 額
（別表１の⑥）

国　税　の　控　除　限　度　額
（別表１の①、同表の⑥又は（同表の①＋
同表の②））

道 府 県 民 税 の 控 除 限 度 額
（別表１の③）

市 町 村 民 税 の 控 除 限 度 額
（別表１の④）

前３年以内の控除限度額を超える
外国税額（別表１の⑱）

外国税額のうち④の額を超える額
は上段に、④と⑥の合計額を超え
る額は下段に

前３年以内の控除余裕額のうち
当期加算額（別表１の㉑は上段に、
㉒は下段に）

当 期 分 の 控 除 外 国 税 額
（⑤又は⑨の各段のうち少ない額）

前 ３ 年 以 内 の 控 除 未 済 外 国 税 額

当期分として算定した法人税割額
（㉘若しくは㉛又は第６号様式の⑦－⑧－⑨）

当期において控除する外国税額（⑫
若しくは（⑩＋⑪）のうち少ない額又は
㉙及び32）

計
（⑥＋⑧（イ）は上段に、⑦＋⑧（ロ）は
下段に）

計　①＋②

①

⑭

②

③

④

⑤

⑥

⑦

（イ）

（ロ）

事業年度又は
連結事業年度

控除未済
外国税額

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

円

円 円人

円

⑮ ⑯
円

円

計

当　期　分

翌期繰越額計

事 務 所 又 は 事 業 所

各都道府県・市町村ごとに控除する外国税額の明細

所　　在　　地

小 計

合 計

特

別

区

以

外

特
別
区

控除未済繰
越額
　㉗－㉙

（イ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑱
円

⑲⑰

㉓

㉗ ㉘

33

㉙

当期控除額 翌期繰越額
⑭－⑮

有・無

⑪

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

名　称

各都道府県ご
とに控除する
外国税額（⑰
又は⑱のうち
少ない額）

各都道府県ご
とに算定した
法人税割額

各都道府県ご
とに控除すべ
き外国税額

従業者数
又は補正
後の従業
者数

円 円人

㉑
円

㉒⑳

各市町村ごと
に控除する外
国税額（⑳又
は㉑のうち少
ない額）

各市町村ごと
に算定した法
人税割額

各市町村ごと
に控除すべき
外国税額

従業者数
又は補正
後の従業
者数

控除未済繰
越額
　㉚－32

㉔

㉚ ㉛

34

32

㉕（（⑩（イ）＋⑪（イ））－㉓） ㉖（（⑩（ロ）＋⑪（ロ））－㉔）

第
七
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）
﹇
別
紙
四
十
二
﹈



事業年度又は
連結事業年度

平成　　年　　月　　日 から
平成　　年　　月　　日 まで

1. 特定寄附金に関する明細

特定寄附金を支出した場合の税額
控除の計算に関する明細書

法人名
第
七
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則
第
二
条
の
六
・
第
二
条
の
六
の
二
・
第
三
条
関
係
）

円

②

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

寄附した年月日

計

寄附先 特定寄附金の額支
出
し
た
特
定
寄
附
金

①

2. 特定寄附金額の按分の計算

控除対象事業税額
第6号様式#8－第6号様式#9

00

税額控除上限額
⑨×20／100

控除額
⑧と⑩のうち少ない額

控除額
⑦×10／100

 

特定寄附金の額
②又は③の（ロ）

特定寄附金の額
②、③の（ニ）又は④の（ニ）
控除額

⑭×20／100
特定寄附金の額
②、③の（ニ）又は⑤の（ニ）

控除額
⑫×5／100又は⑮＋⑰

控除対象法人税割額
第6号様式⑦－第6号の2様式③

税額控除上限額
⑱×20／100

控除額
⑬と⑲のうち少ない額

控除額
⑯×5／100

特定寄附金の額
②又は③の（ニ）

事 業 税 道　府　県　民　税　・　都　民　税

1．従業者数
2．固定資産の価額

3．事務所又は事業所数
4．軌道の延長キロメートル数

5．電線路の電力の容量

3. 特定寄附金税額控除額の計算

円 円

本都道府県分

③のうち東京都特別区分

③のうち東京都市町村分

合計

③

④

⑤

⑥

適用する事業税の分割基準

円円

事 業 税 道　府　県　民　税　・　都　民　税

分割基準
（単位＝　　　）

（イ）

按分後の
特定寄附金の額

（ロ）

従業者の数
（単位＝　人　）

（ハ）

按分後の
特定寄附金の額

（ニ）

東
京
都
に
申
告
す
る
場
合
の
⑬
の
計
算

（
東
京
都
の
場
合
）

特
別
区
分

市
町
村
分

まち・ひと・しごと創生寄附
活用事業の事業名

﹇
別
紙
四
十
三
﹈



事業年度又は
連結事業年度

平成　　年　　月　　日 から
平成　　年　　月　　日 まで

1. 特定寄附金に関する明細

特定寄附金を支出した場合の税額
控除の計算に関する明細書

法人名
第
七
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則
第
二
条
の
六
・
第
二
条
の
六
の
二
・
第
三
条
関
係
）

円

②

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

寄附した年月日

計

寄附先 特定寄附金の額支
出
し
た
特
定
寄
附
金

①

2. 特定寄附金額の按分の計算

控除対象事業税額
第6号様式#9－第6号様式$0

00

税額控除上限額
⑨×20／100

控除額
⑧と⑩のうち少ない額

控除額
⑦×10／100

 

特定寄附金の額
②又は③の（ロ）

特定寄附金の額
②、③の（ニ）又は④の（ニ）
控除額

⑭×20／100
特定寄附金の額
②、③の（ニ）又は⑤の（ニ）

控除額
⑫×5／100又は⑮＋⑰

控除対象法人税割額
第6号様式⑦－第6号の2様式③

税額控除上限額
⑱×20／100

控除額
⑬と⑲のうち少ない額

控除額
⑯×5／100

特定寄附金の額
②又は③の（ニ）

事 業 税 道　府　県　民　税　・　都　民　税

1．従業者数
2．固定資産の価額

3．事務所又は事業所数
4．軌道の延長キロメートル数

5．電線路の電力の容量

3. 特定寄附金税額控除額の計算

円 円

本都道府県分

③のうち東京都特別区分

③のうち東京都市町村分

合計

③

④

⑤

⑥

適用する事業税の分割基準

円円

事 業 税 道　府　県　民　税　・　都　民　税

分割基準
（単位＝　　　）

（イ）

按分後の
特定寄附金の額

（ロ）

従業者の数
（単位＝　人　）

（ハ）

按分後の
特定寄附金の額

（ニ）

東
京
都
に
申
告
す
る
場
合
の
⑬
の
計
算

（
東
京
都
の
場
合
）

特
別
区
分

市
町
村
分

まち・ひと・しごと創生寄附
活用事業の事業名

﹇
別
紙
四
十
四
﹈



兆 十億 百万 千 円

事 業 種 目

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額
期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額
期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号

受付印
平成　　　年　　　月　　　日

殿

（電話 ）

十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

円

※

（ふりがな）

（ふりがな）

法 人 名

代 表 者
氏 名 印

（ふりがな）

経理責任者
氏 名

本市町村が
支店等の場
合は本店所
在地と併記

所 在 地

この申告の基礎

平成 年 月 日から平成 年 月

税 額摘 要

退職年金等積立金に係る法人税額

外国の法人税等の額の控除額

市町村民税の特定寄附金税額控除額

仮装経理に基づく法人税割額の控除額

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額

この申告により納付すべき法人税割額　!0－!1－!2

差引法人税割額　t－u－i－o又はy－u－i－o

課 税 標 準 法 人 税 割 額
１００税率（　）

還付法人税額等の控除額

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4 !5

!6

!7

!8

!9

@0

@1 @2 @3

十億 百万 千 円

（ ）

均
等
割
額

算定期間中において事務所等を有していた月数

既に納付の確定した当期分の均等割額

この申告により納付すべき均等割額　!5－!6

この申告により納付すべき市町村民税額　!3＋!7

!8のうち見込納付額

差　　引　　　 !8－!9

左のうち当該市町
村分の従業者数名 称 事務所、事業所又は寮等の所在地

当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等 当該市町村分の均等
割の税率適用区分に
用 い る 従 業 者 数

分 割 基 準
当該法人の全従業者数

区 名 月数 従業者数 均等割額※
区コード

人 円

人

人

人

合 計

平成 年 月 日から

平成 年 月 日
平成 年 月 日
平成 年 月 日

平成 年 月 日まで

関与税理士
署 名 押 印 （電話 ）

００

０００

０００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

決算確定の日

還付を受けよう
とする金融機関
及び支払方法

支店銀行

口座番号（普通・当座）

還 付 請 求 税 額

法第１５条の４の徴収猶予を受けようとする税額

既に納付の確定した当期分の法人税割額

月 円×!4
１２

残余財産の最後の分
配又は引渡しの日
法人税の期末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額

法人税の申告
書の種類

翌期の中間申
告の要否

要・否

有・無
法人税の申告
期限の延長の
処分の有無

申告書

年 月 日

（使 途 秘 匿 金 税 額 等）
法人税法の規定によって計算した法人税額

区分

申告年月日

００

日 ま で の 　 　 　 　 　 の 市 町 村 民 税 の　

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額　q＋w－e＋r

２以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準
となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額

事業年度分又は
連結事業年度分

こ の 申 告 が
中 間 申 告 の
場合の計算期間

１．法 人 税 の 平 成 年 月 日

の修正申告書の提出による。

２．法 人 税 の 平 成 年 月 日

の更正・決定・再更正による。

試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額

青色・その他
解 散 の 日

場

合

の

の

計

算

指
定
都
市
に
申
告
す
る

!5

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

法　人　番　号

（　×@2）t
@1

第
二
十
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）
﹇
別
紙
四
十
五
﹈



兆 十億 百万 千 円

事 業 種 目

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額
期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額
期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号

受付印
平成　　　年　　　月　　　日

殿

（電話 ）

十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

円

※

（ふりがな）

（ふりがな）

法 人 名

代 表 者
氏 名 印

（ふりがな）

経理責任者
氏 名

本市町村が
支店等の場
合は本店所
在地と併記

所 在 地

この申告の基礎

平成 年 月 日から平成 年 月

税 額摘 要

退職年金等積立金に係る法人税額

外国の法人税等の額の控除額

市町村民税の特定寄附金税額控除額

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額

仮装経理に基づく法人税割額の控除額

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額

この申告により納付すべき法人税割額　!1－!2－!3

差引法人税割額　t－u－i－o－!0又はy－u－i－o－!0

課 税 標 準 法 人 税 割 額
１００税率（　）

還付法人税額等の控除額

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5 !6

!7

!8

!9

@0

@1

@2 @3 @4

十億 百万 千 円

（ ）

均
等
割
額

算定期間中において事務所等を有していた月数

既に納付の確定した当期分の均等割額

この申告により納付すべき均等割額　!6－!7

この申告により納付すべき市町村民税額　!4＋!8

!9のうち見込納付額

差　　引 !9－@0

左のうち当該市町
村分の従業者数名 称 事務所、事業所又は寮等の所在地

当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等 当該市町村分の均等
割の税率適用区分に
用 い る 従 業 者 数

分 割 基 準
当該法人の全従業者数

区 名 月数 従業者数 均等割額※
区コード

人 円

人

人

人

合 計

平成 年 月 日から

平成 年 月 日
平成 年 月 日
平成 年 月 日

平成 年 月 日まで

関与税理士
署 名 押 印 （電話 ）

００

０００

０００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

決算確定の日

還付を受けよう
とする金融機関
及び支払方法

支店銀行

口座番号（普通・当座）

還 付 請 求 税 額

法第１５条の４の徴収猶予を受けようとする税額

既に納付の確定した当期分の法人税割額

月 円×!5
１２

残余財産の最後の分
配又は引渡しの日
法人税の期末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額

法人税の申告
書の種類

翌期の中間申
告の要否

要・否

有・無
法人税の申告
期限の延長の
処分の有無

申告書

年 月 日

（使 途 秘 匿 金 税 額 等）
法人税法の規定によって計算した法人税額

区分

申告年月日

００

日 ま で の 　 　 　 　 　 の 市 町 村 民 税 の　

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額　q＋w－e＋r

２以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準
となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額

事業年度分又は
連結事業年度分

こ の 申 告 が
中 間 申 告 の
場合の計算期間

１．法 人 税 の 平 成 年 月 日

の修正申告書の提出による。

２．法 人 税 の 平 成 年 月 日

の更正・決定・再更正による。

試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額

青色・その他
解 散 の 日

場

合

の

の

計

算

指
定
都
市
に
申
告
す
る

!6

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

法　人　番　号

（　×@3）t
@2

第
二
十
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）
﹇
別
紙
四
十
六
﹈



申告年月日

４１

４２

４３

７２

３０

３１

０７

０８

０９

１０

１１

２４

０２

０３

０１

０４

０５

０６

１２

１３

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２３

７０

７１

２２２１

１

２４

５５ ６８

４２

２３

事業年度又は
連結事業年度

４３ ４８ ４９ ５４

Ｂ
１１

Ａ

Ｂ
１１

Ｂ
１１

予備

５０

５２

５４

５６

５８

６０

６２

６４

５１

５３

５５

５７

５９

６１

６３

６５

区コード

１・２

１・２

００

００

０００

０００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

（月 数）１４

申告基礎

使途秘匿金
税 額 等

１１Ｂ

整 理 番 号 事務所 申告区分区分

年 月 日

００

月

月数 従業者数 均等割額

翌期の中間申
告の要否
法人税の申告
期限の延長の
処分の有無

第
二
十
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

管 理 番 号

法　人　番　号

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

﹇
別
紙
四
十
七
﹈



第
二
十
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

申告年月日

４１

４２

７２

３０

３１

０７

０８

０９

１０

１１

２５

０２

０３

０１

０４

０５

０６

１２

１３

１４

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２４

７０

７１

２３２２

１

２４

５５ ６８

４２

２３

事業年度又は
連結事業年度

４３ ４８ ４９ ５４

Ｂ
１１

Ａ

Ｂ
１１

Ｂ
１１

予備

５０

５２

５４

５６

５８

６０

６２

６４

５１

５３

５５

５７

５９

６１

６３

６５

区コード

１・２

１・２

００

００

０００

０００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

（月 数）１５

申告基礎

使途秘匿金
税 額 等

１１Ｂ

整 理 番 号 事務所 申告区分区分

年 月 日

００

月

月数 従業者数 均等割額

翌期の中間申
告の要否
法人税の申告
期限の延長の
処分の有無

管 理 番 号

法　人　番　号

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

４３期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

﹇
別
紙
四
十
八
﹈



控除対象個別帰属調整額

の控除明細書
連結事業年度

又は事業年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

事業年度又は
連結事業年度

計

連結適用前欠
損金額又は連
結適用前災害
損失欠損金額

q w e r t y

円

円円円円円

第
二
十
号
様
式
別
表
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

既に控除を
受 け た 額

控除未済額
　w－e

当期控除額 翌期繰越額

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

控除対象個別
帰 属 調 整 額
（q×２３.４／１００又は
  q×２０／１００）

﹇
別
紙
四
十
九
﹈



控除対象個別帰属調整額

の控除明細書
連結事業年度

又は事業年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

事業年度又は
連結事業年度

計

連結適用前欠
損金額又は連
結適用前災害
損失欠損金額

q w e r t y

円

円円円円円

第
二
十
号
様
式
別
表
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

既に控除を
受 け た 額

控除未済額
　w－e

当期控除額 翌期繰越額

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

控除対象個別
帰 属 調 整 額
（q×２３.２／１００又は
  q×２０／１００）

﹇
別
紙
五
十
﹈



当　期　分�

計�

控除対象個�
別帰属税額�

q w e r t

円�円�

円�

円�円�円�円�

既に控除を�
受 け た 額�

控除未済額�
q－w

当期控除額� 翌期繰越額�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

控除対象個別帰属税額�

の控除明細書�
連結事業年度�

又は事業年度�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

法
人
名�

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）�

連結事業年度�
又は事業年度�

﹇
別
紙
五
十
一
﹈



当　期　分

計

控除対象個
別帰属税額

q w e r t

円円

円

円円円円

既に控除を
受 け た 額

控除未済額
q－w

当期控除額 翌期繰越額

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

控除対象個別帰属税額

の控除明細書
連結事業年度

又は事業年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

連結事業年度
又は事業年度

﹇
別
紙
五
十
二
﹈



控除対象還付法人税額又は控除対象

個別帰属還付税額の控除明細書
事業年度又は

連結事業年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

事業年度又は
連結事業年度

計

控除対象還付法人
税額又は控除対象
個別帰属還付税額

q w e r t

円

円円円

円円

円

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

既に控除を
受 け た 額

控除未済額
q－w

当期控除額 翌期繰越額

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

当　期　分

﹇
別
紙
五
十
三
﹈



控除対象還付法人税額又は控除対象

個別帰属還付税額の控除明細書
事業年度又は

連結事業年度

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

事業年度又は
連結事業年度

計

控除対象還付法人
税額又は控除対象
個別帰属還付税額

q w e r t

円

円円円

円円

円

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

既に控除を
受 け た 額

控除未済額
q－w

当期控除額 翌期繰越額

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

当　期　分

﹇
別
紙
五
十
四
﹈



第
二
十
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
十
条
関
係
）

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号

受付印
平成　　　年　　　月　　　日

殿

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

（電話 ） 兆 十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

※

事 業 種 目

（ふりがな）

（ふりがな）

法 人 名

代 表 者
氏 名 印

（ふりがな）

経理責任者
氏 　 　 名

本市町村が
支店等の場
合は本店所
在地と併記

所 在 地

平成 年 月 日から平成 年 月 日までの　　　　　の市町村民税の予定申告書 事業年度分又は
連結事業年度分

税 額摘 要

①

②

③

④

⑤

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

均
等
割
額

算定期間中において事務所等を有していた月数

この申告により納付すべき市町村民税額　④＋⑥

名 称 事務所、事業所又は寮等の所在地
当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等

場

合

の

⑥

の

計

算

指
定
都
市
に
申
告
す
る

合 計

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

関与税理士
署 名 押 印 （電話 ）

こ の 申 告 の 期 間

前事業年度又は前連結事業年度の期間

法第１５条の４の徴収猶予を受けようとする税額

月

十億 百万 千 円

（ ）

（ ）

区 名 月数 従業者数 均等割額※
区コード

人 円

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

市町村民税の特定寄附金税額控除額

⑩法人税割額

外国の法人税等の額の控除額

仮装経理に基づく法人税割額の控除額

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額

納付すべき法人税割額 ⑩－⑪－⑫－⑬－⑭

⑮のうち特別控除取戻税額等又は個別帰属
特別控除取戻税額等に係る法人税割額

差引法人税割額　⑮－⑯

 

円　× １２

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額（⑰の金額）

この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した当期分の法人税割額

この申告により納付すべき法人税割額　②－③

予定申告税額（ （①× 前事業年度又は前連結事業年度の月数
６

当該市町村分の均等
割の税率適用区分に
用 い る 従 業 者 数

人

日月年

区分

申告年月日法　人　番　号

００

００

００

００

００

００

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細

（特別控除取戻税額等又は個別帰属特別控除取戻
　税額等）

課税標準となる法人税額又は個別帰属
法人税額

前期末現在の資本金の額

又 は 出 資 金 の 額

前期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

前 期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

﹇
別
紙
五
十
五
﹈



第
二
十
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
十
条
関
係
）

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号

受付印
平成　　　年　　　月　　　日

殿

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

（電話 ） 兆 十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

※

事 業 種 目

（ふりがな）

（ふりがな）

法 人 名

代 表 者
氏 名 印

（ふりがな）

経理責任者
氏 　 　 名

本市町村が
支店等の場
合は本店所
在地と併記

所 在 地

平成 年 月 日から平成 年 月 日までの　　　　　の市町村民税の予定申告書 事業年度分又は
連結事業年度分

税 額摘 要

①

②

③

④

⑤

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

均
等
割
額

算定期間中において事務所等を有していた月数

この申告により納付すべき市町村民税額　④＋⑥

名 称 事務所、事業所又は寮等の所在地
当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等

場

合

の

⑥

の

計

算

指
定
都
市
に
申
告
す
る

合 計

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

関与税理士
署 名 押 印 （電話 ）

こ の 申 告 の 期 間

前事業年度又は前連結事業年度の期間

法第１５条の４の徴収猶予を受けようとする税額

月

十億 百万 千 円

（ ）

（ ）

区 名 月数 従業者数 均等割額※
区コード

人 円

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

市町村民税の特定寄附金税額控除額

⑩法人税割額

外国の法人税等の額の控除額

仮装経理に基づく法人税割額の控除額

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額

納付すべき法人税割額 ⑩－⑪－⑫－⑬－⑭－⑮

⑯のうち特別控除取戻税額等又は個別帰属
特別控除取戻税額等に係る法人税割額

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額

差引法人税割額　⑯－⑰

 

円　× １２

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額（⑱の金額）

この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した当期分の法人税割額

この申告により納付すべき法人税割額　②－③

予定申告税額（ （①× 前事業年度又は前連結事業年度の月数
６

当該市町村分の均等
割の税率適用区分に
用 い る 従 業 者 数

人

日月年

区分

申告年月日法　人　番　号

００

００

００

００

００

００

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細

（特別控除取戻税額等又は個別帰属特別控除取戻
　税額等）

課税標準となる法人税額又は個別帰属
法人税額

前期末現在の資本金の額

又 は 出 資 金 の 額

前期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

前 期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

﹇
別
紙
五
十
六
﹈



第
二
十
号
の
三
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
十
条
関
係
）

申告年月日

４１

４２

４０

４３

０２

０３

０１

０４

０５

０６

０７

１

２４

５５ ６８

４２

２３

事業年度又は
連結事業年度

４３ ４８ ４９ ５４

Ａ

Ｂ
１１

予備

５０

５２

５４

５６

５８

６０

６２

６４

５１

５３

５５

５７

５９

６１

６３

６５

６６ ６７

６８ ６９

月数 従業者数 均等割額区コード

００

００

００

００

００

００

００

００

００

０８

Ｂ
１１

Ｂ
１１

整 理 番 号 事務所 申告区分区分

日月年

００

００

００

００

００

００

００

管 理 番 号

法　人　番　号

前期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

前 期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

前期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

﹇
別
紙
五
十
七
﹈



第
二
十
号
の
三
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
十
条
関
係
）

申告年月日

４１

４２

４０

４３

０２

０３

０１

０４

０５

０６

０７

１

２４

５５ ６８

４２

２３

事業年度又は
連結事業年度

４３ ４８ ４９ ５４

Ａ

Ｂ
１１

予備

５０

５２

５４

５６

５８

６０

６２

６４

５１

５３

５５

５７

５９

６１

６３

６５

６６ ６７

６８ ６９

月数 従業者数 均等割額区コード

０８

Ｂ
１１

Ｂ
１１

整 理 番 号 事務所 申告区分区分

日月年

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

管 理 番 号

法　人　番　号

前期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

前 期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

前期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

﹇
別
紙
五
十
八
﹈





第20号の３の２様式記載要領

１ この明細書は、内国法人が法第321条の８第24項の規定の適用を受ける場合に記載し、

第20号様式の申告書又は第10号の４様式の更正請求書に添付すること。

２ 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第20号様式の申告書又は第10号

の４様式の更正請求書に添付する場合には、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を

併記すること。

３ 「所得税等の額①」の欄は、法人税の明細書（別表17（３の12）付表）の(5)の欄の金

額を記載すること。

４ 「控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額②」の欄は、法人税

の明細書（別表17（３の12）付表）の(31)の欄の金額を記載すること。

５ 「法人税の控除額③」の欄は、法人税の明細書（別表17（３の12））の(3)又は(11)の

欄の金額を記載すること。

６ 「地方法人税の控除額④」の欄は、地方法人税の申告書（別表１）の(8)の欄の金額又

は地方法人税の明細書（別表２付表）の(12)の欄の金額を記載すること。

７ 「各市町村ごとに算定した法人税割額⑪」の欄は、第20号様式の「課税標準となる法

人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑤」の「税額」の欄の金額又は「２以

上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別

帰属法人税額及びその法人税割額⑥」の「税額」の欄の金額から「市町村民税の特定寄

附金税額控除額⑦」の欄の金額を控除した金額を記載すること。

８ 内国法人が法第321条の８第25項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整

をして記載すること。



外国の法人税等の額の控除

に関する明細書
平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

政令第４８条の１３第８項ただし書の規定の

適用の有無
有　・　無

円

当期において控除する外国税額の計算

控
除
対
象
外
国
税
額

当
期
分
の
控
除
外
国
税
額

当 期 の 控 除 対 象 外 国 税 額

（別表１の⑥）
①

前３年以内の控除未済外国税額の明細

事業年度又は
連結事業年度

当　　期　　分

控除未済

外国税額

円

円人

⑭
円

円 円

円

⑮ ⑯

⑰ ⑱ ⑲
円

⑳

円

㉑

各市町村ごとに控除する外国税額の明細

事　務　所　又　は　事　業　所

合 計

名 称

従業者
数又は
補正後
の従業
者数

控 除 す べ き
外　国　税　額

前３年以内の控除未済外国税額

当期分として算定した法人税割額

（⑳又は第２０号様式の⑤－⑦）

前３年以内の控除限度額を超える

外国税額（別表１の⑱）
②

③

国 税 の 控 除 限 度 額
（別表１の①、同表の⑥又は（同表の
①＋同表の②））

④

道 府 県 民 税 の 控 除 限 度 額

（別表１の③）
⑤

外国税額のうち④と⑤の合計額を

超える額　　③－（④＋⑤）
⑥

市 町 村 民 税 の 控 除 限 度 額

（別表１の④）
⑦

前３年以内の控除余裕額のうち

当期加算額（別表１の㉒）
⑧

⑨

当 期 分 の 控 除 外 国 税 額

（⑥又は⑨のうち少ない額）
⑩

計 ①＋②

計 ⑦＋⑧

⑪

⑫

当期において控除する外国税額

（⑫若しくは（⑩＋⑪）のうち少ない額又は㉑）
⑬

当期控除額 翌期繰越額

⑭－⑮

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

計

⑪

所 在 地

各市町村ごとに
算定した法人税
割額

各市町村ごとに
控除する外国税
額（⑰又は⑱の
うち少ない額）

事業年度又は

連結事業年度

第
二
十
号
の
四
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）
﹇
別
紙
六
十
﹈



外国の法人税等の額の控除

に関する明細書
平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

法
人
名

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

政令第４８条の１３第８項ただし書の規定の

適用の有無
有　・　無

円

当期において控除する外国税額の計算

控
除
対
象
外
国
税
額

当
期
分
の
控
除
外
国
税
額

当 期 の 控 除 対 象 外 国 税 額

（別表１の⑥）
①

前３年以内の控除未済外国税額の明細

事業年度又は
連結事業年度

当　　期　　分

控除未済

外国税額

円

円人

⑭
円

円 円

円

⑮ ⑯

⑰ ⑱ ⑲
円

⑳

円

㉑

各市町村ごとに控除する外国税額の明細

事　務　所　又　は　事　業　所

合 計

名 称

従業者
数又は
補正後
の従業
者数

控 除 す べ き
外　国　税　額

前３年以内の控除未済外国税額

当期分として算定した法人税割額

（⑳又は第２０号様式の⑤－⑦－⑧）

前３年以内の控除限度額を超える

外国税額（別表１の⑱）
②

③

国 税 の 控 除 限 度 額
（別表１の①、同表の⑥又は（同表の
①＋同表の②））

④

道 府 県 民 税 の 控 除 限 度 額

（別表１の③）
⑤

外国税額のうち④と⑤の合計額を

超える額　　③－（④＋⑤）
⑥

市 町 村 民 税 の 控 除 限 度 額

（別表１の④）
⑦

前３年以内の控除余裕額のうち

当期加算額（別表１の㉒）
⑧

⑨

当 期 分 の 控 除 外 国 税 額

（⑥又は⑨のうち少ない額）
⑩

計 ①＋②

計 ⑦＋⑧

⑪

⑫

当期において控除する外国税額

（⑫若しくは（⑩＋⑪）のうち少ない額又は㉑）
⑬

当期控除額 翌期繰越額

⑭－⑮

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

計

⑪

所 在 地

各市町村ごとに
算定した法人税
割額

各市町村ごとに
控除する外国税
額（⑰又は⑱の
うち少ない額）

事業年度又は

連結事業年度

第
二
十
号
の
四
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）
﹇
別
紙
六
十
一
﹈




